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平成28年 網走市議会 

平 成 27 年 度 決 算 等 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録  

第３号 平成28年９月20日（火曜日） 
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午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、平成27年度各会計決算審査特別

委員会を開きます。 

 本日は、審査日程に基づきまして、最初に認定

第１号平成27年度網走市各会計歳入歳出決算につ

いてを議題とし、水産港湾部、建設部及び企業会

計を除く水道部の所管分の細部質疑を行います。 

 次に、この認定第１号の細部質疑が終了した

後、認定第２号平成27年度網走市水道事業会計の

利益の処分及び決算についてを議題とし、追加説

明があるときは説明をしていただき、その後、水
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道事業会計の細部質疑を行います。 

 次に、再度、認定第１号平成27年度網走市各会

計歳入歳出決算中、市民部の細部質疑を行うこと

で議事を進めますので、御承知願います。 

 それでは、早速、本日の日程であります認定第

１号平成27年度網走市各会計歳入歳出決算中、水

産港湾部、建設部、水道部及び市民部の所管に関

する細部質疑を行います。 

 まず、水産港湾部の所管に関する細部質疑から

入ります。 

 挙手願います。 

○川原田英世委員 それでは、私のほうから何点

か、質問と確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、網走港の利用状況についてですが、一般

質問の中でもあったのですけれども、私のほうか

らも何点か確認させていただきたいと思います。 

 国内向けのほうで、平成27年度実績、前年より

も大分落ち込んでいるということでありますけれ

ども、その主な原因をどのように把握しておられ

るのか、まず見解を伺いたいと思います。 

○佐々木修司港湾課長 網走港の取扱貨物は、平

成15年まで約80万トン前後で推移していました

が、平成16年以降減少傾向が続いており、平成27

年度は38万649トンとなっております。 

大きな要因は、原木の輸入が平成22年以降皆無

となり、水産品の輸入が平成21年以降激減してい

ることや、平成24年の出光興産網走油槽所の撤退

により、石油製品、重油の輸入が激減したことに

よるものです。 

○川原田英世委員 わかりました。 

水産品のみならず、いろいろな各分野で輸出入

が減っていっているということで理解しました。 

 重要港湾についてちょっと確認させていただき

たいのですけれども、このように全体的に減って

くるという中で、重要港湾から外れるというよう

な可能性というのはあるのでしょうか。 

○佐々木修司港湾課長 重要港湾と不開港との関

係は、法律上はないものと理解しております。 

ですから、不開港に仮になったとしても、重要

港湾から外れるということではないというふうに

理解しております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

たとえ不開港になったとしてもということ

で、重要港湾はということなのですけれども、

重要港湾、ないということで想定してということ

なのですけれども、もし仮に外れた場合を考える

と、どういった影響があるのかなというふうに

ちょっと思ってしまうのですが、仮に外れた場合

の影響というのを把握していましたら教えていた

だきたいのですが。 

○佐々木修司港湾課長 重要港湾から外れる想定

をしていなかったということであります。 

○川原田英世委員 先ほど、たとえ不開港であっ

ても外れるということは検討していないというこ

とでしたので、ただ、重要港湾自体が指定を受け

ているということもあり、なくなれば外しますよ

というふうに言われてしまえば、どうなるのかな

ということ。ないと断言できるのであれば、それ

は問題ないことなのかもしれないですけれども、

もし仮にあるということが検討される場合であれ

ば、話していくことも必要なのかなと思いますの

で、今後、調べていただきたいなというふうに思

います。 

 次に、主要施策の成果等報告書から質問させて

いただきたいのですけれども、まず、73ページの

鯨フォーラム開催負担金についてであります。 

 昨年開催されて、私も参加させていただきまし

た。いろいろなところで、市内にも鯨に対しての

文化的なものも含めて、考えが広まったのかなと

いうふうに思うのですけれども、この事業は事業

としてすばらしい内容で実施されたということな

のですが、これから先に進めていくというか、年

に１回開催されているということもありますの

で、今年も開催されたかと思うのですけれども、

たしか函館で開催ですか、開催場所を詳しく把握

していないのですが、ことし開催された内容と、

そこに網走市としてどのようなかかわり方をした

のか、お伺いします。 

○脇本美三水産漁港課長 鯨フォーラムの関係の

御質問でございますが、昨年は川原田委員のほう

からお話あったとおり、地元で大規模なフォーラ

ムができたなというふうに思っています。 

 本年度ですけれども、本年度は東京都で鯨食文

化を守る会というのがありまして、それとタイ

アップするような形で東京都で開催されまして、

内容としては、網走で行われたものと同じよう

に、基調講演、パネルディスカッションがありま

して、その後、網走でやった交流会のような形

で、鯨食を守るイベントの会食の会がございまし

て、そちらのほうで交流会的な役割を果たしてき

たということでございます。 
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 網走からの取り組みといたしましては、私が参

加をさせていただいたと同時に、市議会の一部の

議員にも御参加いただいたり、地元の捕鯨事業者

が参加をしたりということで、網走として、商業

捕鯨の再開を目指すという取り組みの一環として

参加してきたところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

年に１回開催されているということですので、

かかわりを深く持っていただきたいなというふう

に思いますし、できれば、やっぱりトップ、市長

が積極的にそういった中に参加していただくとい

うことも非常に、これは対外的にも重要なことだ

と思いますので、そういった取り組みを進めてい

ただきたいというふうに、かかわりを深く持って

いっていただきたいというふうに思います。 

 次に、そのページの一番下、外国人技能実習生

確保対策調査事業についてでありますけれども、

実績の中で、説明会への出席と受け入れ事業所視

察というふうにあるのですけれども、実際に、こ

れを通して、実習生を今後どのように進めていく

お考えがあるのかをお伺いしたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 外国人技能実習生につ

いての御質問でございますけれども、この調査事

業を組むに当たって、背景としては、これまで

ずっと中国人の技能実習生が中心だったわけです

が、中国国内の状況の変化もあって、中国人がな

かなか集まりにくい状況というのが生まれてきて

いるのは御承知のとおりだと思います。 

そんな中で、それにかわるものとして、ベトナ

ム人などの技能実習生を活用できないかというよ

うな議論もございまして、そのあたりが、今後ど

のようになっていくのかということで、調査事業

というのを立ち上げました。 

そうこうしているうちに、平成27年３月に実

は、新たな法律がつくられようとしていまして、

これは、外国人の技能実習生の適正な実習及び技

能実習生の保護に関する法律ということで、技能

実習生をまず、管理、監督はもちろんですけれど

も、きちんと保護をするというのが一つありま

す。それから、現在３年が限度になっているの

を、どうにかして５年まで引き延ばす方策はない

かというのが検討されまして、平成27年３月に閣

議決定されて、国会に法案として出されていると

いうことでございます。 

 これが今、閉会審議中でございまして、この秋

の臨時国会で成立するかどうか、成り行きを見

守っているところでございますが、実際この法案

が通ったときにどういうことが想定されるのかと

いうようなことを、少し勉強してこようというこ

とで、こういった研修に参加をすると同時に、既

にベトナム人を技能実習生として受け入れている

釧路市の水産加工会社を訪問させていただいて、

研修生２名ということで少なかったわけですけれ

ども、そこで実際どんな状況、例えば通訳の問題

ですとか、日本語がどの程度できるのかとか、現

場を見させていただいて、今後の取り組みの情報

源といいますか、参考にさせていただきたいなと

いうことで、視察をしてきたところでございま

す。  

今後の方針ですけれども、これは、地元に管理

団体もございますし、私ども側の水産加工事業者

との関係ですが、それ以外の事業所でも技能実習

生を雇用しているところもございますので、それ

らの方々との意見調整や意見交換をしながら、具

体的にどう進めていくのか、方針を定めていきた

いというふうに考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

やはり３年から５年へというのは、受け入れる

事業者からも非常に声が上がっているところであ

りますし、国の状況を見てですけれども、網走も

進めていただきたいと。 

国際的な関係、アジア諸国が徐々に徐々に豊に

なっていって、余り実習としていくという層が少

なくなってきてしまったということも含めて、ベ

トナムの方ということもあるのだと思います。非

常に勤勉な方が多い国でもあって、受け入れる会

社側としても、そこはすごく注目しているという

ことも同時ですけれども、やはり、それでもベト

ナムもすごいスピードで経済成長を今進めていっ

ています。そういった中で、この制度自体をどの

ように今後も広めていくかだとか、考えていかな

ければいけないなというふうに思います。 

インドネシアだとか、いろいろな国々ともこれ

から関係性を持っていく必要があるというふうに

私は思うのですけれども、その点について、国の

広がりというのはどのように考えているのか、お

伺いしたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 今、川原田委員からお

話があったとおり、インドネシア等も含めて、あ

るいはタイとか、そういった東南アジアの諸国か

らの技能実習生の受け入れというのは、徐々に進

みつつあるのかなというふうに感じてはおりま
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す。 

 ただ、現状としては今、中国人がほとんどメー

ンで技能実習生を受け入れて、なかなか集まりに

くくなっているという事実はありつつも、現状で

はまだ中国人でほとんどが対応しているという状

況で、今後のあり方として、ベトナム人はどうな

のだろうかとか、どういった課題があるのかと

か、そういったことを研究していきたいと思って

いますので、例えばインドネシアですとか、ほか

の国々の方々の技能実習生の受け入れも、その延

長線上で可能性として検討できるのであれば、そ

れはしていきたいというふうに考えております。 

○川原田英世委員 ぜひ、検討をお願いします。 

ただやっぱり、言葉の問題、そして、インドネ

シアとなると宗教上の問題、ハラール等も出てき

ますし、いろいろな部分がかかわってきますの

で、研究する際にはいろいろな面を含めて、その

方たちの生活の部分も踏まえて検討していただき

たいなということであります。 

 それと、やはり水産業、１次産業の受け入れ先

となると自然の影響を大きく受けます。去年あっ

た流氷の影響だとかで、ホタテの水揚げ量が大き

く減ってしまったということになれば、受け入れ

るところで、してもらう仕事がそんなに量が確保

できないとか、そういうことになってしまうと、

これまた一つ、問題もまた出てくるのかなと思い

ます。 

そこの調整が非常に難しいところだとは思うの

ですけれども、できるだけ、この制度を５年に延

長、もしなるとした場合は、長期的にいてもらっ

て、網走の町に滞在してもらうわけですから、い

ろいろな意味で、皆さんでエコーセンターに行っ

て、いろいろとパソコンを持ってやっていたりだ

とか、買い物に皆さんで行っている姿をよく私も

目にしますけれども、町の中に溶け込んでいって

いただけるような、そういったふうに進めていく

ことも大切なのかなというふうに思います。 

 次に、ＨＡＣＣＰ対策事業についてお伺いした

いと思います。 

 76ページの下段のほうの、対ＥＵ輸出ＨＡＣＣ

Ｐ対策事業であります。ＨＡＣＣＰは、これから

先、さらに進めていかなくてはならない分野だと

思いますし、企業の大小にかかわらず、これから

は求められてくるということになってくるのだと

思うのですけれども、地域によっては、地域ＨＡ

ＣＣＰという形で、一連と流通まで、完全な水揚

げだけではなくというところもあるようです。 

 網走の進めるべき方向として、どのような意識

を持っておられるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、対ＥＵ輸出サケ

陸揚げ環境整備補助金、この事業そのものは、御

存じのとおり、網走港で水揚げされる秋サケが、

対ＥＵ・ＨＡＣＣＰの認証取得をしたということ

で、それの後押しをするような形で、鮮度保持の

水槽にふたをしていたわけなのですが、それが非

常に老朽化してしまったということで、更新をし

たいということです。 

これは、市の単独補助として、網走漁港にＥ

Ｕ・ＨＡＣＣＰの認証取得と今後のＨＡＣＣＰに

よる水揚げ、そして地元への水産加工を後押しす

るという、支援するという形で、ふたの整備に要

する費用を補助したというのが内容になっており

ます。 

今、地域ＨＡＣＣＰの話も出ましたけれども、

本年度から、ことしの予算の話になりますが、地

域ＨＡＣＣＰとしての北海道ＨＡＣＣＰの支援事

業も予算措置をさせていただきましたし、さらに

は、今後、東京オリンピックもあるということ

で、こういった食品製造業を中心とした衛生管理

手法というのは、ますます求められていくのだろ

うなというふうに思っていまして、そういった意

味では、ことしから予算化をした北海道ＨＡＣＣ

Ｐの支援事業を含めて、こういった衛生管理の向

上に少しでも可能な支援をしていきたいと思って

います。 

○佐々木修司港湾課長 76ページ記載の対ＥＵ輸

出ＨＡＣＣＰ対策事業の関係で補足して説明させ

ていただきます。 

 今、水産漁港課からありましたＨＡＣＣＰの関

係で、安全衛生基準を満たすための対応といたし

まして、第５埠頭の整備を昨年実施いたしまし

た。内容につきましては、ＨＡＣＣＰ対応地域へ

の立入禁止区域の標示、看板の設置、上水給水管

からの取り出し口の設置、転落防止用支柱ワイ

ヤー修繕、有刺鉄線の展張等を行いました。 

○脇本美三水産漁港課長 申しわけございませ

ん。ちょっと先走ってしまいまして、私、先ほど

お答えしたのは、主要施策の成果等報告書の73

ページの中段にございます対ＥＵ輸出サケ陸揚げ

環境整備事業補助金の内容のお話をしたのでござ

いまして、大変申しわけございませんでした。 
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○川原田英世委員 私の聞き方も少し間違ってお

りまして、両方含めて、いずれにしてもお伺いし

たかったものですから、ありがとうございます。 

 やはり、これで水揚げものの入り口の部分のＨ

ＡＣＣＰはかなり環境が整って、あと、やっぱり

企業の大小にかわらず、いろいろなところで、

せっかくＨＡＣＣＰとって、水揚げしたものの衛

生管理を維持しながら輸出拡大につなげていくと

いうことが、これから先さらに重要になっていく

と思いますので、先ほどの御答弁で、その方向性

を確認させていただきましたので、ぜひ、取り組

みを進めていただきたいと思います。 

 やはり、水揚げされてから完全に食卓に上がる

まで、これを含めて、やっぱりＨＡＣＣＰの役割

というのは広がっていくのだろうなというふうに

思いますので、取り組みをお願いいたします。 

 それとあと、もう何点か確認させていただきた

いのがあるのですけれども、おさかな普及事業に

ついてです。 

 会計歳入歳出決算書の225ページ中ほどにある水

産物ブランド化事業のおさかな普及事業101万円で

すが、これの実績についてお伺いさせていただき

ます。 

○脇本美三水産漁港課長 おさかな事業について

の実績のお尋ねでございます。 

本年度の事業の実績でございますが、おさかな

普及事業は主に、ごらんになったことあろうかと

思いますが、おさかなパンフレット、あるいはア

ブラガニのポスター、活き粋き７珍の料理のレシ

ピ集、こういったものの発行に要している費用で

ございまして、平成27年度の実績としては、おさ

かなパンフレットの増刷が5,000部、アブラガニの

ポスターの増刷が250部、活き粋き７珍料理レシピ

集が2,000部となってございます。 

○川原田英世委員 このパンフレットやポスター

は、至るところで目にします。私のところにも

張ってあるのですけれども、やっぱりせっかくつ

くったものですから、いろいろと有効活用してい

ただきたい。特にレシピ集なども有効活用してい

ただきたいのですけれども、こういったレシピ集

だとかそういったものは、どちらに配布されてい

るのか、お伺いしたいのですが。 

○脇本美三水産漁港課長 特別、例えば各家庭に

配布とか、そういうことはしていないのですが、

希望に応じて配布することとあわせて、各種イベ

ント等で配布しているというのが実態になってご

ざいます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

今後につながることとして、ちょっと何点か言

わせていただきたいというか、発言させていただ

きたいのですけれども、レシピ集だとか、すごく

有用なものだと思います。それは魚の普及促進、

そして価格をやっぱりブランド化するという意味

でも、非常に価値があるものだと思います。 

 それで今、網走の魚、水揚げされてくるものの

物量を考えると、やはり、ここで地場産品を地消

するというよりも、量も多いですから、都市部だ

とか、流通経路がある程度決まっているわけで

す。そこを考えると、やはり私は、仲買人だとか

流通業者の方たちにも、これを使っていただく

と。出荷する魚等にそれを添えて、ＰＲにつなげ

ていただくという取り組みも必要になってくるの

かなと思いますので、それも含めて、せっかくで

きたパンフレットだとか、そういったものの活用

を今後進めていただきたいなと思うのですが、そ

ういったさらに広げていくというか、そういった

方向性についてちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○脇本美三水産漁港課長 数に限りがありますの

で、どこまでできるかというのはあるとは思いま

すが、そのようないろいろな機会を通じて、網走

でとれるお魚を普及させるという思いには違いは

ないというふうに思っていますので、そこはいろ

いろな場面で、限られた部数の中でどのように効

率的に活用できるかというのは、そのときそのと

き検討していきたいなというふうには考えていま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。ぜひともよろ

しくお願いいたします。 

 そして同じページの、中から下のほう、藻琴湖

のシジミ資源安定化事業補助金についてでありま

す。補助金でありますけれども、実績をお伺いし

たいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、藻琴湖のシジミ

資源安定化事業補助の内容でございますが、御存

じのとおり、藻琴湖の寒シジミということで、非

常にブランド化をされていまして、有名なところ

ではございますけれども、一方、河川の水量です

とか、土砂の流入による環境の変化、そういった

中で自然に再生産をするということは、藻琴湖で

はなかなかやっぱり起こらなくなっているという

か、できなくなっているというか、そういう環境
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に今あります。 

 ですので、現在ではシジミを移植して、藻琴湖

におけるシジミ漁を存続させるというのが実態に

なっているというところでございます。 

移殖や放流の状況ですけれども、網走川、網走

湖からそれぞれ21トン、藻琴湖に移殖をして、漁

獲期に漁獲をするということにはなってございま

す。 

 内容としてはこういう内容でございますが、た

だ、こういった安定化事業を進めるに当たって、

放流箇所等によってシジミの生残率が非常にばら

つきがあるという部分もありまして、これらは生

残率のよいところ、ただ、密度が濃くなってしま

うと、またよくないものですから、この辺の兼ね

合いが非常に難しいのだとは思いますけれども、

生残率を確保しながら、多くのシジミが漁獲でき

るような研究も必要だなというのが、この事業を

通じて明らかになってきているところでもござい

ます。 

○川原田英世委員 理解いたしました。やはり藻

琴湖は、酸素濃度が低くなっていっているよと

か、そういったお話もお伺いしております。なか

なかブランド化、せっかくこれだけ価値が高く

なった感じになりますので、これから先も研究を

続けていただきたいなというふうに思います。 

 それと、そこの下段のほうの、水産科学セン

ター管理運営事業でありますけれども、この1,120

万円ですか、内訳について教えていただきたいの

ですが。 

○脇本美三水産漁港課長 執行した予算の内訳と

いうことでしたら、全体でおよそ1,120万円の中

で、主なものを申し上げますと、嘱託職員を配置

しております。これの人件費がおよそ260万円、そ

れから電気・水道・ガス等の光熱水費がおよそ290

万円、それから施設管理等委託ということで、受

付等の業務を休日含めてシルバー人材センターへ

委託しているところもあるものですから、これが

およそ190万円、機械警備も含めてでございます。

主なところでいくと、こういった内容になってお

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。中を見させて

いただくと、いろいろ活魚の展示があったりだと

か、子供たちも喜ばれる内容だろうなというふう

にも思いました。 

 あと、大学との連携等もあり、中に研究する施

設というか、部屋もあるということでありまし

て、そういったことで、もっともっと利活用を進

めていただきたいというふうに私は思うのですけ

れども、ただ、町からちょっと離れているという

のもあって、なかなか見に来てくれる方も限られ

てしまっているのかなというようなことも思うと

ころなのですけれども、来場者数というのはどの

くらいなのか、教えていただきたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、水産科学セン

ターそのものは、一つは、開放型試験研究施設と

しての水産科学センターという部分と、それか

ら、展示教育施設としての川と湖の学習館、これ

はタッチプール等々置いてあるところですが、こ

のように大きく二つに分かれます。 

 利用者数ということでございますが、川と湖の

学習館のほうにつきましては、平成27年度は1,385

名。水産科学センター、これは連携する大学です

とか、あるいは漁協の職員が活用したりですと

か、そういったことで、研究施設としての利用が

992名、これは延べ人数ですので、同じ人が何回も

使っているということもありますけれども、合計

2,377名ということになっています。 

 それで、本年度はちょっと試験的に、５月の

ゴールデンウィークですとか、ちょっとした連休

の期間、子供たちにより魚に親しんでもらうこと

はできないかということで、試験的ではあります

けれども、そういった通常閉館していた時期に、

臨時に開館をしたりして、子供たちに利用してい

ただくというようなことを、ことし５月のゴール

デンウィーク、あるいは８月のお盆、そういった

ときにやったところ、非常に短期間に数百名のお

子さんたちが、ちょっと今、手元に具体的な数字

を持っていませんが、たくさんのお子さんたちに

来ていただいたということがあります。 

そういう意味では、今後、より子供たち、ある

いは大人も含めて、利用しやすいような開館の仕

方も、今回は試験的にやりましたけれども、恒常

的に何かそういうことができないかというのは、

研究はしていきたいなと思っています。 

○川原田英世委員 ことしは、いろいろと新聞等

でも、こういうイベントをやっていますよという

告知を私も目にしまして、非常にいいことだなと

いうふうに思っていました。 

ＰＲ費用なども積んで、せっかくの施設ですか

ら、子供たちに利用促進していただくと。また、

教育の現場でも、これは非常にいいものになるの

ではないかなと思いますので、そういったところ
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とも連携して進めていただきたいなというふうに

思います。 

 私の質問は、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○永本浩子委員 私のほうから、主要施策の成果

等報告書のほうから、まず、お聞きしたいと思い

ます。 

 先ほど、川原田委員からも質問がありました外

国人技能実習生確保対策調査事業なのですけれど

も、今、中国以外のベトナムとか、そういったほ

うも調査をし始めているというお話でしたけれど

も、今現在、網走市内で働いている外国人技能実

習生というのは、何人ぐらいいらっしゃるので

しょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 市内で雇用されている

外国人技能実習生は、10名のベトナム人も入って

いますが、１年目の方々が54名、２年目の方々が

44名、３年目の方々が45名、全部で143名でござい

ます。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。 

 もう既に、ベトナムの方も10名働いていただい

ているという状況だということですね。 

○脇本美三水産漁港課長 地元の管理団体で扱っ

ているのは全て中国人でして、地元以外の管理団

体が扱って受け入れているベトナム人が10名いる

ということでございます。 

○永本浩子委員 了解しました。 

 これからもまた、こういう技能実習生というも

のを確保していかなければいけない現状だと思い

ますけれども、網走市としては、今後、何人ぐら

い確保していかなければいけないという現状があ

るのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 これは、それぞれの事

業所の事情によりますので、私どものほうで何人

がいいというのはなかなか申し上げにくいのです

けれども、いずれにしても先ほど申し上げました

とおり、地元に管理団体が一つございますし、水

産でいきますと、水産加工事業所が中心でござい

ますけれども、こういった方々と意見調整をしな

がら進めていく必要があるなと思います。 

 それと、先ほど、川原田委員の質問にもお答え

した新たな法案ですが、これも、例えば正社員の

人数に応じて受け入れることができる技能実習生

の数というのは制限があるのですが、ここを少し

緩くしようかという議論もありまして、その辺に

も期待しているところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 あと、一つ確認なのですけれども、以前に、労

働時間と賃金などのトラブルがあったことがある

かと思いますけれども、今現在に至っては、そう

いったトラブルはないということでよろしいで

しょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 そういった賃金や労働

条件といったプライバシーの保護も含めて、そう

いった問題が生じたこともあって、新たな法案が

今検討されているという現状にございます。 

現段階では、そういったトラブル等についての

報告は受けておりません。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 次に、「流氷明けウニ・カニ」ブランド推進事

業なのですけれども、網走流氷明けの味覚フェ

ア、開催期間も平成26年度より平成27年度のほう

が日数的にも少しふえているようですし、店舗も

２店舗から５店舗にふえて、１万人の方が来客し

てくださったということになっておりまして、少

しずつ拡大されているかと思うのですけれども、

味覚フェアの反応というのは、どんな感じなので

しょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 フェアの期間中、ずっ

と実施している店舗でお客様の反応を見られれば

一番いいのでしょうが、なかなかそうもいきませ

んで、毎年のように実施していただいているラム

ラから報告を受けているという状況でございま

す。 

 今、永本委員からお話がありましたとおり、平

成27年度は、５月18日から６月10日までで、５店

舗で実施しております。期間中の総来客数は、５

店舗合わせて１万505名という報告を受けていまし

て、それなりの露出宣伝になったのかなというふ

うに思っております。 

流氷明けのウニ・カニということで、報道機関

向けの試食会から始まって、それぞれの店舗で展

開をしていただいているわけですけれども、こう

いった首都圏の飲食店チェーン等との関係性とい

うのは、まず大事にしていきたいと思っています

し、新たな関係性の構築も視野に入れながら、地

道に取り組んでいきたいなというふうには考えて

おります。 

実際にお客様の声を聞けないのが残念なのです

けれども、報告を受けている段階では、そういっ

たことで、１万人以上のお客様に喜んでいただい

ていたというふうに考えています。 
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○永本浩子委員 多分、私も喜んでいただけてい

るとは思っております。 

もし、アンケート等少しやれれば、お客様の直

接の声とかも聞いていただければ、今後また参考

になるかなと思います。 

平成26年度が２店舗で、平成27年度が５店舗と

いうことで、３店舗ふえたと思うのですけれど

も、今後の展望としては、やっぱり少しずつこう

いうフェア開催店舗をふやしていきたいという方

向性になっているのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 昨年度は５店舗という

お話をしましたが、本年も既に実施しておりまし

て、本年も５店舗ということで、さらに3,000人ほ

どふえまして、１万3,807名の方々にお越しいただ

いたという報告を受けています。 

 今後のあり方を研究する意味でも、少しラムラ

とも協議をしながら、お客様の意向を調査する方

策ですとか、そんなことはちょっとお互いに研究

していきたいなというふうには思っています。 

○永本浩子委員 よろしくお願いいたします。 

 例えばアンケートをとったりして、また来てく

だったお客様が、直に網走の業者から直行便で品

物を買っていただくとか、何かそういったことと

かも広げていけるといいかななどと思いますけれ

ども、そういう点は、何かお考えありますでしょ

うか。 

○脇本美三水産漁港課長 こういった飲食店を通

じて直販というのは、なかなか難しいのかなとい

う気はしますけれども、そういった取り組みとし

ては、例えば東京網走会の皆さんに通販のパンフ

レットをお渡しして、地場の水産物を希望する方

には買っていただくですとか、あるいは友好都市

の厚木市の職員の皆さんに、網走産の水産物の

あっせんをしたりだとか、そういった取り組みは

現在しているところでございます。 

○永本浩子委員 いろいろな角度で考えていただ

いて、難しい点もあるかと思いますけれども、そ

ういった方向性とか、あと、ふるさと寄附に結び

つけていくような形とか、また少しずつ考えて

いっていただければいいかと思います。 

 次に、その下の、ナマコ中間育成試験事業なの

ですけれども、去年のこの決算特別委員会のとき

には、種苗の技術は確立できたけれども、採苗が

まだまだ不安定というお返事だったのですけれど

も、その後、平成27年度はどんな感じになったの

か、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 昨年のこの委員会で

も、種苗生産の技術は一定程度確立されたという

ことで、今後は、中間育成に向けていろいろ課題

があるというようなお話をさせていただいたかと

思います。 

 種苗生産をした後、採苗器に付着採苗を１ミリ

ぐらいまで育ててから、今度は漁場にまくわけで

すけれども、中間育成自体が、付着幼生が、例え

ば50数万尾、平成27年でいくと84万尾の付着細胞

が得られたわけなのですけれども、これらがやっ

ぱり最後まで全て生き残らない、わずかしか生き

残らない。恐らく２万尾とか、そのくらいのレベ

ルまで落ちてしまうという問題が一つあります。 

 原因はなかなか特定するのは難しいというふう

に聞いていますのと、あと、中間育成施設に垂下

した後の、しけで流されてしまったりですとか、

そういったことがありまして、やっぱり静穏域で

中間育成をするのが望ましいというのがだんだん

わかってきたのですが、静穏域での中間育成につ

いては、また研究をしながらやってみようという

ことで、現在、取り組んでいるところでございま

す。 

中間育成というのは、１年や２年でなかなかう

まくいくものではないなという印象を持っており

ます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

なかなか自然相手の研究ですので、難しい点もあ

ると思います。ただ、やっぱり網走市としても、

タラバガニとか、なかなか厳しい状況になってき

ているときですので、ナマコのほうもぜひ成功し

ていければいいなと思っておりますので、この後

も研究、よろしくお願いいたします。 

 それと、75ページの大型客船の受け入れ事業な

のですけれども、平成26年度の決算額が539万円

だったのですけれども、今回、平成27年度は約290

万円に減ったわけなのですけれども、この理由と

いうのは。 

○佐々木修司港湾課長 平成26年度、サン・プリ

ンセス号は、年間で計12回、延べ１万人というこ

とで入港がありました。平成27年度につきまして

は、ダイヤモンド・プリンセスが１回、約2,700名

の入隻で、約４分の１程度の乗客の数になってお

ります。その分のおもてなしですとか、歓迎のセ

レモニーですとか、そういった部分の経費の減に

よるものでございます。 

○永本浩子委員 かなり、４分の１に減ってし
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まったということのためだということだと思いま

すけれども、大事な大型客船の受け入れ、ポート

セールスも、新しくまた今回も違った分野にも進

出していこうということが、この間も話がありま

したけれども、これからの展望というか、方針と

いうのはどういう感じになっているのでしょう

か。 

○河野宣昭水産港湾部長 大型客船の受け入れに

関しまして、委員の先ほどのお話もありましたよ

うに、これまでもポートセールス等、トップセー

ルスもあわせてやってきているところでございま

す。 

 今回は、平成27年度は、そういう形で１回とい

う形になりましたけれども、今後そういったポー

トセールスを重ねまして、数をふやしていくよう

に頑張りたいと思っております。 

○永本浩子委員 去年の決算特別委員会のとき

に、今後の方向性の答弁の中で、案内所の数をふ

やしたりだとか、Ｗｉ－Ｆｉの設置をきちんとし

ながら対応していきたいというお話があったので

すけれども、それはできているのでしょうか。 

○河野宣昭水産港湾部長 受け入れに関するそう

いったさまざまな条件といいますか、環境整備に

ついては、逐次整備はされていっています。Ｗｉ

－Ｆｉにつきましても、ことしから整備はできた

のですけれども、なかなかそれを使う動力にまだ

ちょっと限界がございまして、まだまだ環境整備

に力を入れていかなければならないなということ

は考えております。 

○永本浩子委員 では、まだ途上ということで、

これからということで、一つの課題ということで

取り組んでいっていただきたいと思います。 

 あとは、各会計歳入歳出決算書のほうなのです

けれども、225ページの能取湖新技術開発試験事業

補助金ということで250万円が計上されているので

すけれども、能取湖の新技術開発というものの内

容は、どういったものになるのでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、この事業が実施

された背景には、平成19年に起きました大規模な

能取湖における青潮の発生がございます。このと

きに育成中のホタテの稚貝ですとか、そういった

ものが大量にへい死したと。そこで、能取湖青潮

対策総合調査検討委員会というような委員会を立

ち上げまして、計画を策定して、環境評価、資源

評価、青潮監視に関する計画に基づいて、新たな

資源管理手法の確立のための試験と調査と環境モ

ニタリングを実施するというのが大枠としての内

容になってございます。 

 平成27年度の実績でございますが、一つは、ホ

タテの分布調査を行ってまいりました。１年から

４年貝のそれぞれの海区ごとにホタテの分布と生

残状況を調査して、資源の状況はおおむね良好で

はありましたけれども、アマモ等の底質の状況に

よって、映像の解析の精度ですとか、あるいはそ

ういった調査が、アマモが邪魔をしてなかなか高

い精度での調査には至らなかったというふうに

伺っております。 

 もう一つは、ホッカイエビの資源量調査です。

御存じのとおり、昨年は自主休漁を余儀なくされ

たということで、平成26年度の調査で、過去10年

の中で最低レベルとなって、昨年はなかなかそれ

が思うように回復していないということで、自主

休漁になったということで、ホッカイエビの安定

的な漁ということのために、資源量調査をして、

必要であれば、残念ですが休漁しながら、平成28

年度は10トンほどの水揚げがありましたけれど

も、こういった資源量調査等を行っております。 

 それから、あとはナマコ調査、これは先ほど中

間育成事業で、生産をした種苗を活用して、能取

湖でもナマコの育成調査をしているところでござ

います。 

 こういった調査事業の事業主体は、西網走漁協

がやっておりまして、それに対する経費の補助と

いうことで、補助をしているのが内容でございま

す。 

あと、能取湖のいわゆる貧酸素水塊、酸素が非

常に乏しい水の塊のことを言いますが、それが

やっぱり浅くなってくると、非常に環境に悪いと

いうことがございまして、これらを監視するシス

テムを福井大学にお願いをしてつくっていただい

て、そういったシステムを活用しながら、現在、

この調査を継続して行っているという状況になっ

ております。 

○永本浩子委員 よくわかりました。 

新技術開発というよりは、そういった各調査と

いうほうが主にということでよろしいですね。 

○脇本美三水産漁港課長 新たな調査手法ですと

か、そういったものを研究するという意味合いで

の理解でよろしいかと思います。 

○永本浩子委員 よくわかりました。ありがとう

ございます。大事なことだと思いますので、今後

もよろしくお願いいたします。 
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 私のほうからは、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○小田部照委員 主要施策成果等報告書、76ペー

ジの緑地整備事業について伺いますが、現在の工

事の進捗状況を教えていただきたいと思います。 

○佐々木修司港湾課長 緑地整備事業につきまし

ては、平成21年度から着手いたしまして、第１期

工事として、平成26年度までにモヨロ貝塚館への

横断歩道橋、駐車場、トイレ、エレベーター、緑

地約5,400平米、園路、照明を整備いたしました。

平成27年度は、造船会社の移転補償を行いまし

て、一部張り芝も実施いたしました。平成28年度

につきましては、緑地整備約900平米と園路、植樹

の実施を予定、平成31年度の完成を目指して実施

しております。 

○小田部照委員 わかりました。 

去年もお聞きしたのですが、こちらに置いてあ

る鯨船の保有者とよく協議をして対応していくと

いうお話だったのですが、現在はどのような対応

をなされているのか、お尋ねいたします。 

○佐々木修司港湾課長 粘り強く交渉を継続して

いる最中でございます。 

○小田部照委員 粘り強い交渉ということです

が、具体的にはどういった方向で、市は交渉しよ

うとしているのでしょうかね。 

○佐々木修司港湾課長 法的な強制的な撤去とい

う方法もあるのですけれども、市としては、でき

るだけ粘り強く交渉しまして、相手方も御納得い

ただけるような形で進めていきたいということで

ございます。 

○小田部照委員 わかりました。よく協議を続け

て、いい方向でおさまるようにお願いいたしたい

と思います。 

そして、市民が集う楽しめる空間づくりという

ことですばらしい事業なのですが、今回、近隣で

痛ましい事故も起きていますので、安全性にも十

分配慮して進めていただきたいと思います。 

 それでは次に、成果等報告書74ページ、先ほど

永本委員からも質疑ありましたが、ナマコ中間育

成試験事業について伺います。 

 この事業は、先ほど、ある程度説明がありまし

たが、漁協の青年部の皆さんが中心となって協力

していただいていると聞いていますが、ナマコ自

体は、主に外海も能取湖も、ホタテ船の八尺に多

く入って、とられて出荷されているのですが、現

場の網走、能取湖、ナマコ自体を比較すると、か

なりサイズや規格が、能取湖のほうが圧倒的に見

た目も大きいものなのですけれども、現場の漁師

とよく話をするのは、能取湖の水がナマコの育成

に物すごく適しているのではないかというような

話がよく聞こえてくるのですが、この辺は、市は

どのように把握しておられるか、伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、放流の仕方が前

浜と能取湖では違っていまして、前浜につきまし

ては、採苗器についている付着採苗をホタテの中

間育成施設へ設置をして、その後、10カ月越冬さ

せて育成をして、約１センチ程度に成長したナマ

コを浅海域の漁場にまくと、移植するというよう

なことになっていますが、能取湖では、当歳放

流、その年の放流という言葉を使っていますが、

数十万といった採苗のうち、約４万苗をホタテ貝

の束に付着させまして、それを能取湖に沈めて、

その後ダイバーがカメラ等によって調査をしてい

るというのが実態になっています。 

 それで、見た目ではちょっと、天然のものなの

か、あるいは中間育成をしたものなのかというの

は、見分ける手法が確立されていませんで、そこ

のところは非常に難しいということなので、実際

のところは、これは相当また時間と費用をかけて

調査をする必要もあろうかと思いますが、私ども

の水産技師含めて、能取湖のほうがはるかに成長

がいいなというようなお話というのは、今のとこ

ろ入ってきていません。 

○小田部照委員 わかりました。 

現場での漁師たちの話なのですが、外海で言え

ば、ホタテの海区は４海区に分かれているのです

が、ねわらの多い地形によくナマコが生息してい

て、よくホタテ船に一緒に八尺に入ってくるので

すけれども、そういったナマコ育成ということ

で、漁場の造成ですとか整備については、調査や

検討は今されているのか伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 漁場の整備についての

お尋ねでございますけれども、ナマコの事業等は

別にというか、当然ナマコの事業も関連してきま

すけれども、磯の地域といいますか沿岸の浅海域

の魚場の造成の調査事業というのも進めておりま

して、沿岸浅海域というのはウニやナマコの漁場

となっているわけですが、流氷やしけ、そういっ

た被害、漂砂、そういった自然災害等によって漁

場が荒廃したり、減少したりといったところが見

られているのが御存じのとおりだと思います。 

 そこで、ナマコ礁等の哺育礁をつくりまして、
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海域内の何カ所かに沈めてといいますか、そこに

設置をして、そういったところに中間育成をした

稚ナマコをまいたりしているという現状で、そう

いう意味では、漁場の整備というのは大がかりな

ものにはなっていませんが、市としても補助をし

ていますし、網走漁協としても精力的に進めてい

るというところでございます。 

 将来的には、国の予算を活用した大がかりな漁

場整備ができればというふうには思っています

が、それまでにはいろいろ調査研究も必要です

し、いろいろな調整等も必要になってくるという

ことで、なかなか簡単ではないというふうに聞い

ていますけれども、そういったところにつなげて

いければいいなというふうには考えております。 

○小田部照委員 わかりました。関係団体等々と

よく協議をして、進めていっていただきたいなと

思います。 

 あと、日本のナマコは、中国を中心に人気で、

その中でも、北海道のものが一番評価が高いとい

うような話ですが、現状、ナマコの価格のピーク

は過ぎてしまって、減少傾向にあるというような

話も聞いておりますが、近年の現在の推移はどの

ようになっているのか、伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 ナマコは、中国で非常

に活用されていると聞いていますが、それの相場

については、申しわけないのですけれども熟知を

しておりません。 

ただ、近年のナマコの漁獲で言いますと、平成

24年に８トンほど漁獲をして1,600万円でしたが、

同じ８トンで、平成26年には2,700万円ということ

で、やはり価格は上がっているのかなと。平成27

年度は７トンにおさまりましたけれども、金額的

には約2,600万円ということになっていますので、

こういったところを見ると、ピークは過ぎたかど

うかというのは、見方はいろいろあると思います

が、ナマコの価格そのものは、そう極端に下がっ

ている傾向にはないのかなというふうには見てい

ます。 

○小田部照委員 わかりました。こういう新しい

魚種などの開発、生産は、網走の水産振興にとっ

て大変重要なことだと思いますので、現場の漁師

たちのお話もしっかりと聞いて、この事業の成功

に向けて努めていただきたいと思います。 

 私からは、以上です。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

午前11時02分休憩 

午前11時12分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

○松浦敏司委員 何点か質問したいと思います。 

大分重複していますので、決算書の227ページの

中ほどにありますレイクサイドパーク・のとろの

負担金補助及び交付金ということで、当初52万

4,000円であったのが、支出済額が１万円となって

おりますが、この内容について伺いたいと思いま

す。 

○脇本美三水産漁港課長 負担金の決算額が１万

円しかないということですが、消費税の10％への

増税が先送りされたわけですけれども、これが10

％になったときの委託料に跳ね返る影響額を負担

金という形で算定をしたのですが、これがなく

なったということで、国際パークゴルフ協会の年

会費だけで済んだということでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、成果表の74ページで、涛沸湖のワカサギ

資源調査研究事業というのがあって、この間調査

をしてきたのだろうというふうに思います。 

取り組み内容として、涛沸湖のワカサギの生活

史や生態及び生息環境に関する調査というものを

道立さけます・内水面水産試験場というところ

で、共同研究で実施しているということですが、

この間の研究の一定の成果が出ているのではない

かというふうに思うのですけれども、この状況に

ついて伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 涛沸湖のワカサギの資

源調査研究事業でございますけれども、全国のあ

らゆるワカサギ釣りの名所ございますが、その多

くは網走で生産されたワカサギ受精卵の移入に

よって支えられているという現状がございます。 

 網走では、網走湖と涛沸湖が全国有数の受精卵

供給基地となっておりまして、涛沸湖では、年間

おおよそ平均しますと10億粒ほどの移出販売実績

があって、重要な水産資源となっているというと

ころでございます。 

 しかし一方で、涛沸湖のワカサギは、網走湖と

比較いたしますと、その生活史や生態に関する

データが非常に乏しくて、資源管理手法の検討と

その確立に至っていないという現状がございま

す。  近年では、春の採卵用親魚の不良ですと

か、秋魚の禁漁措置がとられるなどの状況も生じ
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てきているということで、資源としては非常に厳

しい涛沸湖の状況となっているところでございま

す。 

 そういった涛沸湖のワカサギ資源を有効かつ安

定的に利用していくために、生活史や生態の解明

をして、科学的データの知見と蓄積を図って、資

源管理手法の確立が必要となっている現状にござ

います。 

 この事業では、そういった知見を収集するため

に、道総研さけます・内水面水産試験場に調査を

委託いたしまして、涛沸湖のワカサギの管理手法

を開発して、ワカサギ資源の有効利用と涛沸湖の

漁業生産の安定化を目指すというのが内容になっ

てございます。 

 具体的な内容ですが、春の時期の遡上の親魚の

調査、これは漁獲の重量ですとか尾数ですとか採

卵数ですとか、そういった調査をいたします。秋

にも同様な調査を行って、冬には結氷期になりま

すが、漁獲の重量、尾数、そういった調査をいた

します。あとは、餌、生物、湖水環境の調査、プ

ランクトンの内容ですとか種類ですとか、そう

いったものを調査して、水温、塩分、酸素量と

いった調査をして、湖内の各ポイントでデータを

とるということです。 

 ただ、自然相手ですので、年度間の乖離がやっ

ぱりどうしても出てしまうということで、とりあ

えずは、平成28年度までの３カ年の計画としてお

りますが、これは平成28年度の結果を見なければ

わかりませんけれども、引き続き調査が必要であ

れば、また調査をしていきたいなとは考えており

ます。 

○松浦敏司委員 詳しくありがとうございます。 

 いずれにしても、平成28年度には一定の調査結

果が取りまとめられるということのようです。 

 ただ、網走湖にしても涛沸湖にしても、近年、

上流からの土砂の流入ということで、環境そのも

のが相当悪化しているというふうに思います。 

私が網走に来てもう48年になりますが、網走湖

も藻琴湖も涛沸湖も、相当陸地の部分がふえてき

ているという状況で、やはりそういう意味では、

産卵する場所そのものも、以前よりは相当狭まっ

てきているのではないかというようなお話も聞い

たことがあります。 

そういう意味では、この調査研究というのは非

常に大事なことだというふうに思いますので、引

き続きやっていってほしいというふうに思いま

す。平成28年度の結果を見てということになると

は思いますが、そのように思います。 

 次に、網走港整備特別会計について伺います。

先ほど川原田委員のほうからもお話がありました

が、重複しない部分について聞いていきたいとい

うふうに思います。 

 最初に、目的として、網走港は昭和53年に重要

港湾に指定されたと。北網圏の農林水産業・商工

業の物流拠点として重要な役割を担っているとい

うことであって、国内外の物流を円滑に流通させ

るための上屋施設や埠頭用地等の整備及び維持管

理を行うこととともに、背後用地関係企業等を誘

致すると、港湾関連用地の売却を行うことという

ことを目的としているというふうに言われており

ます。 

 この目的に対して、現状の網走港の利用状況、

あるいは土地の売却について、どのように評価を

しているのか伺います。 

○佐々木修司港湾課長 平成27年の利用実績は38

万1,000トンとなっておりまして、前年より若干増

加しておりますが、利用率は44.7％と目標の85万

2,000トンを大きく下回っております。 

小麦集出荷施設の輸出量は、約11万8,000トンへ

と増加したことにより、内貿については前年を約

１万7,000トン上回りましたが、外貿はロシアから

の原木、水産品の輸入がほぼ皆無となっており、

計画改定時から見て貨物取扱額が激減している状

況にあります。 

また、大手石油関連業者の撤退に伴い、石油製

品の輸入についても減少している状況でありま

す。 

 このようなことから、目標の達成については

なかなか難しい状況にありますが、製糖工場各

社、商社等へのポートセールス、水産品輸出入

に関する船舶代理店等からの情報収集、また、

地場産、農水産品の網走港からの輸出の可能性

に関する調査や、企業誘致担当部署との連携、

情報共有などにより、新たな貨物の輸出入等に

ついての検討、取り扱いの拡大を図っていきた

いというふうに考えております。 

また、土地の売却の状況ですが、平成27年度

の土地の売却につきましては、漁業関係者の方

で２件ございまして、面積では1,068平米を売

却しております。うち１件は分割納入での購入

でありましたので、また、平成25年に分割納入

で購入されている方もおりますので、収入件数
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としては３件、収入額としては1,233万5,322円

となっております。今年度も、現在までに２件

ほど売買のお話がありますので、交渉を継続し

ているところでございます。 

今後も、漁業関係者を中心に情報収集、庁内

連携等行いながら、売却を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、目標から言え

ば相当開きがあると。 

今、丁寧な説明がありましたけれども、この５

年間だけ見ても、外貿で言えば42％から多くても

49.5％と。内貿で言えば平成23年度は58.98％、そ

れが年々減って、平成27年度は44.6％というとこ

ろまで下がってきていると。 

要因としては、先ほど課長のほうからあったよ

うに、環境の変化といいますか、木材がゼロと

か、そういったもので、いわば今、石炭とかとい

うようなことに、まず切りかわってきているとい

うものもありますけれども、相当数いただいた年

次別港湾統計というものを見ても、相当変化があ

るというのはわかります。 

それはそれとしてあるのですが、ただ、いずれ

にしても、相当、当初の目標が高かったというの

があるのと、近年、幾度か目標を下げましたけれ

ども、下げてもまだ四十数％という状況が続いて

いるという点では、なかなか厳しいものだろうと

いうふうに思います。 

今、用地の売却のことにもありましたけれど

も、確認したいと思うのですが、いただいている

資料の中では、平成に入って売却ゼロというのが

平成元年と３年と９年、そして18年、22年となっ

ております。わずかずつとはいえ、売れている状

況にはあるというふうには思うのですが、先ほど

言った1,068平米というのは、これは平成27年度の

売却ということでいいのか。 

それと金額も教えていただきたいのと、未売却

地はどのぐらいあるのか伺います。 

○佐々木修司港湾課長 ２件、1,068平米は、平成

27年度に漁業者の方に売却した分になります。 

先ほど言った金額につきましては、平成25年に

分割納入されている方がおりまして、その方の分

の収入も27年度に一部入っているものですから、

３件合わすと1,230万円という形の金額になってい

るということでございます。 

 なお、平成28年４月１日現在の未売却地につい

てですが、12万1,922平米となっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 これは監査報告書の中で出ているのですが、予

算減額が14億1,893万円に対し、歳入決算額が

7,528万円という状況です。歳出決算額13億7,174

万円で、差し引きすると12億9,646万円の歳入不足

を生じ、翌年度に繰上充用金で補塡すると。つま

り、赤字が12億9,646万円ということだというふう

に思うのですが、この現状について、原課として

はどのような評価をなさっているのか伺います。 

○佐々木修司港湾課長 未売却面積12万1,922平米

を売却基準額の単価、平米１万8,900円で、面積特

例で最大の30％、１万8,900円の最大30％減額した

金額で12万1,922平米が仮に売れたとしますと、約

16億円の歳入になります。繰上充用、赤字に当た

る部分が約12億9,000万円ということで、単年度黒

字も平成９年度から続いているという経過もあり

ますので、徐々にですが、赤字は解消していくの

ではないかというふうに理解しておりますが、今

後も積極的なポートセールスに努めて、早期の赤

字解消を目指していきたいというふうに考えてお

ります。 

○松浦敏司委員 計算上は、確かにそうなると思

います。ただ、面積が面積ですから、これを全部

売るというのは相当大変なことだと思いますし、

しかし、売らなければ、これは根本的には解決に

ならないと。これは、能取漁港整備特別会計と同

じ性質のものでありますから、これは、しっかり

売る努力をしなければならないというふうに思う

のです。 

やはり売るからには、網走港にある土地の特徴

とか、いわゆるアピールするセールスポイントみ

たいなものが必要なのだろうと思うのですよ。そ

ういう意味では、そういった魅力を感じるような

セールスをすべきだというふうに思うのです。そ

れはトップセールスも含めて、これをどうやって

強調し、アピールするかということが大事だと思

うのですが、その辺なかなか難しいとは思うので

すが、もしお考えがあれば、伺いたいと思いま

す。 

○河野宣昭水産港湾部長 網走港の土地の売却に

ついては、先ほど課長から説明があったように、

積極的にＰＲそして販売の努力はしております。 

特長を生かした販売ということでございますけ

れども、今、特段これといったものはございませ

んけれども、小麦の集出荷施設ができておりまし

て、そういう部分では増加になったということも
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あわせて、例えば農水産物で輸出・輸入で使われ

る可能性がありますので、そういった部分での企

業誘致だとかということを、できればそういった

関連業者の誘致だとかも含めて、販売ということ

も可能なのかなというふうには考えております。 

○松浦敏司委員 とにかく知恵を絞って売ること

に力を注ぐ必要があると思います。 

 いずれにしても、今、課長からも答弁ありまし

たけれども、計算上は全て売れれば16億円という

ことで、今の赤字は約13億円近くありますが、そ

れを上回る金額になるという点で、何とか今のと

ころはなるのですが、ある意味マイナス金利で助

けられている分もあるのだろうというふうに思い

ます。これが高金利になると、それこそ第二の能

取になりかねないという側面も持っているという

ことで、能取会計が一方で大分縮小しましたか

ら、網走港整備特別会計の約13億円近い赤字とい

うのは、相当目立ってきているということであり

まして、そういう問題も抱えている会計だという

ことで押さえなければならないのだというふうに

思います。 

 次に、能取漁港整備特別会計について伺いま

す。 

 使用料の予算現額が1,213万円、収入済額が

1,291万7,215円ということであります。公害防止

施設、あるいは汚水処理施設の使用料というふう

に思うのですが、予算現額と収入済額の差は、想

定範囲なのか。また、雑入で予算現額６万円が調

定額、収入済額とも126万4,976円とありますが、

この内容について、もうちょっと詳しく教えてい

ただきたい。 

○脇本美三水産漁港課長 まず、使用料ですけれ

ども、松浦委員おっしゃったように、汚水処理施

設の使用料でして、これは、例年の使用状況に基

づいて予算設定をしますので、多少の水量の増減

はございます。予算現額より80万円ほど多く決算

をしているわけですが、これは想定の範囲内だと

いうふうに理解をしています。 

 それから、雑入で予算が６万円に対して120万何

がしの決算額になっているということでございま

すが、当初予算に計上いたしましたのは、これは

工業団地内のいわゆる例えばＮＴＴですとか北電

ですとか、そういった恒常的に電柱を建てたり、

そういったものを当初予算に計上しています。 

 一方、臨時的に例えば資材をちょっと置かせて

ほしいですとか、建設工事に伴って一時的に使用

したいですとか、そういったものもございまし

て、これは当初予測つかないものですから、これ

が新たに決算として出てきているというところで

ございます。 

○松浦敏司委員 その辺、理解いたしました。 

 他会計からの繰入金が、予算現額が2,513万

3,000円と、調定額、収入済額ともに1,950万円と

なっておりますが、これについてもちょっと伺い

たいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 繰入金ですが、健全化

法にかかわって、ここは資金不足率を維持するた

めの繰入金ですので、平成27年度は15.4％に、こ

れで抑えたという内容です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

これは私もわかっていたのですが、これ以上赤

字がふえないような措置というようなことで、や

りくりをしているということであります。 

 それで次に、平成27年度に土地売却があったと

思うのですが、面積と金額は幾らか伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 平成27年度の土地売却

の実績でございますが、これはメガソーラー用地

の低額貸し付けに伴う市有財産特別会計の有償所

管がえという形での売却になります。 

１件２万5,000平米、9,750万円が平成27年度の

実績でございます。 

○松浦敏司委員 今後とも、売れてほしいとは思

います。 

それで、今後の土地の売却の見通しや打診など

があれば、その辺伺いたいと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 具体的に売却の話がま

とまったということは現時点ではございません

が、今のところ３件ほど御相談を受けている現状

にございます。 

○松浦敏司委員 ぜひうまくいってほしいものだ

とは思いますが、場所が場所なだけに、やっぱり

特定されたものだとは思うのですが、差し支えな

ければどういった業種なのか、もし答えられる範

囲であれば、答えられないのであればそれはそれ

でいいのですが。 

○脇本美三水産漁港課長 具体的な話がまだ進ん

でいないものですから、そこはちょっと差し控え

させていただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、いつも聞いているのですが、現在の売却

可能面積と全て売却できたら幾らの金額になるの

か伺います。 
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○脇本美三水産漁港課長 平成27年度末におけま

す未売却の用地ですが、これが15万901平米でござ

います。これが基準価格の3,500円で全て売れたと

いたしますと、５億2,815万円になります。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、繰上充用金

が今現在、５億6,488万円というふうに承知してい

るところですが、それから見ればまだちょっと足

りないという状況にあると。 

いずれにしても、ここは最高時56億円を超える

赤字になったという経過であって、市の幹部の皆

さんや多くの関係者の皆さんの努力、あらゆる知

恵を絞って今日までなってきていると。 

ここには多くの市民の協力があって、初めて５

億数千万円までの赤字に小さくしてきたというこ

とであって、しかし、いずれにしても全て売れて

も2,000万円前後のマイナスは残るということであ

ります。 

大変な事業だとは思いますが、とにかく、これ

も網走港整備特別会計と同じように、土地をいか

にして売るかということでの知恵が必要なのだろ

うというふうに思います。 

 とりあえず、私のほうは終わります。 

○渡部眞美委員長 次、質問者いらっしゃいます

か。 

○平賀貴幸委員 私からも何点か質問させていた

だきます。 

 最初に、決算書の225ページ、新製品等の研究開

発事業についてであります。たしか去年も、これ

については成果について伺ったのですけれども、

昨年度は原材料等の状況もあって、なかなかこれ

といった大きな成果があったという年ではなかっ

たというふうに理解していますが、平成27年度に

ついてはどのような状況だったのか伺いたいと思

います。 

○脇本美三水産漁港課長 今、お話があったとお

り、平成27年はやはりカラフトマスも大変不漁

だったということなどもあって、なかなか原材料

の確保に苦労したというふうに聞いています。 

 平成27年度の事業実績ということで言います

と、ドレッシングですとか万能ソース等の商品化

を旭川にございます日本醤油工業と連携して進め

ながら、鱒次郎、これは薄口、濃い口あります

が、魚醤油ですね、鱒次郎をベースにした鱒次郎

のゴマ風味ソースを商品化して、販売の開始をし

たということの報告を受けております。 

 マス魚醤油の原料の見直しということで、前浜

のマスが大変不漁だったということで、網走川で

捕獲をする、ウライでとれたカワマスの利用の試

験をして、鮭次郎、鱒次郎などのノウハウを活用

して、1.8リットルペットボトルと20リットルのバ

ロンボックスに投入して、首都圏のホテルなどの

大口販売先を確保したというふうに聞いておりま

す。 

 あと、一夜干し製品、燻製品の開発、商品化等

々については、なかなかやっぱり難しくて実施に

至らなかった。特に、ブリですとかワラサの加工

品の開発にちょっと挑戦をしたというふうに聞い

ていますが、なかなか商品化には至らなかったと

いうふうに聞いています。 

 あと、既存の製品の魚種の転換ということで、

マスの山漬け、大変マスがとれなかったというこ

ともあって、これをサケに転換をしてきたわけで

すが、それ以外にはなかなかちょっとできなかっ

たというようなことを聞いております。 

 以上です。 

○平賀貴幸委員 徐々に進んでいるものもあるの

だということは、うかがえました。 

 商工のところでも伺ったのですけれども、でき

るだけこういうところから新しい製品をつくって

いただいて、それをまたふるさと寄附へとつなげ

ていくという形の流れができていくのが望ましい

と思いますし、先ほど質疑答弁ありましたが、

「流氷明けウニ・カニ」ブランド推進事業などの

ように首都圏の飲食店などに御協力いただいて事

業を開催するときも、そこでふるさと寄附のＰＲ

もあわせて行うなど、やはり網走は水産物のふる

さと寄附による返礼品が多いはずですから、そこ

に意識して力を入れていっていただきたいと思っ

ているのですけれども、その辺について、ぜひ原

課からもそこを意識してやってはどうかという形

で働きかけをしていく必要があるのではないかと

思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 取引先の企業との相談

も必要になってきますけれども、そういうことが

可能であれば、ぜひ行っていきたいなと考えてお

ります。 

○平賀貴幸委員 ぜひ進めていっていただければ

と思います。さきの企業も、網走のふるさと寄附

でも積極的に使われているものですという形でま

た売り出していくと、その企業のメリットも多分

出てくる分があると思いますので、ぜひそこは取

り組んでいただきたいなと思いますので、引き続
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きまたそこは推移を見させていただきたいと思い

ます。 

 次に、決算書の239ページです。みなと観光交流

センターの運営に関する事業について伺います。 

 時々この事業については、状況について確認さ

せていただいた経緯がありますけれども、ここ最

近の状況を見ますと、地場の製品の販売が随分ふ

えてきたなですとか、いろいろ環境の変化があっ

たなというふうに思っている部分も多いのですけ

れども、原課としては、みなと観光交流センター

の運営についてはどのように捉えていらっしゃる

のか、伺いたいと思います。 

○佐々木修司港湾課長 みなと観光交流センター

の運営に関しましては、テナント、それから観光

協会、市、３者によります月例のミーティングを

継続的に行っておりまして、その中で、クレーム

ですとか、アンケートなどの指摘を踏まえて、改

善を継続して行ってまいりました。 

非常にテナントも、積極的に商品のラインナッ

プをふやしたり、スペースの工夫をしたりという

こともやっていただいておりまして、じゃらん等

の評価が、若干母数の関係もありまして下がりま

したけれども、上位の評価もいただいていると。  

国土交通省で行っている感想者が選ぶ道の駅ラ

ンキングの中でも、情報等地場観光情報の提供が

充実しているという、第３位という評価もいただ

いておりますので、取り組みは一定の結果が得ら

れているというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 状況等評価については理解をい

たしましたが、それを踏まえて、今後さらに改善

をしていく必要があるなというふうに捉えている

点は、原課としてはどんな点があるのでしょう

か。 

○佐々木修司港湾課長 先ほど言ったとおり、定

期的に３者で改善点を出し合って対応しておりま

すので、その中で、ことしに関しましては、テナ

ントのレイアウト等の変更、それから故障中であ

りました道路端末情報の撤去、それに対する代替

のパソコンの設置などを行いました。 

○平賀貴幸委員 できるところから改善をしてい

るのだということなのだと思います。 

 いろいろな考え方がある施設ですから、いろい

ろできることもあれば、そうでないこともあるの

だと思います。 

たしか去年も伺いましたけれども、資本が一つ

の同一資本に関連する企業の運営に、ほぼなって

いると。それは観光協会の、あそこは資本ではな

いですけれども、形態も含めて結果的になってい

るのですけれども。 

そういったことを踏まえていくと、やはり地域

や市民からの理解を考えていくと、市民に還元し

ていくのかということも一定程度考えていかなけ

ればいけないと思いますが、その辺についてはど

ういうふうな考え方をお持ちでしょうか。 

○佐々木修司港湾課長 各種イベント等で道の駅

も使われておりますが、そういった形の還元も一

つかと。また、テナントのほうで積極的に改善に

対して取り組んでいただいておりますので、市と

してもできる限りのところを協力しながらやって

いきたいなというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 一方で、周辺の施設との連携と

いうのも多分大事なのだろうなと思います。去

年、おととしあたりから周辺にいろいろな施設が

できてきて、一体的にいろいろなことができれ

ば、もっと可能性が広がるのではないかなと思い

ますけれども、必ずしも一体的に何かやっている

という印象はないのですが、その辺は何か考え方

を持っていたりするでしょうか。 

○佐々木修司港湾課長 みなとオアシスというも

のもありますけれども、現実的に、ここのところ

会合が開かれていないのも事実でございます。 

 今後、連携という意味で、話し合いをしながら

研究して、いいものを行っていきたいというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 観光施設が御承知のとおりふえ

てくる中で、それぞれの観光施設同士の連携もも

ちろんですし、それから、水の環境、それから川

港という資源も一つ大事な資源だと思います。で

すから、今、定期的な話し合いが開かれていない

ということですが、やはりここは話し合いが必要

でありまして、それも続いて、市民の皆さんや観

光業者の方が主体的になって活動していく動きを

市が支えていくという流れを引き続きつくり出す

必要があると思いますので、そこはぜひ積極的に

やっていただきたいと思います。 

 それで１点、水の利活用、先ほど小田部委員か

らもありましたけれども、一方で、危険性がある

場所であるという認識も持たなければいけないの

だと思います。 

そうはいっても、やっぱり水に親しむというこ

ともとても大事なのですが、過去から、網走川で

は、残念なことに小さいお子さんを含めて亡くな
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るという事例が幾つかあるのはあるのです。人間

ですから、そのことを教訓としてなかなか持てず

に忘れていくこともあると思うのですが、川が

あって、そこに舟が行き交うということは、当然

深いということはわかっているはずなのですが、

しかし、それを伝え切れていなかったなというこ

とも一方で反省としては持たなければいけないと

思います。 

これは、教育委員会も含めて協力してもらわな

ければいけませんけれども、そういった取り組み

も一方で必要だと思いますけれども、原課として

はどのようにお考えでしょうか。 

○佐々木修司港湾課長 先日の桂陽高校生の事故

を受けまして、警察署のほうから個別に改善要望

等が来ているのは把握しております。 

 港湾課のほうに、直接警察等からの改善要望、

改善指導等はございませんが、海上保安庁等との

お話し合いにより、消防、河川事務所、教育委員

会、その他関係機関を含めた話し合いの場を持っ

てはどうかというような御提案もありましたの

で、うちの上の方で協議をしているところでござ

います。どういった対応ができるかということで

協議をしております。 

○平賀貴幸委員 大上段に構えた対応が必要だと

は私は思ってはおりませんが、意識をそこに向け

ていくことが必要で、特に我々大人の側が、子供

たちにそのことをしっかりと伝えていくというこ

とが大事なのだと思います。それが結果的には悲

しい出来事を防ぐということにつながると思いま

すので、その辺の取り組みは、時間のかかるもの

でもありますが、こつこつとしっかり取り組んで

いただければというふうに思います。 

 質問、以上で終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○栗田政男委員 種々議論があったところなので

すが、能取漁港の会計、これは予算特別委員会で

もお話をしております。非常に見やすくなってき

たなという気がしていますし、長いところがあっ

て、このような形だということを松浦委員のほう

からも言われていましたけれども、私も非常に、

もとの大きな巨額の負債の部分から見ると、いろ

いろ所管がえとか、いろいろなウルトラＣがあっ

ての話だとは思いますが、この会計がやはり呪縛

のようにずっと網走市の負債という部分では大き

な意味を持っていました。比較的、この数字を見

たときに安心できる数字になってきたなと。いま

一歩努力してしっかりと。 

 以前ですと、お話を聞きますと、ほとんどそう

いう問い合わせもなかった状況から見ると、多少

なりとも動きがあるのかなということで、今後の

国全体の景気も、これにすごく影響してくると思

いますので、その辺をしっかりとやりながら、と

にかく土地を売らなくてはどうしようもないとい

う前提がございますので、それをしっかりとやっ

てほしいと思います。 

 網走港なのですが、それから比べると、やはり

ちょっと負債の額が見えるなという気がします。

残念ながら、ずっとこれが塩漬け状態になってし

まうと、先ほど言われたようなお話になってくる

ということなので、ちょっと心配しているのは、

単価の部分も当然あるのですけれども、監査のほ

うからの指摘もあるように、計画的な販売をしな

ければいけないということは、希望者が切り売り

というのでしょうか、必要な部分を必要なように

とってしまうと、全体の大きな土地が使えなくな

るということも出てくるのですが、そういう部分

で、土地の計画的な販売方法、この部分はこの形

でいきますよと、この部分は個別でも構いません

よというような設計図というか、売るあれがはっ

きり出ているのですか、原課のほうで。 

○佐々木修司港湾課長 新港地区の販売計画とい

うことでございますけれども、きっちりとしたそ

ういった計画は正直ございません。ただ、業者に

買っていただいている部分に関しては、売れ残り

が出ないよう、調整しながら交渉を進めていると

いう形でございます。 

○栗田政男委員 そこが非常に大事な部分だと思

うのですね。変な売り方をしてしまうと、やはり

土地の価値というのは半減してしまうので、そう

いうふうな、そこをきっちり今の段階で押さえて

しっかりと販売していくということが通常です

し、例えば、民間では当然大きな面積を買っても

らえば、単価は下がります。ここの会計上の性質

からすると、それをやると難しいのかもしれませ

んが、大きくきっちりと買っていただけるのであ

れば、多少のそういう譲歩はできるということも

当然これからは考えなくてはいけないでしょう

し、以前にも私、申し上げましたが、やはり民間

の人たちのそういう力をかりないと、なかなかこ

ういう情報伝達というのは進まないですし、買わ

れる方は民間の方がほぼ買うはずですから、そう

いう部分では、しっかりとした絵を描いて、この
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部分については、しっかりとこういう販売をして

いくのだということと、単価も含めて、明確にそ

れを情報として伝えるという努力をしない限り、

なかなかあそこは港湾で持っているから、では港

湾に行って聞いてみて単価交渉しようというふう

には進まないのではないかというふうに思うので

す。 

 もう１点、企業誘致という話も、商工のほうで

もいろいろ出ていましたけれども、やはりあそこ

の場所を、できればそういう工場等とか企業が使

える形で活用するのが、僕は望ましいと思ってい

ます。だから、そういうふうなことも視野に入れ

ながら、考えながら、販売というのを積極的に

やっていかなくてはいけないので、これは、水谷

市長もこの議員席にいるときに「港湾の人たちが

不動産を売るというのは、なかなか違和感がある

よね」という話をしていました。ただ、それを

言ってもしようがないので、ただ民間の人にいろ

いろな情報を伝えて、しっかりと進めるというこ

とをしない限り、なかなか会計の健全化というの

は進まないのかなというふうに思いますけれど

も、原課として、そういう柔軟にいろいろな方策

を考えて、売却に関していろいろな知恵を出すと

いう考え方はあるのでしょうか。 

○河野宣昭水産港湾部長 新港地区の土地の販売

につきまして、小さいものもあれば、大きな土地

の区画の販売もございます。小さいものの事例に

つきましては、先ほど課長からから説明したよう

に、売却面積を余さないような形でやっていま

す。また、大きなものにつきましても、何件か引

き合いがございますので、そこは駒売りしないよ

うな形でやっていくといったような大きなくくり

の中で、余り土地を使えないような形のものを

売っても仕方ありませんので、そこら辺は十分考

慮しながら、相対的にうまく売っていくような形

で対応は考えております。 

○栗田政男委員 ぜひともそういう形でお願いを

したいと思うのですけれども、何かありますか。 

○河野宣昭水産港湾部長 あと、売り方に関しま

して、大面積の部分の販売する分については、割

引という方法もありますので、そこは、現に今、

やっておりますので、そういったものを含めまし

て、販売を進めていきたいと考えております。 

○栗田政男委員 お願いをしたいと思います。 

 企業誘致という部分では、あそこが無限の可能

性を持っていると私は思っていますので、何と

いっても交通の利便性とか、大型車両の出入りも

含めて最適な場所でありますし、今想定されてい

る津波という問題があるでしょうけれども、それ

もいろいろ今後の知恵でクリアできる範囲だと思

いますので、ぜひともそういう誘致の部分から

も、あの土地が有効活用される。 

 輸出入の関係の話も出ていましたが、これは外

国相手の話なので、なかなか網走港にこれから大

型のそういうものが入ってくるというのは厳しい

のかなと、しばらくの間ですね、そんな気がして

いますから、ぜひとも内需拡大といいますか、私

たちの地域がしっかり経済としての核をつくって

いく部分の港湾であってほしいというふうに思い

ますので、引き続き努力していただければという

ふうに思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 他に質問者、いらっしゃいま

すか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、以上で認定第１号中、水産

港湾部の所管に関する細部質疑を終了いたしまし

た。 

ここで、昼食のため休憩いたします。再開は、

午後１時といたします。 

午後０時01分休憩 

午後１時00分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

それでは、引き続き、本日の日程であります認

定第１号中、建設部の所管に関する細部質疑に入

りますが、先に企画総務部長から発言を求められ

ておりますので、受けたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部長 さきに決算資料として

提出をしております平成27年度決算に係る主要施

策の成果等報告書に誤りがございましたので、こ

こで訂正をさせていただくとともに、おわびを申

し上げます。 

 初めに、83ページ下段、除雪作業整備事業の予

算減額の欄に「5,096万8,000円」とありますが、

正しくは「5,096万9,000円」でございます。 

 次に、90ページ上段、ふるさとアーティスト公

演事業の財源内訳の「地方債」の欄に207万円とあ

りますが、正しくは「その他」の欄に207万円でご

ざいます。 

 訂正箇所は以上でございます。まことに申しわ

けございませんでした。 
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○渡部眞美委員長 質疑に入ります。 

○田島央一委員 それでは、私のほうからは、平

成27年度決算に係る主要施策の成果等報告書の78

ページ上段の中心市街地借上公営住宅家賃補助に

ついてお伺いしていきたいと思います。 

 まず、こちらの市営住宅の入居状況をお伺いし

たいと思います。 

○小原功建築課長 借り上げ公営住宅につきまし

ては、整備戸数70戸、入居戸数も70戸でございま

す。 

○田島央一委員 全て埋まっているということ

で、資料の要綱のほうを見させていただいたので

すが、中心市街地で相当限られた中での物件の供

給ということで、人気があるのだなと思います

し、これは新築だということもあるので、そうだ

と認識しました。 

 それでちょっとお伺いしたいのですが、よくビ

ジネスモデルで言うとサブリースというものに近

いような感じで印象を持っているのですが、20年

間一括借り上げということで、民間でも一括借り

上げで、よく相続税対策でそういったマンション

不動産投資みたいな形、アパート経営みたいなも

のをやられる方が大変多くいらっしゃるというふ

うには承知しているのですが、公営住宅のモデル

の中でちょっとお伺いしていきたいのですが、大

体民間でも10年間は家賃などに変動なく経過し

て、10年がたつと、その後は５年だとか２年だと

かで家賃の更新なんかもなされていくというふう

に承知しているのですが、今回の家賃補助におい

て、家賃の見直しというのはどういうふうに考え

ているのか、見解をお伺いしたいと思います。 

○小原功建築課長 まず、公営住宅制度というも

のからお話をさせていただきたいのですけれど

も、平成８年度の公営住宅法の改正によりまし

て、借上公営住宅制度というものができました。 

網走市では、この制度を活用いたしまして、空

洞化した中心市街地に多様なニーズに対応した住

宅の供給、快適な住環境の創出など活気と魅力あ

ふれるまちなか居住の実現のため、実施をしたも

のでございます。 

この制度の借上公営住宅につきましては、民間

の土地所有者や事業者が建設部の一部について補

助を受け住宅を新築し、これを市が20年間借り上

げるという制度になっております。 

見直しについてでございますけれども、要綱

上、また事業主と結んだ契約によりましても、経

済情勢の変動などによりまして、協議の上、見直

しができるとされておりますけれども、委員おっ

しゃるとおり、民間では10年だとかそのぐらいの

スパンで家賃見直しを行っているという事例もあ

り、また、逆に15年たっても20年たっても、その

ままだという状況もあるのだと思います。 

当初、事業者を募集したときの認定につきまし

ては、事業の収支計画書というものも提出いただ

いておりますので、見直しを随時行うということ

につきましては、その収支計画もずれてしまうこ

とから、聞くところでは、他の同じ借上公営住宅

制度を運用している自治体においても、なかなか

見直しについては難しいというふうに聞いており

ます。 

現在、まもなく10年がたとうということであり

ますけれども、まだ具体的には、直接オーナーと

見直しの時期について協議を始めているという段

階ではございません。 

○田島央一委員 こちらの規定のほうも、細かく

ちょっと読ませていただいたのですけれども、近

郊の同種の住宅の賃料の月額と均衡を失しないよ

うな形でということで規定もされておりますの

で、不動産相場に影響するというふうには、地域

の状況を見ながらということで規定はされている

ので、特段、10年だから見直しだとかということ

は規定されていないのは承知しているのですが、

新築でやっぱり10年たったら、ある程度いろいろ

なことを考えて見直す時期にも一つ区切りなのか

なとは思っています。 

 ただ、契約上は、特段、周辺の状況の相場を見

てということしか書いていないので、そこは

ちょっと曖昧な言い回しのところもあったので、

今回ちょっと質問をさせていただいたのと、今

回、最初に契約が始まったのが平成19年度からと

いうことで、ちょうど節目になる建物が続くの

で、そういったタイミングで変更とかそういった

ものがあるのかなと思ってお聞きしました。 

また一方で、住宅政策という部分で、入ってい

る方々は、20年たつと基本的には市営住宅の扱い

ではなくなって、民間に移るということで、まず

よろしいのでしょうか。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

制度の説明会で、事業者を募るときにおきまし

ても、市が借り上げるのは20年間ということで設

定をしているという説明をさせていただいており

ますし、現在のところ、20年たてば公営住宅とし
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ての借り上げはなくなるものというふうに考えて

おります。 

○田島央一委員 そうすると、同じところに住み

続けたいという場合は、もう補助金が入らなくな

るような形で、民間になるので家賃が急に倍にな

るみたいな形になると思うのですけれども、そう

いう認識でよろしいですか。 

○小原功建築課長 そのオーナーが定める月額の

家賃を支払っていただくということになります。

住み続けていただく場合には。 

○田島央一委員 そうすると、多分、急に補助が

入っていた部分がなくなって、家賃もそのときに

はオーナーが改定するので、必ずしも２倍になる

とは言えないのですけれども、そういった形にな

ると、そこにはやっぱり住めないという方は出て

くる可能性もあると。 

そういった中で、今後のまちづくりという観点

から言うと、中心市街地に住まわれる方が突如抜

けてしまうというか、そこに住めなくなる可能性

もかなり高いのかなという印象を持っています。  

そうしたときに、市のほうで市営住宅の管理と

か整備の計画を、長いスパンでどういうふうに供

給していくかとか、どういうふうに整備していく

のかという計画があると思うのですけれども、そ

ういうところに反映させては、もうあるというこ

とでよろしいのでしょうか。 

○小原功建築課長 公営住宅のまちなか居住も含

めての整備でございますけれども、現在進めてお

りますつくしヶ丘団地の建てかえ、その後、さら

に潮見団地の建てかえというふうな計画は、今の

ところ、地域的な10年をスパンとする中の計画で

は持っているのですけれども、具体的なまちなか

居住について、借り上げ公営住宅を出られた方の

宛てがえ先と申しますか、同じ公営住宅に多分入

居を希望される方が多いのではないかというふう

にも考えておりますけれども、その辺の具体的な

ものにつきましては、あと10年しかないというこ

ともございますけれども、今後の住宅供給の部分

で検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○田島央一委員 認識としては、まだ10年あるの

か、あと10年しかないのかというところもあるの

ですが、今、10年しかないというふうな認識で御

発言もありましたので、そういう危機感を持って

いただいているのかなということで、ちょっと安

心した部分もあるのですが、住宅政策というとこ

ろだけではなくて、中心市街地の活性化だとかも

含めると、今、市営住宅という形で入っている層

の人たちと、また違う人たちが今度町に入ってく

ると、商店街だとかも含めて、ちょっと町の雰囲

気も若干変わるのかなという印象も持っていま

す。そういったことも含めて、ちょっとまだ先の

話かもしれませんが、そこも含めて、まちづくり

の観点で、ほかの部分ともちゃんと連携とって

やっていったほうがいいのかなという印象を持っ

ています。 

よく、いろいろな商店街の対策だとか、そうい

うところを見てくるのですけれども、なかなか住

宅政策からまちづくりみたいな感じでの議論とい

うのは余り、僕は聞かなかったような印象だった

ので、そういったところも含めて、今後の課題な

のかなと思っています。 

 とりあえず、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○永本浩子委員 私のほうから、同じく主要施策

の成果等報告書の79ページなのですけれども、公

共施設の耐震診断事業ということで、平成27年度

は、市役所本庁舎と総合体育館の耐震診断をされ

たということで、耐震診断の結果というのは、も

うまとまっているのでしょうか。 

○小原功建築課長 公共施設耐震診断事業につき

ましてですけれども、まず、この事業についてか

ら御説明をさせていただきたいと思います。 

 この耐震診断事業を平成27年度に市が実施した

ことの経過についてでございますけれども、平成

25年11月施行の改正耐震改修促進法の規模要件、

これは5,000平方メートル以上の建物になりますけ

れども、これによりまして、市役所本庁舎及び総

合体育館が平成27年12月末までに耐震診断を行う

義務があるということになったことから、実施を

したものでございます。 

 耐震診断につきましては、昭和56年６月の改正

後の基準で設計される建物、これを新耐震基準と

言いますけれども、これと同等程度以上の耐震性

能があるか、判断をするものでございます。 

 結果につきましては、平成28年２月23日開催の

市議会総務経済委員会で御報告をさせていただい

たところでございます。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員 委員会が違って、聞いていな

かったので申しわけございません。もう一度、特

に市役所本庁舎のほうの耐震というのは、どうい
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う結果になったのでしょうか。 

○小原功建築課長 建築物の耐震改修に関する法

律におけます技術的基準の中では、判定指標値と

いうものを用いるのですけれども、この判定指標

値、Ｉｓ値というものによって大きく三つに分類

をなされております。 

市役所本庁舎につきましては、一番低い区分と

なるＩｓ値が0.3未満となった部分がございまし

て、ことし４月に発生しました熊本地震クラスの

震度６強、あるいは７クラスの規模の大地震が起

きた場合に、地震の振動及び衝撃に対し倒壊し、

または崩壊する危険性が高いという診断結果と

なっております。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員 今回も、全国的にいろいろな地

震があったりとか、災害が相次いでいる中で、結

構私自身も、市民の方から網走の中で一番危ない

のがこの市役所の本庁舎ではないかということも

言われたりするわけなのですけれども、現実的に

そういう耐震の結果が出ているということで、本

当にお金もかかる大変なことだとは思うのですけ

れども、この結果に対して、これから方針とか、

そういったことは検討されているのでしょうか。 

○小原功建築課長 市役所本庁舎と総合体育館に

つきまして、具体的な検討は、まだ行っていない

状況でございます。 

○永本浩子委員 これからということで、そうい

う方向性の話し合いというのは、これからスター

トさせていくという理解でよろしかったでしょう

か。 

○小原功建築課長 今年度、平成28年度に市役所

西庁舎のほうも耐震診断を行っている状況であり

ますので、それらの結果を見ながら検討すべきこ

とだというふうに認識をいたしております。 

○永本浩子委員 よくわかりました。 

 市民の方もやっぱり心配されているということ

をお伝えしたいと思います。 

 あと、81ページの歩道整備事業なのですけれど

も、予算減額が7,047万円に対して決算額が5,529

万円ということで、実績としては潮見鱒浦線と潮

見東３号線の歩道の整備をしたということなので

すけれども、予算と決算で1,500万円ぐらいの差が

あるのですけれども、当初から歩道の整備は、こ

の２カ所だけを見込んでこの予算減額になったの

でしょうか。 

○立花学都市開発課長 歩道整備事業につきまし

ての御質問でございますけれども、今回、歩道整

備事業、これは社会資本総合交付金を使っている

補助事業でございますけれども、平成27年度にお

きましては、実績に記載のとおり潮見鱒浦線、そ

れと潮見東３号線、この２路線の整備をしてござ

います。 

 決算額につきまして、予算規模が7,047万円、決

算額が5,529万1,000円ということで、当初見込ん

でおりました予算規模というのは、もっと大きな

数字だったのですけれども、今回、減額補正をし

ながら全道的に社会資本総合交付金の事業費をで

きるだけ全道で余った金額を市としても使いたい

という思いもありまして、若干予算減額の７,000

万円ということの数字を考えながら予算措置はし

たのですけれども、結果的に、全道的なお金が余

らずに5,500万円という形の決算額になったという

のが流れになってございます。 

○永本浩子委員 それで一応、この5,000万円とい

うお金を使って、予定していた工事自体は支障な

く行われたという捉え方でオーケーということで

よろしいですか。 

○立花学都市開発課長 当初計画の中では、もう

少し延長として進めるべき整備の事業としては進

める必要が当初の予算の中では配分していたもの

ですから、実際には、国からの補助金のつきが悪

かったということで、若干進捗としては遅くなっ

ているのが現状です。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

国からのお金がちょっと思ったより出なかった

ということで、理解しておきます。 

 あと、84ページなのですけれども、防犯灯ＬＥ

Ｄ化事業ということで、防犯灯の数が2,476灯で、

取りかえたのが2,026灯ということで、残り450灯

に関しては、平成28年度にも予算が計上してある

ので、平成28度にやるという理解でよかったで

しょうか。 

○阿部昌和土木管理課参事 2,476灯と2,026灯の

差450灯につきましては、事業実施前に既に取りか

えていたものになりまして、既にＬＥＤ化された

ものを除いて、平成27年度にＬＥＤに交換したと

いうことになります。 

○永本浩子委員 それでは、平成27年度の2,476灯

のうち2,026灯を取りかえたことで、網走市内の防

犯灯は全てＬＥＤになったということで、その前

に既にされていたということで、よろしかったで

すか。 
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○阿部昌和土木管理課参事 網走市内の防犯灯

は、全てＬＥＤ化になったということになりま

す。 

○永本浩子委員 理解いたしました。 

 そして、このＬＥＤにやっぱり切りかえたこと

で、どれぐらいの経費の変化があると見込まれて

いるのでしょうか。 

○阿部昌和土木管理課参事 ＬＥＤ化によります

支出の変更点といたしましては、やはり電気料の

支出になるわけですが、全てを取りかえたのが２

月、３月ということになりますので、年度として

の比較はまだできないのですけれども、防犯灯だ

けの電気料というのはちょっと捉えることができ

ていないものですから、網走市の街路灯等を全部

含めた電気料金になりますが、同月比較といたし

まして、平成27年４月が月額323万2,308円に対し

まして、平成28年４月分で253万5,795円となりま

して、21.5％の電気料の減少となっております。 

○永本浩子委員 やはり、大分節約できるという

ことで、市民の皆さんからもちょっと聞かれるこ

とがあったものですから、最初はお金がかかって

も長い目で見ると、電気料のかなりの節約にはな

るということで、また説明させていただきたいと

思います。 

 あと、歳入歳出決算書のほうの243ページ、市営

住宅の管理事業なのですけれども、管理体制とい

うのは、どのようになっているのでしょうか。 

○小原功建築課長 管理体制でございますけれど

も、建築課住宅管理係の職員、また各団地には住

宅管理人をお願いしておりまして、その管理人等

を通じ管理をしているという状況でございます。 

○永本浩子委員 その管理人は、各公営住宅に１

人ということで、配置されているということでよ

ろしかったですか。 

○小原功建築課長 １人でございます。 

○永本浩子委員 市営住宅とか幾つかありますけ

れども、私も、前にもお伝えしたことがあったか

と思うのですけれども、やっぱり長く住んでい

らっしゃる方が、どうしても私有化してしまって

いて、廊下にたくさん物が置いてあったりだと

か、駐車場脇の土地を使っていたりとかというこ

とで、お話ししたことがあったかと思うのですけ

れども、そういった苦情とか、そういったものを

市役所に言っていった場合に、やっぱりそこの管

理人にお伝えして対応してもらうという対処の仕

方になるのでしょうか。 

○小原功建築課長 まず入居者は、直接、市のほ

うへそういった苦情等相談を寄せられる方、また

住宅管理人を通じて市のほうへそういう要望を上

げていらっしゃる方がございますけれども、いず

れにいたしましても、そうしたちょっと難しい事

案につきましては、市の住宅管理係、あるいは私

も含めてですけれども、職員が参りまして、まず

状況を確認し、廊下等に私物が置いてあるのであ

れば、直接お会いして、撤去していただく旨お願

いをしているところでございます。 

○永本浩子委員 ちょっと現実は、なかなかまだ

変わっていないようなのですけれども、常駐の管

理人からは言いづらい部分というのも多分たくさ

ん、長く住んでいらっしゃる方に対しては、特に

出てくるかと思いますので、市のほうもちょっと

そこら辺を意識しながら、文句が来る前にきちん

と対応できるような形をとっていただければいい

かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、それと関連ですけれども、市営住宅の駐

車場の管理事業ということで、来客用の駐車ス

ペースが非常に少ないことから、どこにとめたら

いいのかということで、私も非常に悩むことがあ

るのですけれども、以前、それに対して、市営住

宅の入り口のところに、今あいている駐車スペー

スはどことどこというのを標示していただいたら

どうかというお話もさせていただいたのですけれ

ども、それに対しては、どういった対応をされて

いたのでしょうか。 

○小原功建築課長 今の件につきましては、こと

しの予特のときだったかと思いますけれども、私

のほうも来客者用の駐車場がわかるようにという

ことで、入り口の掲示板あたりに来客用のスペー

スがどこかというのがわかる部分を掲示するな

ど、検討するという答弁をさせていただきました

けれども、実際には駐車場の枠がないだとかもあ

りまして、全てのところではできておりませんけ

れども、また、そういった対応につきまして、今

後も来客者が困ることのないように、検討といい

ますか、そういうふうな仕組みを進めてまいろう

というふうに考えております。 

○永本浩子委員 もう既に建っている公営住宅に

関しては、今あるスペースの中でいろいろと、そ

この状況に合わせながら工夫していくということ

がやっぱり大事になってくると思うのですけれど

も、新しく建つ公営住宅に関しては、来客用の駐

車スペースという部分は考慮されているのでしょ
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うか。 

○小原功建築課長 今回の建てかえの整備に当た

りまして、入居戸数プラス２個ということで、２

台分のスペースにつきましては、来客用というこ

とで設けてございます。 

また、それ以外に、高齢化でお車を持たない方

もいらっしゃるかと思いますので、あいた部分で

供用できる範囲につきましては、そういった来客

者のためのスペースというふうなことで考えてお

ります。 

○永本浩子委員 ぜひその辺、明確にわかりやす

く利用しやすいような形を考えていただければい

いかと思います。 

また、市営住宅内でお葬式があった場合とか

も、いろいろな方から協力いただいて、こことこ

ことここは、今の時間帯だけならとめてもいいと

かという対応をしていただいたところもあったの

ですけれども、そういったことに対する対応など

も、ぜひ市としてもある程度考えた上でどういう

対応をすれば一番スムーズかということを打ち合

わせしていっていただければありがたいかなと思

います。 

 私のほうからは、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 それでは、何点か質問させてい

ただきます。 

 まず、決算書の235ページ、用地処理事業という

のがあるのですが、これが、予算額に比べて随分

少ない状況で決算額が終わっているのですが、こ

れはどういったものなのか。中身的にどうしてこ

んなに少なかったのか、御答弁いただければと思

います。 

○高橋勉土木管理課長 用地処理事業の関係の部

分で、当初予算から決算額が余りにも乖離してい

るという御質問でございますが、こちらにつきま

しては、平成27年度に駅裏山下通の用地取得を当

初予定しておりましたが、他事業、北海道の事業

の関係で、ちょっと用地交渉が北海道との調整の

関係でできなかったということで、そのままここ

の部分については、決算に反映されなかったもの

ということでございます。 

○金兵智則委員 北海道との調整がつかなかった

ということで、予算の執行ができなかったという

ことでありますが、これは逆に言うと、今年度と

かに移行されているものなのでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 今年度も予算措置してお

りますが、今のところ、先ほど申し上げましたと

おり、北海道との事業等の調整がなかなかスムー

ズに進んでいない状況もありまして、今現在では

まだ契約に至っていないのが現状でございます。 

○金兵智則委員 わかりました。確認をさせてい

ただきました。 

 続きまして、防犯灯ＬＥＤ化事業、今、永本委

員からもありましたけれども、状況はわかりまし

た。決算額が予算の約半分、これの理由はどのよ

うな状況でしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 先ほど、参事のほうから

もＬＥＤ化事業の関係の説明を若干させていただ

きましたが、予算額2,176万円に対して、決算額が

1,051万7,000円ということになってございます

が、こちらは、当初この事業を実施する際に、電

柱、あるいは電話柱に添架している防犯灯以外の

独立したポールを設置した防犯灯については、こ

の事業を実施する上では全て取りかえが原則にな

りますという環境省からの書類を受け取りまし

て、その部分ポールの設置撤去費を見ておりまし

た。その金額が合わせて870万円ほど見ていたので

すが、いざ調査、実施の際に、リースメーカーと

協議した結果、まだまだ使用可能で、そのまま既

存の部分を使っていいですよという方向になりま

したので、そこの部分で670万円ほどの費用が不必

要になったと。 

それとあわせまして、計画策定、あるいは調査

業務の委託の際に、当初見ていた予算額より150万

円ほど少なくなったと。それから、入札の執行残

ということで、150万円ぐらい委託料が少なくなっ

た。 

それともう１点としまして、当初10年リースの

部分で、年間の６カ月分をリースメーカーへの

リース料として考えておりましたけれども、実際

に工事が完了したのは２月末ということで、１カ

月分のリース料金ということで、それぞれ合わせ

まして、1,100万円ほどの減額の決算となったとい

うことでございます。 

○金兵智則委員 予算より大分安く、そして全部

がＬＥＤになったということで、それはいいこと

なのかなというふうに思いますけれども、当初、

環境省から基本的にはポールなどもということの

御答弁をいただいていたと思うのですけれども、

それでリース会社に確認したら、まだ使えるから

大丈夫という御答弁だったのかなというふうに理

解しますけれども、それは環境省が基本的にそれ
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をしなければいけないと言っていたのですけれど

も、リース会社がオーケーだから、それはオー

ケーで、大丈夫なものなのですか。 

○高橋勉土木管理課長 ちょっと説明がまずかっ

たのかもしれないのですが、当初10年リースなの

で、10年間はそのＬＥＤ灯として十分持ちますよ

という部分で設置をしてくださいという指示だっ

たのですが、リース会社が大丈夫、イコール、こ

れは補助事業ですので、リース会社を通じまして

環境省に上がって、こういう状況でありますの

で、これについて撤去、再設置の必要はないかと

いうお伺いを立てまして、問題ないですよという

御返事をいただいた上で実施しております。 

○金兵智則委員 先ほど、電気代のお話もしてお

りましたけれども、随分安くなるなという印象も

ありますので、無事完了してよかったかなという

ふうに思います。 

 次に、先ほどもありました市営住宅管理事業で

す。市営住宅管理事業の中に、市営住宅管理事業

というのがあるのですが、決算額1,360万2,891円

ということで決算書243ページに出ておりますが、

平成27年度の当初予算は1,320万4,000円というこ

とで予算組みがされていたいたかなというふうに

思いますけれども、ふえた理由とかというのがあ

りましたら、御説明願います。 

○小原功建築課長 若干、この予算額に対して決

算額でふえておりますけれども、これにつきまし

ては、エレベーターの管理委託だとか、また収納

委託、受水槽の清掃等がございますけれども、そ

の中で40万円ほどになりますけれども、この額が

不足したということがございまして、これらにつ

いて、他の事業の中から流用をさせていただきま

して、委託料をお支払いしたということで、決算

額がふえているという状況でございます。 

○金兵智則委員 そうしたら、当初、予算組みを

するときに想定されたことよりも、余分にといい

ますか、多くやらなければいけないことが出てき

たとかという理解でよろしかったですか。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

○金兵智則委員 そこについては理解をさせてい

ただきますが、この管理事業、やはり老朽化と

いった部分が影響してくるという考えでよかった

でしょうか。 

○小原功建築課長 そういう状況が多分にあると

認識をいたしております。 

○金兵智則委員 であれば、今、新しく市営住宅

も建てられて、古いのが壊されていくといったよ

うな流れの中で、ここについては、少しかもしれ

ませんけれども、下がっていくという見込みはあ

るのでしょうか。 

○小原功建築課長 ここの部分の事業につきまし

ては、また今回、新しい建物のエレベーターがふ

えますので、それらについては、また委託費がふ

えるような形になるかと思います。 

 ただ、委員おっしゃるとおりで、新しい建物に

なることによりまして、この決算資料243ページ、

一番下の欄にございます維持修繕事業というのが

ございますけれども、こちらのほうは、新しくか

わるに伴って減っていくのだなというふうに考え

ております。 

○金兵智則委員 わかりました。理解をさせてい

ただきます。 

 それともう１点、家賃収納向上対策事業という

のが今年度も決算書の中には明記されていなく、

予算のときには61万9,000円ということで予算措置

されていたかと思うのですけれども、これはたし

か明け渡し訴訟の裁判費用だということだったと

思いますけれども、それが行われなかったという

ことだと思うのですが、どういう状況になったら

この事業が行われるといいますか、どこまでいけ

ば訴訟を起こすというような、基準というのはど

の辺、どういう状況になるのでしょうか。 

○小原功建築課長 明け渡し訴訟に至る前段の手

続についてでございますけれども、まず、７カ月

以上滞納が発生した場合に退去勧告というものを

出す形になります。それでも改善されなければ、

次に明け渡し予告というものを出すことになりま

す。この明け渡し予告を受けたにもかかわらず改

善されない、そういった方に対しましては、いよ

いよといいますか、訴訟ということで、明け渡し

請求を行う処理の流れということになっておりま

す。 

○金兵智則委員 勧告があって、予告をされて、

それでも応じなければ、この事業が執行される状

況になるのかなというふうに思いますが、ならな

いのが一番よくて、その前に対応されていればい

いのかなというふうに思いますけれども、監査委

員から出していたたきます決算審査意見書の17

ページを見ますと、住宅使用料、駐車場使用料と

もに年々収納率が下がってきているという実態が

ございます。 

 そこまで行かない中でも、対応しながらでも収
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納率は上がっていないという状況について、どの

ようにお考えなのか伺います。 

○小原功建築課長 金兵委員からの御指摘につき

ましては、昨年の決算委員会でも収納率について

の問いがございましたけれども、まず、平成25年

度、このときの収納率が97.46％、そして平成26年

度が95.27％と、2.19％の収納率の減と、現年度で

ございますけれども減となりました。平成27年度

におきましては94.7％、マイナス0.57％と1.5％ほ

ど収納の強化等によりまして、改善した部分はご

ざいますけれども、依然としまして、入居者の高

齢に伴いまして、年金の受給者はふえますけれど

も、なかなかその中でお支払いいただくのが

ちょっと厳しくなっているかなという部分もござ

います。 

 また、失業世帯が平成26年に比べまして、13世

帯ふえている。また、母子世帯の低収入、無収入

の世帯が平成26年に比べまして24世帯ふえている

という状況もございまして、強化はいたしますけ

れども、相談の中で一定の額を支払っていただい

て、収入のあったときに多く納めてもらうという

ようなこともとってはございますけれども、そう

いったことから収納率が常に上向きということは

前提でございますけれども、そういった事情も入

居者の中にはあるのかなというふうに考えてござ

います。 

○金兵智則委員 今、御答弁の中にあった数字と

いうのは、現年度分のということで、この監査報

告書にある数字とはちょっと違ったということで

ありますけれども、若干下がり目ではあるという

答弁だったと思います。 

各家庭、事情がありますので、機械的というわ

けにはいかないのもわかりますけれども、強化も

されている中で、このような状況ということは今

の答弁の中にもありましたけれども、昨年も同じ

質問をさせていただいています。その流れの中

で、結果としてこういう状況だということは十分

認識していただいて、改めてになりますけれど

も、機械的に徴収すればいいというものでもない

のは重々わかりますけれども、努力は重ねていっ

てほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 私のほうからも、何点か質問し

ます。 

 さきの他の委員の質問にもありましたけれど

も、中心市街地借上公営住宅の関係であります。

20年で一応市営住宅ではなくなるという、たしか

70戸くらいだったかというふうに思うのですが、

当初、町なかの活性化ということで、当時ラルズ

なども撤退がうわさされている中で、何としても

町なかの住民をふやして活性化をするというよう

な考えであったというふうに思うのですが、現時

点でなかなか、そういうふうに思うようにはいっ

ていないのかなというふうに思うのですが、その

点では基本的にどんなふうに捉えているでしょ

う。 

○小原功建築課長 整備した年度が平成19年、20

年ということで、10年たっておりますけれども、

いまだに、昨年の決算のときからあきが１件も出

ていない状況でございまして、満室ということで

ありますことからも、町なかに借り上げの公営住

宅をつくって、居住人口をふやしたという点につ

きましては、一定の効果があるのかなというふう

に考えております。 

○松浦敏司委員 この10年間、あきがないという

ふうに答弁いただきましたけれども、それはいい

ことだとは思うのですが、しかし、この後も引っ

越す人がいないのかとなれば、そうとも限らない

と思うのですね。 

 基本的に空き部屋ができた場合、これも一応今

のところ市営住宅なので、抽選会から抽選会の間

というのは当然空き部屋として出てくるのではな

いかと思うのですが、その辺はどんなふうになる

のでしょうか。 

○小原功建築課長 通常、退去されましてから、

借り上げ住宅、一般の市営住宅も同じですけれど

も、まず清掃を行ったりだとか、また修繕が必要

な場合であれば修繕を行うという、そういった手

続等がございまして、１カ月、２カ月ぐらいかか

るのかなというふうに考えております。 

 それで、市の公募の時期の状況でございますけ

れども、５月、８月、10月、12月、２月と、年５

回公募による抽選会を行っております。これにつ

きましては、数年前までは年４回だったものを、

もう少し稼動をふやすということで５回にした経

過がございますけれども、昨年の委員の、今の借

り上げ公住のあきの期間等についてという御質問

があったかと思いますけれども、やはり借り上げ

公営住宅につきましても一般と同じようになるべ

く急いでお貸しするというのが基本前提でござい

ますので、それとあわせての期間での募集、抽選
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という形をとるということで考えてございます。 

○松浦敏司委員 民間から借り上げているという

点で、民間の方にとっては基本的にロスが出ない

という利点があると。しかし、どうしても空き部

屋が出れば、その分は人が入っていなくても市で

負担しなければならないという仕組みになってい

ますから、できるだけロスがないようにしなけれ

ばならないというふうに思います。それについて

は理解しました。 

 それで、あと、例えば20年過ぎたら市営住宅で

はなくなると、これはこれでわかるのですが、で

は、そうなると町なかの市営住宅というふうに位

置づけているわけですから、これがあと10年後に

は多分70戸ぐらいあったと思うのですが、この部

分は民間というふうになってしまいますと、非常

に先ほどの質疑もあったように、困る状況がある

と思うのですね。 

例えば20年たった段階で契約の方法を、例えば

今まで20年だったのを５年ないし10年とかという

形のことも考えられないのか、その辺はどうなの

でしょうか。 

○小原功建築課長 先ほども答弁させていただき

ましたけれども、事業主との契約事では20年の借

り上げということになってございます。 

○松浦敏司委員 それ以上のことはなかなか答え

にくいということなのだろうというふうに思いま

す。 

ただこれは、あくまでも相手との話し合いとい

うことで、今後の課題として、いきなり70戸がな

くなるというのは相当対応が求められるというこ

ともありますから、やはりしかるべきところでそ

の後の対応については協議の場を持つ必要がある

のだろうなということを指摘したいというふうに

思います。 

 それから、借り上げ市営住宅ではなくて、一般

的な市営住宅の関係なのですが、入居条件に変化

があると。例えば収入がオーバーしてしまうと。

世帯で働いている人がたくさんいれば一時的に

オーバーするということがあり得る。 

しかし、それはあくまでも一時的で、それが継

続すると入居条件に問題が出てくるのだというふ

うに思うのですが、そういった関係の入居者とい

うのは、いわゆる２年、３年と何年かオーバーし

ているという世帯は、市営住宅の入居者の中に一

定数いるのでしょうか。 

○小原功建築課長 収入超過者と言われる階層、

１から８階層まで公営住宅はございますけれど

も、５から８階層の高収入の方というのは、130人

前後ぐらいいらっしゃるというのが現在のところ

でございます。 

○松浦敏司委員 そういった人たちが超過したま

まで何年も長くいるというのは、やはり市営住宅

の本来の目的、低所得者に対して安価で安心して

暮らせる住宅という点からすると、やはり公平性

に欠いてくるのだろうと。そういう意味では、高

額の一定の超過をしている人たちにおいては、一

定期間を過ぎれば、やはり退去してもらうという

ことを進めていかなければ、今自体、市営住宅に

入りたくても入れない人たちがたくさんいるとい

う、これは現実ですから、その辺についてはどん

なふうに考えているのでしょう。 

○小原功建築課長 特に高額な方につきまして

は、月額収入で31万3,000円を超えるという高額な

部分もあって、そういう収入超過者も含めてです

けれども、段階的に近傍の高い家賃になってい

く。そういった中で、１年目、２年目と家賃支払

いを重ねるごとに高い家賃ですので、実質的に退

去をされるという方もございます。 

また、公営住宅法の中では、そうした高額所得

者等に、これは継続して31万3,000円の高額な月額

所得、それを２年継続して超えた方が高額者とし

て認定されるわけでございますけれども、そうし

た方につきましては高額認定をし、最終的には明

け渡し請求もあるという、その法律になってござ

います。 

 実際、そういった方に対しましては、強制的に

する部分もなかなか難しいこともありますので、

自主的な退去ということでお願いし、御理解いた

だき、また自主的な退去に至っているということ

の状況がございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 あと、結構あるケースは、家族の人数の変化が

あって、そういう中で、本来なら住みかえしなけ

ればならないというような状況のある中で、なか

なかそれがうまく速やかに進まないというような

こともあるのだろうというふうに思います。この

辺についても、なかなか機械的にはいかない悩み

だというふうには思っております。これはこれと

して。 

 あともう１点確認したいのは、入居に当たって

の収入申請書の中に添付書類というのがあって、

その中でいくつかあって、最後にその他というの
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があるのですけれども、これは、その他というの

は、何を指しているのか。私も聞かれて、よくわ

からなくて、回答に困ったのですけれども、その

他は何を指しているのか、伺います。 

○小原功建築課長 私も、去年からそういった収

入の申込書を見て、最終的に入居の判子を押すわ

けでございますけれども、その他という部分は、

確かに記載はございます。これは想定している部

分については、その上段にいろいろな収入所得の

わかるものが、所得証明書なりいろいろなものが

あるのですけれども、そこに該当しないもので出

てきたものがその他という部分になるのだと思う

のですけれども、今この時点で具体的にその他と

いった部分での記載等を確認していないものです

から、そういったものが出たときに、その他の欄

に記載をされるということになるのだというふう

に思っております。 

○松浦敏司委員 課長が答弁に困るぐらい、その

他というのは、実は本当に幾らでもある意味拡大

解釈もできるということです。必要に応じて、そ

の他の部分で必要だと思ったものについては、そ

れを市のほうにわかりましたということで判子を

押して出すということになると、これを悪く考え

れば、拡大解釈できるということになるので、そ

の他の部分がもうちょっとわかりやすい形でない

と、ちょっとまずいのかなというふうに思ったの

で、この点について、今後、内部で検討してほし

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

○小原功建築課長 ただいまの御指摘に対しまし

ては、近隣等の各市町村はどのような入居の申請

書になっているかということも調査をいたしまし

て、具体的に検討したいと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、委員会からの資料の関係で、工種別ラン

ク別工事等発注状況調書というのを見させていた

だきましたが、平成27年度の関係で、若干気に

なったところがあったので伺いたいのですが、一

つは、土木工事の関係で言うと、平成26年度から

Ｄランクがゼロになっております。Ａランク、Ｂ

ランクが大きく伸びているという関係、それか

ら、その他というところが、ここも大きく平成27

年度は伸びているのですが、これはどういった理

由でこのような数字になっているのか、伺いま

す。 

○立花学都市開発課長 工事の発注状況の調書に

ついての御質問でございますけれども、先ほど委

員からお話がありました土木業者のＤというラン

クにつきましては、平成26年度からＤランクの業

者指定というのがなくなってございます。ですの

で、Ａ、Ｂ、Ｃの土木業者の位置づけの中で、工

事金額、工事の技術的に高い、低い等の審査基準

の中で指名を行って、発注しているというのが現

状でございます。 

その他につきましては、こちらに資料がないの

ですけれども、水道の施設整備であるとか、屋根

の修繕であるとか、そういったような形で大くく

りにくくった位置づけの中で、その他という区分

の中で発注しているということで認識してござい

ます。 

○渡部眞美委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩いたします。 

午後２時02分休憩 

午後２時11分再開 

○井戸達也副委員長 委員長を交代します。 

休憩前に引き続き、再開します。 

質疑を続行します。 

松浦委員の質問に対する答弁から。 

○立花学都市開発課長 先ほど、発注状況調書の

中で、土木工事のその他に区分される件について

でございますけれども、その他の位置づけといた

しましては、道路の区画線であるとか、造園業の

職種に値します公園の小規模な修繕事業であると

か、そういった工事を行うものについて、その他

の位置づけになります。 

平成26年度から27年度にかけて件数がふえてご

ざいますけれども、これにつきましては、そうい

う小規模な工事がふえたということで、件数がふ

えている状況でございます。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

 あともう１点、電気工事の関係で、これもＣラ

ンクがゼロになっているのですが、これもＣラン

クの業者がなくなったという意味なのか、まずそ

の１点。 

それから、管工事の関係で、平成26年と27年と

の比較をすると、件数も金額も１桁違うというこ

となのですが、この点について、どういうことか

らこういうふうになったのか、伺います。 

○立花学都市開発課長 まず、電気工事のＣラン

クの区分でございますけれども、平成27年度から

Ｃランクの業者がなくなっている状況でございま

すね。 

管工事の金額がふえている分につきましては、
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今、明治地区で進めております一般産業廃棄物の

ごみ処分場、そこの管工事の金額がこちらのほう

に記載になっているということで、金額がふえて

いるという状況です。 

○松浦敏司委員 わかりました。その関係で件数

も金額もふえているということで、理解します。 

 あと、委託の関係で言いますと、よくわからな

いのですけれども、技術資料ということで、平成

26年と27年では、金額は逆に平成27年のほうが少

ないのですが、件数が８件ふえていると。それか

ら、作業委託というものも、これもよくわからな

いのですが、件数がふえていて、金額はそんなに

ふえていないということで、この辺の内容につい

てお答えいただきたいと思います。 

○立花学都市開発課長 委託に係る技術資料につ

きましては、主に下水道課が発注してございます

幹線の管渠の調査であるとか、主に長寿命化にか

かわる業務委託であるとか、そういった内容につ

いてふえている状況から件数がふえているという

状況でございます。 

 作業委託につきましては、主に土木管理課で発

注してございます街路灯の塗装修繕であるとか、

地籍図の成果整理業務、そのほか、これにつきま

しても、危険樹木の伐採であるとか、そこの清掃

等の業務がふえたということで、件数がふえてい

るという状況です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 土木工事でもＤランクの業者がなくなったと

か、あるいは電気工事の関係でもＣランクがなく

なったという点では、やはり相当厳しい、力の大

きいところにどうしても負けるというようなこと

でなっているのかなというような印象を受けたと

ころであります。とりあえず、わかりました。 

 あと、住宅リフォーム資金貸付融資制度の関係

ですが、追加資料の77ページで、利用実績が24件

ということで、貸付額、それから貸付残高とかと

いろいろ書いているのですが、これは、この間

ずっと実績が下がってきているような状況がある

と思うのですが、この点でどんなふうな評価をし

ているのか、伺います。 

○小原功建築課長 リフォームの融資の申込件数

についてでございますけれども、５年間さかの

ぼってみますと、平成23年度で34件、平成24年度

31件、平成25年度35件、平成26年度26件、平成27

年度24件というふうに、確かに、この３年間につ

きましては若干、平成25年度は住宅と同じなので

すけれども、駆け込みというのが一定程度あった

のかなというふうに感じておりますので、平均す

ると30件前後ぐらいが平均なのかなということで

考えております。 

24件、これにつきましては、平成14年度から

行っている制度でもございますし、実績としまし

ては、屋根や外壁の改修というものが多いもので

ございますから、この間に必要とされる方につき

ましては、一定程度改修が終わったのかなという

ふうに考えてございます。 

○松浦敏司委員 これはこれとして、やはりこれ

までも大きな役割を果たしてきたという点では、

私も評価をしているところです。 

 今年度から、平成28年度からリフォーム助成が

できたという点では、さらに違った形で、融資制

度とは違う形で進んでいくと。これがうまく作用

していけば、より活用がされるのだろうというふ

うにも期待しているところであります。 

 住宅リフォーム助成制度については、これから

ということではありますので、今後に期待すると

ころであります。 

 私のほうからは、以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○川原田英世委員 私のほうからも、質問させて

いただきます。 

 今の松浦委員の質問の、その下の省エネ住宅の

ほうなのですけれども、利用実績23件とあります

けれども、自然体の平成27年度の新築住宅の件数

を伺いたいと思います。 

○小原功建築課長 平成27年度における戸建て住

宅の新築件数でございますけれども、52件という

ことになっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

利用実績は23件ということですが、その52件の

うちの適用するエコ住宅は23件であったという理

解でよろしいでしょうか。それとも、それ以外の

もあったけれども、事業を受けなかったところも

あるということでしょうか。 

○小原功建築課長 この省エネ住宅新築促進事業

という制度でございますけれども、市内の建築業

者が建てられた場合が補助対象ということになっ

ておりまして、実績でいきますと、先ほどの申し

上げた52件のうち、29件が市内業者、市外業者が

23件ということになっておりまして、若干省エネ

制度を利用されなかった方もいらっしゃいますけ

れども、おおむね利用されている状況となってお
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ります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

29件中23件ということで、ただ、下の今後の方

向性にもあるように、平成32年予定ということで

全建築物をということもありますので、さらに進

めていただきたいなというところであります。 

 あともう一つ、その隣のページ、78ページの高

齢者向け優良賃貸住宅家賃補助、この補助の部分

でありますけれども、平成17年から１棟20戸とい

うことで、常時満室になっているのですけれど

も、今後の方向性の中で、入居希望が多いから満

室なのでしょうけれども、どのくらいの問い合わ

せがあるというか、希望者がいるのか、お伺いし

ます。 

○小原功建築課長 高齢者優良賃貸住宅でござい

ますけれども、こちらは、平成18年度に整備して

おります。運営につきましては、賃貸人でござい

ます日専連オホーツク網走、こちらのほうに運営

をしていただき、こちらに対して補助を行ってい

るという状況でございますけれども、整備戸数に

つきましては20戸。 

こちらにつきましても、借り上げと同じように

事前に日専連で予約のような形で受け付けもして

いるというふうに聞いておりますので、常に満室

という状況が継続されております。 

○川原田英世委員 常に満室ということで、入居

希望で入居待ちというような状態の方がかなりお

られるのかなと思ってお伺いしたのですけれど

も、そこは把握できていないということでよかっ

たでしょうか。 

○小原功建築課長 実際に予約の中で何名という

ことまでは、現実に把握をいたしておりません。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 60歳以上の自立生活者を対象ということになっ

ていますけれども、ここにある自立生活者という

ことの意味合いについて伺いたいのですが。 

○小原功建築課長 介護等を必要とされないとい

う方を対象としているということでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

では、要介護の認定を受けている方は、この対

象にはならないという理解でよろしいでしょう

か。 

○小原功建築課長 御夫婦で入られて、どちらか

が介護になられる方もいらっしゃるかと思います

けれども、そういう方につきましては、入居の対

象にはなるということになってございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 訪問系のサービスを受けていて自立生活である

けれども、要介護認定を受けていれば、入居でき

ないという位置づけであるということでよろし

かったですか。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それともう一つ、入居者というのは、今、満室

という状態が続いているわけですけれども、皆さ

ん網走に住んでおられる方、網走市民が対象であ

るということでよかったでしょうか。 

○小原功建築課長 網走市内に住まわれている方

が限定ということではございません。市営住宅も

そうでありますように、こちらに来られて住まわ

れるという方を対象としていますので、同じよう

な要件ということになります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 他の町から、こちら網走に引っ越してきた方も

対象ということ、今、ＣＣＲＣだとか、そういっ

た言葉がいろいろ出てきていますけれども、高齢

の方でも、網走に行って余生を送りたいという

か、のんびりと地方で暮らしたいという方のニー

ズもすごく多いということがいろいろなところで

も取り上げられていますけれども、10年ほど前か

らこの事業もあるということで、多分、要望は

もっと多いと思いますし、これから先、もっと考

えていかなくてはいけない部分というのはここに

含まれていると思いますので、この事業をこれか

らも精査しながら、ＣＣＲＣを網走も進めていく

ということで検討されているということですの

で、ぜひ、こういった事業をベースにしていって

いただきたいなというところです。 

 私からは、以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○平賀貴幸委員 何点か質問させていただきま

す。最初に、決算書の235ページ、河川整備事業に

ついて伺います。 

主要施策の成果報告書を見ると、平成27年度は

四つの河川について整備を行ったというふうに

なっておりますが、これは、平成27年度で全て整

備は完了した事業というふうに捉えてよかったで

しょうか。 

○立花学都市開発課長 河川整備についての実績

でございますけれども、４河川につきまして整備

を行いました。 

そのうちオビオショップ川、第二小沢川の河川
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につきましては、天然河岸が浸食を受けていると

いうことで、大きなＶトラフという側溝の整備を

行っている状況でございます。 

もう一つ、ルートモトイエナイ川と鱒取川につ

きましては、土砂が埋塞されたということで、埋

塞土の除去を行っているのが主な整備の内容です

けれども、それにあわせて、護岸の整備について

も行ってございます。 

それぞれの整備の年次なのですけれども、ルー

トモトイエナイ川と鱒取川につきましては、整備

の内容については埋塞土の除去ということで行っ

たのですが、オビオショップ川につきましては、

総延長で、計画では545メーターの延長整備を計画

しておりまして、これまでに322メーターの整備が

終わってございます。計画では平成30年まで、ま

だ整備としては続くということで予定をしている

河川でございます。 

第二小沢川につきましても、平成27年度までに

221メーターの整備が終わってございまして、計画

では500メーターの計画延長を持ってございます。

これにつきましても、平成30年まで整備を継続し

ていく計画でございます。 

○平賀貴幸委員 整備が継続中の河川が二つある

ということがわかりました。 

 たび重なる大雨で、河川のほうもいろいろな状

況があると思いますけれども、今回までの整備が

完了したことで、さまざまな大雨のときの氾濫と

いうのは、一定程度抑えられている状況にあるの

か、やはり急いで、できるだけ早く平成30年まで

の計画を進めていかないとなかなか防げない状況

にあるのか、どういう評価でいらっしゃるので

しょうか。 

○立花学都市開発課長 大きなＶトラフを整備し

ている２河川につきましては、計画の半分まで整

備が終わってきているという状況で、従来のもと

もとの天然河岸が半分まで整備が進んできている

状況から、今回のような大きな雨でも十分対応が

可能な状況にはなってございます。 

 ただ、整備がまだ全て終わっていないものです

から、上流部につきましては、若干の浸食等につ

いては進行している状況ですので、一日でも早く

整備を進めたいというふうに思っているところで

す。 

○平賀貴幸委員 今年度に入ってですけれども、

雨で避難をせざるを得ないような状況が起きたり

した河川もありました。工事の影響がどの程度そ

こに関連したかというのは、ちょっと見えないと

ころもありますけれども、いずれにしろ、整備が

できるだけ早く完了していったほうがより安全性

も高まるということだと思いますので、ここは雨

の状況がこれからまたどうなるかわかりませんけ

れども、できるだけ早い時期の整備が必要だと思

います。状況によっては、前倒ししてでもという

ような考え方があったりするのでしょうか。 

○立花学都市開発課長 ８月の大きな災害、昨年

10月の災害も含めて、委員のおっしゃるとおり、

最近の気象状況というのは激変してきているとい

うのは認識しているところですので、整備につい

ては進めたいというふうには考えますけれども、

全体の予算の配分等を考えながら進めていきたい

というふうには思います。 

○平賀貴幸委員 状況は、理解をさせていただき

ました。できるだけ早い時期に完成したほうが、

より住民の方々が安心すると思いますので、でき

るだけ早くいろいろな角度から研究しながら進め

ていっていただきたいと思います。 

 次に、同じく235ページの道路賠償責任保険につ

いて、ちょっと伺いたいと思います。 

 これは、恐らく、道路の構造上の欠陥などが原

因で車両など何か事故があったりした場合の補償

のための保険なのだろうなと思うのですけれど

も、車両の事故等は、議会でもよく書類として上

がってくるのですが、なかなかここの部分は、ど

んなケースで何があったかというのはわからない

ものだと思っております。 

夏場にもきっと、例えば道路に大きな穴があい

ていてパンクするですとか、車に何らかの損傷が

あった場合などあるのかなと、あるいは冬場も、

段差等いろいろ冬は発生しますから、そういった

時期で車等にふぐあいが出た場合のものなのかな

というふうに思っていたりするのですけれども、

実際はどんなものに使われたりするのでしょう

か。 

○高橋勉土木管理課長 ただいま御指摘あった道

路賠償責任保険料の関係でございますが、委員

おっしゃられたように、道路が陥没しているです

とか、これは保険会社に査定員がおりまして、さ

まざまな全国的な判例のもとに、道路にただ単に

穴があいていたからといって、そこの事故に対し

て全て補償しなければならないものではないと。

例えば要件がありまして、突然、予想し得ない雨

によって崩れたとか、あるいは道理管理者がそう
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いう状況を知りながら長期間放置していたとか、

そういったさまざまな条件で保険が適用するしな

いという部分が決定していきます。 

 また、特に冬場の除雪の際の段差、これもやは

り道路を通る運転者は、当然道路の異常に注意し

ながら走行しなければならないという部分もござ

いますので、道路管理者の管理瑕疵によるものに

のみ保険を適用し、賠償していただくという部分

で、どういった事例があるかという部分でござい

ますけれども、そういった道路の穴ぼこですと

か、あるいは除雪の際の氷の塊が残っていたと

か、そういったさまざまなケースがございます。 

○平賀貴幸委員 恐らく、歩行者も含めて道路に

何か構造の異常があれば、そういった対象に、車

両だけではなくて、いろいろなるのだと思います

けれども、件数としては、その年によって相当ば

らつきがあると思うのですけれども、平成27年は

適用されたことはありましたか。 

○高橋勉土木管理課長 件数の数値的な資料は、

手元に今ございませんけれども、平成26年度と比

較して、平成27年度につきましては、相当数減っ

ているという部分の理解をしています。数字的な

ものについては、ただいま手元にございませんの

で、御理解いただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 ここは、数字的なものはいいの

ですけれども、きっと降雪量がどうなのかとか、

そういったさまざまな条件で状況は変わるのだと

思います。 

 続いて、237ページの除雪事業とロードヒーティ

ングの整備事業等に関して伺いますが、今の賠償

責任と絡んでいく話だと思っていますけれども、

ロードヒーティングの整備、特にいろいろな形で

管理事業を活用しながら長寿命化を図ったり、い

ろいろしながら工夫されていると思いますけれど

も、なかなか思うようにロードヒーティングの整

備の距離が伸ばし切れないというような状況も、

近年予算の補正等を見ているとあるなというふう

に思っているのですけれども、除雪事業とロード

ヒーティングの事業の絡みで、今の賠償責任が発

生したようなことというのは、やっぱりどうして

も毎年あるものなのでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 ただいまの御質問は除雪

事業とロードヒーティングの管理事業に絡んだ道

路管理者の瑕疵による事故ということでよろしい

でしょうか。 

○平賀貴幸委員 そうです。 

○高橋勉土木管理課長 その部分でございました

ら、ゼロではないという認識ではございますが、

やはり除雪についても100％完全な除雪はできませ

ん。除雪した後、またふぶいて雪に埋まって雪の

山に突っ込んだですとか、あるいは猛吹雪によ

り、風が吹きさらして、本来電気が入っていても

十分なヒーティングの機能が発揮しないこともご

ざいます。そういった部分は、事前に市民周知、

チラシ等で注意していまして、ロードヒーティン

グは完全ではございませんという広報等をさせて

いただいていますけれども、平成27年度中にそう

いった除雪、あるいはロードヒーティングに関し

ての管理瑕疵による事故の部分は、今現在、認識

しておりません。なかったものと考えています。 

○平賀貴幸委員 状況については理解をさせてい

ただきました。 

発生しないことにこしたことはないと思います

が、どうしても出てくるときもあるのだと思いま

す。除雪以外については、予算委員会だったり、

決算委員会だったり、さまざまな機会でさまざま

な質疑があるのですけれども、ロードヒーティン

グの切れ目の部分の課題ですとか、あるいは国

道、道道、市道の交差するような部分の除雪の課

題ということで、毎年のように誰か彼かから質疑

はあるのですけれども、平成27年度について、そ

の点で何か工夫をされた点があれば伺いたいと思

います。 

○高橋勉土木管理課長 これは、かねてからさま

ざまな議会、委員会の中で御質問ある部分なので

すが、あくまでも、一定の開発局、北海道、網走

市という部分で、除雪等の打ち合わせ会議のよう

なものの場の中で、原則ルールとしては、後から

除雪に入った分が仕上げていくのですよというよ

うなルールでやっていますが、なかなか徹底され

ない部分もございます。 

具体的な、どこを画期的に平成27年度は改善し

たのでしょうかという問いには、御答弁が難しい

部分はあるのですが、そういったさまざまな私ど

もの管理する立場の人間、あるいは現場を任せら

れている立場の人間、それぞれが情報交換をしま

しょうという部分で、それを今後も密にしてやっ

ていくという考え方をしております。 

○平賀貴幸委員 道と国と市と、３者がある中で

の除雪ですから、どうしてもタイムラグが発生し

たりして、吹雪の状態によってはなかなかうまく

かみ合わないことも多分あるのだと思います。そ
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の辺いろいろ御苦労もあると思いますが、できる

だけ円滑な除雪体制が続いていくように、また、

まもなく冬を迎えますので、そこは望んでいきた

いと思いますが、市内の市道の除雪の体制の中

で、市民の方々から、春になった後やっぱり道路

が傷んでいる箇所が多いという指摘が、ことしは

多かったという、市道に限らないですけれども、

あったと思います。 

 特に、道路の路面ももちろんそうなのですけれ

ども、ガードレールですとか、そういったところ

の傷みがとても目立つ箇所も中にはあって、例え

ば能取方面などは、結構、目立つのだという指摘

が市民の方々から多かったりするのですけれど

も、業者がどこをやっているかによっていろいろ

変わってくる面は多分あるのだと思うのですが、

その辺については、どんな押さえをされているの

でしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 例年の課題なのですが、

雪解け後の部分で、道路脇のガードロープあるい

はガードレールが破損していることがよくあると

いう部分で、その辺は私ども道路パトロールの部

分で現状を把握し次第、随時補修を実施していく

ことになります。優先順位を考慮しながら当然な

るわけですが、安全であるかという部分を常に考

えながらやっていきます。 

 今、委員御指摘の能取地区で特にひどかったと

いう部分は、ちょっと私の認識としては、そう

いった箇所もあるのかもしれませんが、特にその

地域だけがひどいという部分ではなかったのかな

と思っております。 

○平賀貴幸委員 たまたま耳に入ってきたものが

多かったから、そういうふうに受けとめたのかも

しれませんが、状況はわかりましたので、引き続

き、そこは必要な対応を進めていただきたいと思

います。 

 続いて、決算書の241ページの都市計画マスター

プランの策定事業について、若干伺いたいと思い

ます。 

 成果報告書ですと、同じく82ページにこれも

載っておりますが、平成27年とそして今年度の２

カ年で見直しをするということであります。前年

度、平成27年度に実施をして進める中で、まだ見

通しとしてあるかどうかですけれども、どんな点

に見直しが必要になるという方向感のようなもの

は、見えてきているでしょうか。 

○立花学都市開発課長 都市計画マスタープラン

の策定事業でございますけれども、平成27年、28

年の２カ年にわたりまして、平成14年度に策定を

されました都市計画マスタープランの見直しを現

在進めている状況でございます。 

 平成27年度におきましては、市民の皆様からア

ンケートをいただいて、これまでの平成14年度か

らこれまで、どのような形のマスタープランの位

置づけの中で実績として計画どおり進めてこられ

たものがあるかであるとか、そういう現状につい

て確認といいますか、委員会等を３回行いまし

て、委員であるとか、庁内ワーキングを開催した

中で討論を進めている状況でございます。 

 具体的な今後の見通しといたしまして、現在、

平成28年度におきまして、３回策定委員会等をこ

れから予定しておりまして、その中で地区別の具

体的な施策、そこについては、これから検討を進

めていくという段階でございます。現在のとこ

ろ、具体的にどこをどういう形にするというとこ

ろまでの作業については、まだ進んでいないとい

うのが現状でございます。 

○平賀貴幸委員 これについては、状況を理解さ

せていただきましたので、また機会を改めて伺っ

ていきたいと思います。 

 次に、243ページです。先ほど何人かの委員から

住宅のリフォームについてのお話もございまし

た。松浦委員の質疑の中で、件数については、若

干ですけれども減少傾向にあるのだということで

あります。これは、経済状況だとかさまざまな理

由があると思うのですけれども、昨年、質疑の中

で持ち家のリフォームというのも確かに必要なの

だけれども、住みかえだとかそういったことを考

えていくと、賃貸住宅のリフォームについても何

らかの助成を検討する必要があるのではないか

と。それは少子化や高齢者の住みかえ等をいろい

ろ考えたときに必要ではないかということで、さ

まざまな答弁あったのですけれども、今年度につ

いてはその観点ではどのような検討を平成27年度

はされていたのでしょうか。 

○小原功建築課長 リフォーム、賃貸住宅につい

てもできないかという検討についてでございます

けれども、まず、昨年度検討した中では、リフ

ォーム融資の資金というものが平成14年度から続

いておりまして、それに新たに今度は現金補助と

いう部分の新しい制度をつくらせていただきまし

た。まだ具体的に賃貸住宅に対する制度というも

のは検討には入ってはいないのですけれども、今
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現在の中では、一般的にはまだオーナーが修繕等

の積立金の中等からされるのかなというふうには

思っていますけれども、全国的にはそういった補

助制度を導入している自治体もございますので、

調査研究をしてまいろうかというふうなことで今

考えております。 

 また、空き家に対しましては、購入された方に

つきましては、リフォームローン、また、ことし

から制度化しました住環境改善資金のほうでも住

まわれるということであればリフォームができる

ようになってございます。 

○平賀貴幸委員 地方創生の総合戦略の中でも触

れられているものですから、できるだけ早く検討

されて、何らかの形が出ることを期待していきた

いというふうに思います。 

 市営住宅のことも伺いますが、建てかえが進め

られて、平成27年度、28年度、２カ年なのですけ

れども、今住んでいる方を含めて、そろそろ住み

かえをするための情報交換なり契約行為なりが進

み始めているのかなと思うのですけれども、おお

むね円滑に現在住んでいる方々の意向を踏まえな

がら、その辺進められているというふうに理解し

ていいのでしょうか。 

○小原功建築課長 現在、つくしヶ丘団地で９月

にまず１棟が完成しまして、これにつきましては

先日９月14日になりますけれども、入居者のため

の説明会、それとあわせまして部屋番号、１階か

ら５階までございますけれども、それの入っても

らう住戸を決めるための抽選会を行ったところで

ございます。 

 その前段、移転に該当する入居者に対しまして

は、住みかえを希望なのかだとか、今回入る希望

だとか、あとは、再来年に完成を予定しておりま

す次の棟に入るということの希望をとりまして、

その希望に合うような形で進めております。 

○平賀貴幸委員 完成したのは平成27年度に１棟

ですけれども、今年度に入ってからは住みかえの

ほうがいろいろ進んでいるということで、そこは

理解をさせていただきました。 

できるだけ円滑な住みかえが進めば、そこはい

いなと思うのですけれども、ところでということ

で伺うのですけれども、住宅リフォームを進めた

り、あるいは高優賃、高専賃や市営住宅など、こ

うやって整備していたり、質疑の中でまちなか居

住ということで借り上げ公営住宅等を進めている

のですけれども、網走市には、住宅はどのくらい

あるのが適切だというふうに考えていらっしゃる

のでしょうか。 

その計画等あるのかなと思いながら、245ページ

の住生活基本計画策定事業の中身も伺いたいので

すけれども、住生活基本計画策定事業の中でそう

いったものも検討されてきたものなのか、どうい

う位置づけなのか含めて答弁いただければと思い

ます。 

○小原功建築課長 どのぐらいの数があればとい

うのは、人口に伴いましてその構成される世帯が

重要な要件になるのかなというふうに考えており

ますけれども、現在のところ、人口３万9,000人

で、世帯数が１万8,000世帯あるというふうに認識

をしてございます。昨年度策定いたしました住生

活基本計画の中では、人口が３万9,000人に下がっ

ていくという将来の人口の減少状況等を鑑みまし

て、住みかえの促進だとか、子育て世帯への居住

支援、あるいは空き家バンク等を活用した中で住

宅ストックの活用だとか、先ほどもございました

省エネ住宅の普及促進、こういったことを進めて

いくという計画内容でございます。 

○平賀貴幸委員 計画を策定する中で、今説明の

あったようなことが見えてきたと思うのですけれ

ども、この政策を踏まえて、成果等報告書の79

ページを見ると、各種住宅施策を推進しますとい

うふうに漠然とした今後の方向性が書いてあるの

ですけれども、これを踏まえて、どんな住宅政策

を進めるということになるのでしょうか。。 

○小原功建築課長 総合戦略の中でも、ＫＰＩと

して記載をさせていただきましたけれども、住み

かえのための高齢者用公営住宅の整備ですとか、

空き家バンクの登録10件を目指すといったこと、

あとリフォームの継続、そういったことで中古住

宅の施策、そういったことを進めていくという内

容となっております。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 一方で、住宅総数の管理といいますか、もちろ

ん住めない家というのももちろんありますから、

その辺もいろいろな調査で見えてきている部分も

あると思うのですけれども、住宅の総戸数の管理

もあわせて、市営住宅や民間住宅、それから戸建

てやアパートを含めて、必要な時代に入ってきた

のだろうなと思うのですけれども、現状ではそう

いった計画は網走市としては持ち合わせていない

ということでよろしかったでしょうか。 

○小原功建築課長 現在のところは、持ち合わせ
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てはおりません。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。

それが必要になってくるなというふうに思うもの

ですから、いろいろ整理した中で、また12月の一

般質問でそこは議論できればと思います。 

 終わります。 

○井戸達也副委員長 次、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、認定第１号中、建設部の所管に関する

細部質疑を終了しました。 

ここで、理事者入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

午後２時53分休憩 

午後３時03分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 認定第１号中、水道部の所管に関する細部質疑

に入ります。 

 なお、認定第２号水道事業会計の利益の処分及

び決算につきましては、後ほど審査しますので御

承知願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 では、何点か伺います。 

 一般会計からの繰り入れが５億3,296万円という

ことであります。それから、繰入額が多分、減少

していくのではないかというふうに思うのです

が、この辺についてはどのようになるのか伺いま

す。 

○中村昭彦下水道課長 一般会計の繰入金です

が、47％から42％と減ってきています。一般会計

からの繰り入れについては、地方公営企業の操出

金に基づいて総務省より公共下水道特別会計操出

金基準要綱を設け、要綱に基づき算出していま

す。 

 内訳としては、雨水処理、分流式下水道等に要

する経費として繰り入れていただいております。

起債の元金償還金へ繰り入れているため、今後大

きな事業を行わない限り徐々に減少していくと思

われます。 

○松浦敏司委員 多分、そういうふうになってい

くだろうと。新たな投資がなければということだ

と思います。 

 次に、監査報告の45ページに歳入及び歳出決算

額についてということで、予算現額に対する執行

率が93.9％、歳入決算額については、調定額に対

する収入率は98.6％で、前年度と比較すると、

1,576万7,000円の減となったと。これは、市債

2,470万円、繰越金3,137万9,000円の減、国庫支出

金1,636万円、繰入金2,435万4,000円の増によるも

のと書かれております。 

 受益者負担金の収入率95.8％、受益者分担金の

収入率は100％で、全体で96.1％というふうになっ

ておりますが、受益者負担金と分担金の違いはど

ういうことなのか伺います。 

○中村昭彦下水道課長 受益者負担金というの

は、公共下水道、町の中の下水道についての呼び

名で、下水道管の一部費用を負担していただくと

いうお金です。受益者分担金については特環、藻

琴、北浜、卯原内等々の郊外地区の部分で、管渠

の工事の一部負担金ということでなっています。 

○松浦敏司委員 それは理解しました。 

 それから、収入未済額が2,856万9,000円と、不

納欠損が62万円と、どちらも前年より若干ふえて

いるように思うのですが、これはどのような要因

からなのでしょう。 

○中村昭彦下水道課長 今の質問の収入未済額に

ついては、現年度の収入、収入未済ともに金額的

には減ってきています。滞納繰越金に関しては、

収入不納欠損、収入未済額ともに金額はふえてい

る状況にあります。それは、ことし大きな宿泊施

設の倒産が大きくふえているため、それが影響し

ているかと思われます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 次に、下水管の耐用年数というのは、およそ50

年というふうに言われていて、あと10年後には網

走の下水管もその更新の時期が来るというふうに

思います。 

 基本的には、管は地下に埋まっておりまして、

３種類ほど種類があるのだというふうにも聞いて

おりますが、これは銅管とは違って、その地域地

域の地質によって影響はないのだろうと思うので

すが、その辺は影響ないと考えてよろしいので

しょうか。 

○中村昭彦下水道課長 地質によって管がどうの

こうのという影響はないかと思われます。 

ですが、軟弱地盤とか、沈下するようなところ

に関しては、全ての管にとっては影響が出るよう

な地層となっています。 

○松浦敏司委員 今、軟弱地盤云々とありました

けれども、市内には幾つかあるのかなと思うので

すが、そういった地域というのは、およそどれぐ

らいあるのでしょう。 
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○中村昭彦下水道課長 町の中であれば、車止内

地区に関しては、日本有数の軟弱地盤ということ

で有名かと思われます。 

○松浦敏司委員 あと、私が通称、潮見なんかも

軟弱地盤とかというふうに言っているのですが、

それはまた違う意味でのことなので、違うのかと

思いますが、ただ、状況によっては地盤沈下する

というようなところがあると。そういったところ

は、当然、影響を受けるということはわかりまし

た。 

 では、最後に公債費の関係ですが、10億1,186万

円でありますが、管の更新時というのが10年後と

いうふうになるということを想定したときに、

やっぱりそういう更新の方向、今後、当然お金が

かかる問題ですから、計画的にやっていかなけれ

ばならないというふうに思うので、この辺で10年

後のことを想定したときに、今どのような考え方

を持って今後進めていこうとしているのか伺いま

す。 

○中村昭彦下水道課長 管が10年後に更新という

ことでありますけれども、今、施設、処理場とか

スラッジセンターの機器更新がピークを迎えてい

ます。それが終わると、ちょうどいいことに管渠

の更新ということになっていますので、多少の前

後はあるかと思うのですが、同じような事業費で

やっていけるかと思っております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

下水道事業は大変重要な事業でありますし、こ

こが支障を来すと大変なことになるということ

で、大変重要なことだというふうに思います。 

ただ、経営的にはなかなか大変な事業で、網走

市の場合、相当急速に下水道事業を進めたという

ことで、その関係で公債費も多いということだろ

うというふうに思います。大変な事業であります

が、今後とも市民生活にとって重要なものであり

ますから、しっかりと取り組んでいってほしいと

いうことで、私のほうからは終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○平賀貴幸委員 私のほうからも、１点だけ伺い

たいと思います。 

 下水道の整備は、相当数進んでいると思うので

すけれども、それでも、下水道とうまく接続でき

ていない家というのが若干あるようなのですけれ

ども、実態としてはどのぐらいあるものなので

しょうか。 

○中村昭彦下水道課長 基本的には、下水道のと

れる区域というのが設定されていまして、それか

ら外に出る部分というのは、自然流下管でぎりぎ

りとれるような、隣が水洗で、隣が浄化槽という

ことは余り考えにくいので、高さ的にとれるよう

なところであれば、拾っていくという方向性で整

備をしています。 

 実際、処理区域内で水洗化している人口を考え

ますと、600人ほどの未水洗があるかと思われま

す。 

○平賀貴幸委員 水洗ですから、トイレなので

しょうかね。そのぐらい件数があって、くみ取り

方式で対応されているのかもしれませんが、家庭

用の排水含めて、若干ですけれども下水道にうま

く接続されていなくて、公害まではいかないです

けれども、地域から苦情があったりするところが

どうやらあるようなのですけれども、その辺はど

の程度の件数があるというふうに把握されている

でしょうか。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、休憩いた

します。 

午後３時16分休憩 

午後３時17分再開 

○井戸達也副委員長 再開いたします。 

○中村昭彦下水道課長 実際、年に１件か２件ぐ

らい、周りのところから暑い日に限ってなのです

が、臭いだとか、ここは水洗していないからとい

うような苦情は受けています。市内の戸数的に

は、今数える中では５件ほどあります。 

それで、その対策として、地域を決めて水洗に

しませんか、快適ですよというようなアピールを

して水洗化をしてもらうように要請はしていると

ころです。 

○平賀貴幸委員 わかりました。数は少ないので

すけれども、私もたまたま何件かでそんなお話を

伺ったことがありまして、そういうことがあるの

だなというふうに思ったので、決算委員会の場で

ちょっと伺ったのですけれども、面的に呼びかけ

て、できるだけ促していただいて、乗ってくださ

ればいいのですけれども、乗らなかった結果がそ

の５件なのだと思うので、もう少し個別な対策が

やはり必要なのかなと。 

とはいえ強制的にできるものではないので、御

理解いただきながら、下水道との接続をというこ

とになると思うのですけれども、もう一歩進ん

で、対象地域の方々とも相談しつつやっていく必

要がやっぱりあるのかなと。 
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下水道に接続していないことによって、その家

の方がかえって不利益をこうむるような感じに、

逆になるほうが心配なものですから、その辺いか

がでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 本人に対しては、つない

でほしいということを言うことはできるのです

が、経済的な問題もあって、なかなか難しいとい

うことで認識はしています。 

 ただ、水洗化の下水道の管が入った後、３年以

後は、くみ取り代が高くなったりという部分で、

その方にはちょっと負担をしていただいている状

況でありますので、それを本人がよしとするのか

というところは、ちょっとあるかなというふうに

思います。 

○平賀貴幸委員 生活排水の影響のほうが、多分

においは、実は大きいのだろうなと思っておりま

して、くみ取りの部分も確かにあるのですけれど

も、トイレの部分は昔からあったことはあったこ

とですので、恐らく生活排水のほう、特に夏場と

いうのは問題だと思いますので、その辺について

は、トイレは過去に助成制度があって更新をして

きたという経過もあるのですけれども、トイレ以

外の生活排水についても、何らかの対応ができ

て、進んでいく中でそういう苦情が減ればという

ふうに思うものですから、そこは鋭意検討を続け

ていって取り組んでいただければと思います。 

 終わります。 

○井戸達也副委員長 次。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、以上で、認定第１号中、水道部の所管分

の細部質疑を終了しました。 

 次に、認定第２号平成27年度網走市水道事業会

計の利益の処分及び決算についてを議題といたし

ます。 

 それでは早速、認定第２号平成27年度網走市水

道事業会計の利益の処分及び決算についての細部

質疑に入ります。 

 挙手願います。 

○松浦敏司委員 それでは、水道事業関係につい

て質問をいたします。 

 決算書の１ページ、収益的収入及び支出では、

昨年度は事業収益の予算額10億8,348万2,000円に

対し、決算額は10億7,687万2,423円、660万9,577

円の減、今年度は事業収益の予算額10億7,841万

5,000円に対し、決算額10億7,674万4,591円で、

167万409円の減となっておりますが、まずその要

因についてと。 

それから、もう一つ、歳出の関係で、昨年度は

事業費用の予算額合計９億4,722万1,000円に対

し、決算額は８億 7,054万 6,409円で、 7,667万

4,591円の不用額が生じたと。今年度は事業費用９

億 4,968万 9,000円に対し、決算額８億 9,678万

7,117円で、5,290万1,883円の不用額となったと。

こんなふうに出ております。 

 前年度との違いについて、要因について、それ

ぞれ伺います。 

○児玉卓巳営業課長 平成27年度決算の収益的収

支の収入及び支出についての点でございますけれ

ども、まず収入の部分で、予算に対しまして167万

円ほど減額となった決算でございます。 

 こちらの要因につきましては、給水収益におけ

ます有収水量、有償の水の使用料です。こちらが

当初の見込みよりも少なかったことによる減とい

うことでございます。 

 一方、支出、事業費用の不用額の原因でござい

ますけれども、決算で5,290万円ほどの不用額と

なっております。 

こちらの主な理由でございますけれども、項目

的に見ますと、一番大きいのは固定資産の除却費

が不用額として約2,000万円、それから、排水及び

給付費の中で修繕費、それに伴う材料費、委託料

等で約1,800万円の不用額、そのほか営業外費用で

すけれども、企業債の支払い利息の不用額が470万

円ほど出ております。これらが主な要因となって

ございます。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。 

 次に、資本的収入及び支出の関係で、これも調

べてみたのですが、昨年の収入の資本的収入で

は、予算額合計が４億4,204万5,000円に対し、決

算額では４億2,448万7,657円で、1,755万7,343円

の減。支出の関係では、資本的支出では、予算額

合計が９億7,454万5,000円に対して、決算額では

９億5,970万4,380円と、1,484万620円の不足額が

生じたということであります。 

 今年度で見ると、収入の資本的収入では、予算

額合計が１億3,754万5,000円に対し、決算額では

１億900万4,749円で、2,854万251円の減というこ

とになっています。支出の資本的支出の予算額で

は５億8,615万円に対し、決算額では５億5,838万

9,453円ということで、2,776万547円の不用額とな

るということでありました。 

 前年度との数値が大きく差が出ているというふ
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うに思うのですが、この辺はどういった理由から

なのか、伺います。 

○児玉卓巳営業課長 資本的収入及び支出につき

ましての前年度、平成26年度と27年度の決算の大

きな相違でございますけれども、導水管の更新に

つきまして、平成25年度と26年度に、それまで平

準化していたものを、平成27年度分を２年間に前

倒しする形で平成25年度、26年度と更新の工事を

実施いたしました。それに対して、平成27年度は

平準化した導水管の更新工事に戻ったといいます

か、そういう状況がありまして、それで、この資

本的な収入及び支出が大きく、金額的には前年度

と比べて大きく変わったのは、まずそれが一番の

理由でございます。 

 あと、それぞれ予算との対比で見ますと、収入

額で減額となって決算した部分につきましては、

建設改良工事の工事請負費の減に伴う企業債の借

入額の減、支出につきましても、改良工事の減と

いう項目がありましたので、予算に対しては、そ

れぞれ収入は減額、支出は不用額が発生したとい

う状況でございます。 

 それで、補足ですけれども、平成25年度、26年

度につきましては、平成25年度の断水がありまし

たので、それを受けまして集中的に行ったという

経過でございます。 

○松浦敏司委員 理解いたしました。確かに、事

故があって、大変な思いをして、そういった点で

相当前倒してやったというのは、私も思い出した

ところです。 

 そういう意味では、今後の導水管の関係につい

ては、よほど何かがない限りは、通常の形で計画

的に進めていくということで捉えてよろしいので

しょうか。 

○佐々木浩司水道部長 今後の導水管の更新計画

の関係ですが、今、導水管の更新は、稲富地区か

ら市街地にかけて更新ルートの選定について委託

業務のほうを完了しております。その関係で、そ

れに基づいて更新計画を策定する上で、昨年度７

月に人口ビジョンが網走で出されました。その関

係もございまして、今度の水需要の環境を再度検

証いたしまして、ダウンサイジングが可能かどう

か、今年度中、検討しているところでございま

す。それの検証結果を受けて、今後、導水管の更

新計画を策定してまいりたいと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、監査委員の意見書の９ページに出ている

のですが、資本金は、未処分利益剰余金変動額分

の振りかえの結果、８億472万6,000円の増という

ことでありますが、この未処分利益剰余金とは、

何を示すのかよくわからないのですが、これにつ

いて伺います。 

○児玉卓巳営業課長 未処分利益剰余金変動額に

つきましては、昨年度、改定規則の改正がござい

ました。それに伴う分でありますけれども、決算

をした中で、資本金に入れる部分と補塡する部分

と、幾つか利益の処分がございますけれども、そ

の中の資本金に入れる部分でございます。 

○松浦敏司委員 いまいち、よくわからないので

すが、もうちょっと中身がわかるようにお答えい

ただきたいのですが。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、暫時休憩

します。 

午後３時31分休憩 

午後３時37分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 質疑を続行します。 

 松浦委員の質問に対する答弁から。 

○児玉卓巳営業課長 時間がかかって申しわけご

ざいませんでした。 

 こちらにつきましては、昨年度の決算におけま

す長期前受金戻入という部分がございまして、こ

れは会計制度の改正に伴いまして工事負担金等に

より取得した資産、あるいは受贈財産、贈られた

財産という扱いの当年度の減価償却の見合い分を

収益とみなして、昨年度は計上したものでござい

ます。これが、今年度に関しては利益として処分

の対象になりますので、これも会計制度の改正に

伴う会計の扱いになりますけれども、それで、こ

とし、資本金にという形になります。 

○松浦敏司委員 とりあえず、わかりました。 

 次に、総括及び意見でも述べているのですが、

収益的収支では、収益の根幹である給水収益が前

年度より24万6,000円の増となったが、他会計負担

金が前年度より481万9,000円の減となったため、

営業収益は前年度決算額より339万9,000円の減収

となったというふうに監査委員の意見書の中に書

いておりますが、他会計負担が減ったのはどのよ

うな理由からなのか、伺います。 

○児玉卓巳営業課長 他会計負担金の受け入れの

減の内訳でございますけれども、主には、平成26

年度には桂町の浄水場において計器の各種の数値
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データを示す計装盤を更新したのですけれども、

その中で、簡易水道に係る能取地区と中央地区の

分もあわせて、桂町で集中管理しております関係

で、簡易水道の部分をあわせてやりました。そこ

の簡易水道からの負担金、これが平成26年度には

あったのですけれども、昨年はそれがなかったの

で、平常化しましたので、そこが主な要因となり

ます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 あと、同じく意見書の中で、18ページに企業債

として、予算額が平成27年度１億3,000万円、決算

額１億円と、平成26年度は、予算額が４億4,000万

円、決算額４億2,000万円と、相当金額的にも構成

比率でも違いがあるのですが、その違いについて

はどういうような理由からでしょうか。 

○児玉卓巳営業課長 こちらは、先ほどでも質疑

の中で出ました資本的収支の部分で、平成25年

度、26年度は導水管の集中的な布設がえ工事を前

倒しでしました。平成27年度は平準化しました。

そこの違いで、これだけの企業債、借り入れの違

いが出ました。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

 最後に、企業債について伺いたいと思います。 

 平成27年度末で発行総額が97億1,820万円、当年

度償還額が４億38万6,198円と、償還高累計が37億

6,209万9,781円と出ております。 

 未償還残高59億561万219円とありますが、まだ

およそ60億円の未償還額があるのだろうというふ

うに思うのですが、金利の高い資金については、

当然、繰上償還できるものはしてきているのでは

ないかと思うのですが、その辺の取り組みについ

て伺いたいと思います。 

○児玉卓巳営業課長 高い金利で借りていた起債

もかつてございまして、それを平成19年から21年

度にかけまして、高い利率の部分の起債について

は、借りかえという形で全部手続を終えておりま

す。 

○松浦敏司委員 基本的には、高い金利のものに

ついては、もう処理済みだということで受けとめ

ました。 

 とりあえず、私のほうからは、以上です。 

○井戸達也副委員長 次、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、以上で、認定第２号平成27年度網走

市水道事業会計の利益の処分及び決算についての

細部質疑を終了しました。 

ここで、理事者入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

午後３時43分休憩 

午後３時52分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

それでは、引き続き本日の日程であります、認

定第１号中、市民部の所管に関する細部質疑に入

ります。 

 挙手願います。 

○永本浩子委員 それでは、私のほうから主要施

策の成果等報告書の、まず37ページ、コミセン・

集会施設ＡＥＤ設置事業ということで、予算減額

が118万7,000円に対して決算額が68万円というこ

とで、半分まではいかないですけれども、かなり

少ない額で決算されているのですけれども、この

理由というのはどういったところにあるのでしょ

うか。 

○武田浩一健康管理課長 この事業につきまして

は、健康管理課と市民課のほうで所管している部

分でございまして、まず、健康管理課の部分につ

いてちょっとお答えをさせていただきます。 

 健康管理課所管分につきましては、予算額が70

万3,000円に対しまして、決算額が25万3,000円と

なっております。決算乖離の理由ですけれども、

現在、設置に至っていないコンビニについては、

店舗内に収納ボックスを設置するということに

なっておりまして、その場所が確保でき次第設置

というふうになっていることで予算づけをしてお

りましたが、店舗内スペースが確保できずに設置

に至らなかったことによりまして、収納ボックス

の制作費が執行残として残ったという状況でござ

います。 

○田邊雄三市民課長 市民課分についてですけれ

ども、48万5,000円の予算に対しまして、42万

7,000円の決算額になり、５万8,000円が執行され

なかったことになりますけれども、その理由につ

きましては、リース継続分５台のＡＥＤと新規

リース10台分の入札等の入札減になります。 

○永本浩子委員 わかりました。 

店舗内に収納スペースが確保できなかったとい

うところがあったということなのですけれども、

現実的には、予定としては何カ所につける予定

だったのが、結果、何カ所になってしまったので

しょうか。 

○武田浩一健康管理課長 収納ボックスにつきま
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しては、３カ所を予定しておりましたけれども、

その３カ所全て、お店のほうでスペースがとれな

いということで、設置に至りませんでした。 

○永本浩子委員 ということは、その３カ所に関

しては、ちょっともう設置は無理ということで理

解していいわけですよね。 

○武田浩一健康管理課長 この部分につきまして

は、その会社のほうと話をさせていただいており

まして、スペースができ次第設置いただけるとい

うことで協議をさせていただいているところでご

ざいます。 

○永本浩子委員 ということは、将来的には設置

させていただける方向性でということで。 

 現段階では、市としては全体で何カ所という予

定は組んでいるのでしょうか。もし予定があるの

でしたら、現段階で何％ぐらいまで設置できてい

るのかという数がもしわかれば。 

○武田浩一健康管理課長 コンビニエンスストア

の設置に関してということでは、24時間営業の店

舗が市内に18店舗ございまして、現在、設置に

至っているところが10店舗設置させていただいて

おります。ただ、24時間、18店舗あるのですけれ

ども、このうち一つの系列の会社は、ちょっと設

置には難しいというようなお話も伺っているとこ

ろでございまして、できる限り協力いただけるコ

ンビニエンスストアについては、設置いただくよ

うな形で協議をさせていただきたいと考えている

ところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 本当は、具合の悪くなる方が出ないほうがいい

のですけれども、今まで、設置していたコンビニ

とか集会所とかで、このＡＥＤを実際に使って人

命救助に役立ったという事例というのは、あるの

でしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 コンビニエンスストア

に限りましては、使用実績はございません。 

○田邊雄三市民課長 市民課所管の施設もＡＥＤ

が設置されておりますけれども、使用された実績

はございません。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 できれば、具合の悪い方が出ないほうがいいの

で、使用実績のないことが悪いことでは決してな

いと思いますけれども、やっぱり使用実績がない

状態が長く続くと、いざというときにまたちょっ

とすぐそれが使えるかとということもあるかと思

いますので、講習会等も開いているようですの

で、その辺もまた、充実のほうよろしくお願いし

たいとい思います。 

 では、次に、43ページの資源物集団回収支援事

業なのですけれども、これは、助成団体数が今、

250団体ということで、結構多い団体がやってくれ

ているのだなというふうに思ったのですけれど

も、今後の方向性として、制度周知を徹底して登

録団体の拡大を図るというふうに書いてあるので

すけれども、現在は、市の広報に掲載していると

いうことですけれども、具体的には、それ以外に

も何か拡大の方法というのは考えていらっしゃる

のでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 資源物集団回収支援事

業についてですが、こちらのほうは、広報等で掲

載しているほか、ホームページ等でもその制度の

周知については行っております。 

 これについては、収集車を走らせるよりも安価

に資源物を回収できる手段だというふうに考えて

おりますので、今後についても、可能な限り町内

会等で対応いただける分については、対応いただ

きたいという方向性を持って事業を進めていきた

いと思っております。 

○永本浩子委員 私も、こういった取り組みがふ

えていくといいなと思っているのですけれども、

やはり主体となっているのは町内会というところ

が一番多いのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 御協力いただいている

団体としては、町内会が多いです。そのほかに

は、学校関係のクラブ活動に伴う少年団ですと

か、そういったところに御協力いただいておりま

す。 

○永本浩子委員 現在250団体ということですけれ

ども、この数というのは、年々ふえてきている数

なのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 こちらの数値は、延べ

での実施団体ということになりますが、実際に活

動を行っていただいているのは、大体100団体ほど

なのですが、過去５年の延べの件数で言います

と、平成22年度が223団体、23年度が232団体、24

年度が224団体、25年度に141団体、26年度が239団

体ですので、大体二百三、四十件の申し込みがあ

りますけども、平成27年度は若干多い団体数と

なってございます。 

○永本浩子委員 実質団体は100団体ということ

で、延べの数になると250ということなのですね。 

 でも、本当にこういった団体がまたふえていく
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と、ごみの収集のほうでも、また効率的になって

きますし、その団体にもきちんと助成金が入ると

いうことで、今、広報だけということですけれど

も、ホームページとか、何かまた違う形でも、今

回ごみの収集体制が変わったりすることを機会

に、これからいろいろなところでまた説明会等も

数多く行われていくと思いますので、そういうと

きに声かけというか、こういった方法もというこ

とで、プラスして言葉として伝えていただける

と、また拡大も進むかと思いますけれども、その

点はいかがでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 今後、開催する説明会

の中でもそういった案内をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、44ページの破砕リサイクル施設整備事業

なのですけれども、先日、この予算減額と決算額

が余りにも違うので、課長にもお聞きして、平成

27年に大型の補正があって、このほうが有利なの

でということのお話があったのですけれども、私

もまだちょっとよく理解できていない部分があり

まして、もう一度、ここのところを御説明いただ

けるとありがたいのですけれども。 

○梅津義則生活環境課長 この事業につきまして

は、当初予算１億1,770万1,000円ということで予

算計上していたのですけれども、国の経済対策に

伴う補正がございまして、工事を前倒し発注した

ほうが財源的にも有利になるということで、こと

し３月の議会で補正予算ということで計上させて

いただいた部分がございます。金額としては９億

3,374万7,000円ということでございます。 

 それと、それにプラスしまして、工事製作費の

現地確認に伴います旅費の分が、ちょっと事務費

で不足していたということがありまして、ここは

事業間で補いまして、17万2,000円ほど補っており

ます。その金額の合計が、そちらに記載のありま

す10億5,162万円という金額になってございます。 

決算額につきましては、設計測量委託、それと

工事請負費と事務費、合わせまして１億1,736万

6,510円ということで、９億3,374万7,000円につき

ましては、平成28年度に繰り越しをするというこ

とで、議会のほうでも承認をいただいている部分

です。 

○永本浩子委員 了解いたしました。そのまま、

また平成28年度に繰り越しされたということで、

理解させていただきたいと思います。 

 それと、決算書のほうの211ページなのですけれ

ども、不法投棄物回収事業ということで、35万

6,260円ということで載っているのですけれども、

今度、来年からのごみ処理体制が変わることに

よって、一つの大きな懸念としてあったのが、不

法投棄がふえるのではないかということがいろい

ろな方からも御意見があったわけなのですけれど

も、不法投棄は年間どれぐらいの量があるという

のはわかりますでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 昨年度の実績で言いま

すと、不法投棄件数は61件で、重さにして4,880キ

ロございました。 

○永本浩子委員 その中身というのは、やはり家

電とか、そういう大きなものが多いのでしょう

か。 

○梅津義則生活環境課長 投棄されているものは

いろいろございますが、比較的重量があって、件

数も多いというのは、タイヤが多いというふうに

認識しております。 

○永本浩子委員 不法投棄の回収というのは、大

体、月に１回とか、どういう体制を組んでやられ

ている事業になるのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 不法投棄については、

まず市民の方の通報による場合ですとか、あと、

春先にボランティア清掃をやってくださる市民団

体がありますので、そのときに見つかるというも

のがございます。あと、通常の業務としては、パ

トロール員がおりますので、その者たちが巡視を

しまして、発見をしてくるといったようなケース

もございます。 

○永本浩子委員 市民からの通報が結構やっぱり

あるということと、パトロール体制というのは、

定期的に行われているのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 パトロール員は、２名

委託業務として発注しておりまして、常時、その

業務に当たっているわけですが、通常業務として

は、ごみステーションの不適正なごみの確認です

とか、そういった業務をやりながら、ほかの業務

もいろいろあるわけですが、あいている時間を見

て、ルートを決めて、巡回しているといったよう

な状況にございます。 

○永本浩子委員 体制はよくわかりました。 

本当にそうならないほうがいいのですけれど

も、来年からのごみの体制が変わったことによっ

て不法投棄がふえるというのは、一つ大きな心配
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でもありますので、そういったところをまた体制

の強化がもし必要でしたら、考えていっていただ

きたいと思います。 

 あと、389ページの後期高齢者医療広域連合の付

近のところの脳ドックの助成事業というのがある

のですけれども、脳梗塞が最近すごく多くなって

きていまして、脳ドック助成事業がとても大事に

なってくるかと思うのですけれども、脳ドックの

助成を受けて脳ドックを受診されている方という

のは、年間どれぐらいあるのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 脳ドックの助成ですけ

れども、後期高齢者に関しましては、平成25年度

から始めております。平成25年度が55名、26年度

が64名、昨年27年度は74名が実施しております。 

○永本浩子委員 年々少しずつふえてきていると

いうことだと思いますけれども、市としてどれぐ

らいの方には受けていただきたいという、予算を

立てるときに、そういった目標というようなもの

というのは考えていらっしゃるのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 予算のときには、前年

度の見込みから、これぐらいということで予算の

ほうはしております。ただ、２年に一度という助

成になっておりますので、急に多くなるというこ

とは、特に考えてはおりません。 

○永本浩子委員 わかりました。 

生活習慣病もそうですし、脳梗塞、脳溢血と

いった部分も、かなりふえているかと思いますの

で、健康マイレージにもポイントが加算されると

いうことで、脳ドックの利用される方がふえてく

ればいいなと私は思っているのですけれども、脳

ドックのもうちょっと普及というところにも少し

力を入れていただければと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 脳ドックにつきまして

も、健康診査等と同じように、やっぱり自分の健

康を守るためのものですから、ＰＲ等については

今後とも行っていきたいと考えます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 私のほうからは、以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○古都宣裕委員 私のほうから、何点か伺わせて

いただきます。 

 最初に、いのちの電話相談事業なのですけれど

も、これは、道から全額、道支出金としてなって

いる事業だと承知しているのですけれども、実績

を見ると、累計649回かけてきた件数のうち、相談

につながったのが実質79件ということで、全部た

だ。道につながっているだけで、網走からの、た

しか、回線の電話料金の負担分ということだった

と思うのですけれども、ただ、実績として649回の

うち実質相談につなげられたのが79件ということ

で、今後の方向性というのも、ただつなぐだけと

いうのもわかるのですけれども、もっと道に積極

的に回線をふやしていただけるよう、要請してい

く必要もあると思うのですけれども、どのように

対応されているでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 いのちの電話の相談促

進事業の関係でございますけれども、今、委員

おっしゃったとおり、実績につきましては、649件

のコール数に対しまして79件というふうになって

ございます。いのちの電話につきましては、社会

福祉法人北海道いのちの電話というところが運営

しておりまして、相談を受けるスタッフにつきま

しては、約１年半の養成、研修を受けまして、そ

の上で認定審査を受けた方に対応していただいて

いるような状況になっております。 

 この活動につきましては、認定後の研修や交通

費も含めて、全てボランティアの方に対応してい

ただいているということで、なかなかスタッフの

確保が難しいというふうに伺っているところでご

ざいます。そのため、電話回線の増設もなかなか

厳しいという、つながりにくいというような状況

を伺っているところでございますけれども、これ

につきましても、やはりつながるということは大

切なことだということも認識しておりますので、

北海道及びいのちの電話という社会福祉法人のほ

うには機会ある限り、そのような形でお話をさせ

ていただきたいと考えております。 

○古都宣裕委員 網走だけではなく、多分、これ

は北海道全体、ないし自殺率等で考えれば世界で

も有数な国になってしまっている日本としては、

日本全体としても同じような現象が見られると思

いますので、道に対してもしっかりと予算づけを

して、全てが無償というわけではなくても、やっ

ぱりそういったほうに助成してでもふやしていく

べき事業だと私は思いますので、しっかりと要請

していただきたいなと思います。 

 次に、重複している分は割愛しますので、予算

書の211ページ、指定ごみ袋管理事業について伺い

ます。 

 指定ごみ袋管理事業というのは、ごみ袋をつく

るものだと思うのですけれども、どれぐらい生産
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されて、年間どれぐらいが余剰というか、ストッ

クに回っているのか、お伺いいたします。 

○梅津義則生活環境課長 指定ごみ袋の作製枚数

と余剰枚数いうことでございますが、余剰枚数に

ついては、ちょっと今、手元にございませんが、

その年によって余剰枚数については違いますの

で、その辺は後ほど確認できればお示ししたいと

思いますが、作製枚数といたしましては、平成27

年度の実績で言いますと、10リットルが19万6,500

枚、20リットルが48万2,700枚、30リットルが46万

1,400枚、40リットルが30万2,100枚という作製枚

数になってございます。 

○古都宣裕委員 了解しました。 

 ただ、これは平成28年度にもかかわってくるの

ですけれども、ごみ袋が変わります。在庫管理を

しっかりしないと、平成28年度で大量に在庫を残

したまんま平成29年度、新しいものに入っていく

というところにも、毎年、大体似たような予算が

ついているのですけれども、その部分というのが

大量に在庫がある状況では困るなと思って質問さ

せていただきました。その辺を注視しながら、生

産体制についてもやっていっていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○田島央一委員 私のほうからは、平成27年度決

算委員会資料要求項目の17番、22ページになりま

す。コミセンの利用状況のことについて、関連し

たことを質問してまいります。 

 まず、私の地元の西網走コミュニティセンター

のことでちょっとお伺いしたいのですが、料金の

設定は運営委員会で各自決めているというふうに

お聞きはしているのですが、利用料金に対して、

例えば障がい者が使ったり、子供が使ったりとい

うことに対しての何か市のほうからの補助だと

か、現時点でそういったものはあるのかどうかの

確認ですが、答弁いただければと思います。 

○田邊雄三市民課長 コミセンの利用料金に対す

る補助ですけれども、コミセンで決めているの

は、料金自体は条例で上限を定めまして、各コミ

センが一定の基準に基づいて各部屋の料金を決め

て、市がそれを承認する形で各部屋の料金を決定

しております。 

 助成はないのですけれども、減免規定を統一的

に持っておりまして、老人クラブが使うとき、青

少年の健全育成に使うときということで、一定の

団体についての減免措置はありますけれども、助

成という形では行っておりません。 

○田島央一委員 減免措置は、団体だとかにある

というふうにお話しいただきましたが、西網走コ

ミュニティセンターの利用の状況を見ていくと、

子供の利用のほうがふえている状況にあるのです

けれども、担当課のほうとしては、この辺の分析

というのは何かお持ちでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 西網走コミュニティセン

ターにつきましては、平成25年度の子供の利用が

501名、26年度608名、27年度936名という形でふえ

ておりますけれども、コミセンのほうに子供たち

が学校帰りですとか、休みの日に来る場合が多く

なってきたということで、卯原内には児童館とか

ありませんので、そういった関係でコミセンを児

童館がわりというか、かわりに使っているという

ことで、それもコミセン側が来てくださいといっ

たわけではなくて、子供たちが口コミで誘って来

ているという状況だというふうに聞いておりま

す。 

○田島央一委員 非常に私も、町内会含め地域の

活動でコミセンのほうは使うのですけれども、子

供の利用がどんどんふえていっているのは、実は

感じていまして、先日、まちづくり住民懇談会も

あって、きょう、議場におられる担当課の方もそ

うですけれども、来られたときにもしかしたら気

づいたかもしれないのですけれども、ホールの入

り口のところに、ゲーム機を持ってホールに入ら

ないことというふうに注意書きがされているぐら

い子供たちが利用している状況が、よく見るとわ

かるのですね。 

あと、実は西網走地区のほうでは、郊外地区と

いうことで、学校にバスで通ってこられる方が多

いのですけれども、スクールバスが天候が悪くて

通行どめになったりだとか、冬は吹雪で通行どめ

だとか、この前は台風が来たので、それで通行ど

めになったりとかして、一部の地域では学校に出

てこられるような状況でなくても、地元の卯原内

の地区なんかは、天気がよくて学校が休みという

状況が結構冬場もそうですし、そういう機会が多

くなって、見ていると、昼ぐらいになったら、み

んなコミセンに遊びに来るというのはよく見かけ

る光景になってきました。 

あと、先ほど課長からの説明もありましたとお

り、児童館がないということで、その部分では集

まる場所というのが多分町場の人たちとはちょっ
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と差があるのかなと私も感じています。 

子供の利用の部分で、何かしらの措置があって

もいいのかなと私は思っているので、できればこ

れは、児童館は福祉の部分に係ってくるので、そ

この担当課とちょっと話し合いとか協議の場を設

けてほしいなと私は思っているのですが、その辺

に対しての認識をちょっとお話しいただければと

思います。 

○田邊雄三市民課長 今年度の西網走コミセンの

運営委員会の中でも子供の利用についてのお話が

出まして、子供利用といっても、100円払って皆さ

んが来ているということで、そこで児童館がある

ところは児童館に無料で入れて、西網走の卯原内

の場合は100円払って皆さん利用しているというこ

とで、どうなのだろうということで、運営委員の

お話もありましたことから、担当の福祉部とも今

後ちょっと協議して、対応については前向き検討

していきたいと思っております。 

○田島央一委員 以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○金兵智則委員 私からも質問させていただきま

す。 

 今、西網走地区の西網走コミュニティセンター

の話がありましたけれども、市内見ても、合計を

見ましても、5,000人ぐらい利用者がふえていて、

子供のほうは6,000人ですか、ふえているという状

況なのですけれども、これは、それぞれ理由があ

るのかなと思いますけれども、担当課としてどの

ように捉えられているのかをお伺いしたいと思い

ます。 

○田邊雄三市民課長 子供の利用が一部ふえてい

るところについてですけれども、例えば潮見コミ

センですけれども、子供が1,727人ふえているとい

う状況で、これについては塾に通う子供が1.5倍ぐ

らいふえたということで、その分がふえていたり

ですとか、あと、呼人コミセンにつきましては、

武道の子供教室がふえたということで、そういう

面で子供の団体がふえた、塾の利用者がふえたと

いうところで、子供たちの利用がふえている。 

あと、先ほど言った西網走コミセンは、子供た

ちが自主的に来て使っている、そういう面でふえ

ているというふうに分析しております。 

○金兵智則委員 子供の利用がふえている、子供

に限らず利用がふえるというのはいいことだなと

いうふうに思いますので、それの絡みかどうかわ

からないのですが、コミュニティセンターの管理

運営事業というのがありますけれども、これが当

初予算2,962万5,000円に対し、決算額が2,975万

1,007円ということで、管理運営費が当初予算から

見るとオーバーしているという形になっています

けれども、その辺の理由についてはいかがでしょ

うか。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、暫時休憩

いたします。 

午後４時26分休憩 

午後４時27分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

金兵委員の質問に対する答弁から。 

○田邊雄三市民課長 コミセン管理運営事業で、

予算よりもふえている部分ですけれども、西網走

コミセンで緊急的に行う修繕があったことと、あ

と、雇用住民センターの灯油タンクで一部油漏れ

がありましたので、それに対応する費用をここで

行ったということになります。 

○金兵智則委員 それは、利用者がふえたからふ

えてきたというわけではなく、これも施設の老朽

化の一部なのかなというふうに思います。 

 重ねて、集会施設の管理運営事業というのも、

当初予算525万7,000円から決算額で言えば550万幾

らと、これも若干増加している。これも、それも

緊急修繕というのかなというふうなところを想像

するところですが、いかがでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 集会施設につきましても、

トイレの修繕とストーブの更新を、故障しました

ので緊急に取りかえなくてはいけないというとこ

ろで、予算をここで支出したところです。 

○金兵智則委員 そのほかにも、管理運営事業、

例えば市民活動センターなんかもそうなのですよ

ね、当初予算からみると決算のほうが多くなって

いる。この辺も多分、公共施設の老朽化といった

面なのかなというふうに思います。 

先だって、公共施設の管理整備計画というのが

出されましたけれども、この辺についても、一つ

一つ丁寧に見ていかないと、管理運営事業という

のが、予算額に比べて決算が大きくなるという事

態が続いていくような状況にもなると思いますの

で、しっかりと今後議論させていただきたいなと

いうふうに思っております。 

 続きまして、決算書でいくと207ページ、成果等

報告書ですと40ページの下段にあります、24時間
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電話健康相談サービス事業ということでありま

す。 

 年間相談件数が1,020件ということで、平成26年

度だと1,000件を切るぐらい、九百九十何件だった

と思います。若干ふえているというところではあ

りますけれども、たしか、平成25年度途中からス

タートだったと思います。平成26年度、27年度と

２カ年がたって、これぐらいの件数ということで

ありますけれども、担当課としてはどのようにお

考えでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 委員おっしゃるとお

り、平成25年５月から開始した事業でございま

す。平成25年度につきましては666件、26年につき

ましては、先ほどおっしゃったとおり994件、平成

27年度につきましては、記載のとおり1,020件と

なっている状況でございます。 

 これは、単純に月平均というような形で直しま

すと、平成25年につきましては60.5件、26年につ

きましては82.8件、27年度につきましては85件と

いう単純な割返しですけれども、そのような数字

になります。 

 これにつきましては、去年とはさほど変わらな

い状況だとは思いますが、ある程度、市民のほう

にも周知がされて、利用が定着してきているので

はないかというふうな認識を持っているところで

ございます。 

○金兵智則委員 若干の増加という形です。年度

を通してやったのが２年になりますので、大体こ

れぐらいというところなのかなというふうに思う

ところでありますが、多分、平成26年度に比べて

実績の部分、広報の部分でより一歩進んだという

か、26年度よりは多くやっているのではなかった

かなと思いますけれども、その辺を確認させてい

ただきたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 この事業の広報につき

ましては、まず４月の段階で全戸配布させていた

だいております「みんなの健康」での周知をして

おります。また、７月に市の広報に特集記事を掲

載させていただいております。また、10月にリー

フレットということで全戸配布をさせていただい

ております。また、市の広報の裏面の上段になり

ますけれども、ここの部分で掲載を毎月させてい

ただいております。 

また、各種健診ですとか、相談、新生児訪問等

の際にも、保健師等から周知をさせていただいて

いるとともに、電話の受話器ですとか、母子手帳

に張ることができますシールというのも張って配

布してございますので、そんなような形で周知に

ついてはやっているところでございます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 さまざまな媒体で周知等をして、皆さん知って

いても使わないというのが、多分それにこしたこ

とはないのかなというふうに思いますので、周知

は、今後も継続していっていただきたいというふ

うに思いますけれども、健康相談サービス事業の

目的のところに、コンビニ受診の抑止、救急医療

及び救急車の適正利用を推進ということが目的に

なっていますので、その辺の実態はどのように捉

えられているか、お伺いしたいというふうに思い

ます。 

○武田浩一健康管理課長 コンビニ受診の関係で

すけれども、なかなかコンビニ受診の定義ですと

か、数値的にあらわすというのは、現実的に難し

い部分があろうかと思います。 

ただ、数値的に言えば、網走地区消防組合の平

成27年度の救急搬送の件数ということで言えば、

約４割弱が入院加療を要しない軽症というような

形の数字が出てきているところでございます。 

また、厚生病院が定期的に把握している部分で

ございますけれども、例えば平成27年６月から８

月の３カ月間の救急外来の部分で言いますと、全

体の患者が1,071名ほどなのですが、そのうち処置

がないという部分が14％というような数字という

ことになってございます。なかなか、これをコン

ビニ受診のということであらわすのは難しいかと

思いますけれども、このような形の数字で押さえ

ているところでございます。 

○金兵智則委員 コンビニ受診という言葉が先

走っているといいますか、定義というのが改めて

実はないものでありますので、その辺難しいかな

と思いますけれども、毎年度行っていただいてい

る中で、ことしは、処置がなくというところが14

％ということで、昨年度に比べれば、随分減った

のかなというイメージがありますが、そのような

見解でよろしかったですか。 

○武田浩一健康管理課長 同じ調査で、厚生病院

の平成26年度６月から８月の同月で言いますと、

処置なしというのが17％という形になっておりま

すので、これだけを見ると、減っているという状

況にはございますが、なかなかこれは一概に言え

ない部分かと存じます。 
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○金兵智則委員 一概には言えないというのは、

重々理解はさせていただきますけれども、でも、

何となく数値が下がっているというふうに見えて

くるのは、この事業の効果でもあるのかなという

ふうに思いますので、やはり周知は今後も継続し

ていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、決算書で言いますと209ページ、成

果等報告書で言いますと39ページ下段、プール利

用助成事業ということで、高齢者に対してプール

利用料の一部助成しますということでありました

が、これも、当初予算額から見ると随分大きな決

算額になったなというふうに思いますけれども、

この辺の見解をお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○武田浩一健康管理課長 プール利用助成事業で

ございますけれども、この事業につきましては、

65歳以上の市民の方がプール施設を利用する場合

に、利用料の一部を助成するという事業でござい

ます。 

 これにつきましては、市民健康プールのほうで

平成27年度の利用者が4,889名というような形に

なってございます。予算の段階では、当初利用の

予定を3,150名ということで予算を積算させていた

だいておりましたので、その部分で増になってい

るということでございます。 

○金兵智則委員 昨年度の決算額でいうと59万

2,320円ということで、３倍以上ということで、そ

れだけ多くの方に使われたということなのではな

いかなと。高齢者の方が、新しい市民健康プール

になったときに行ってみようかなという声が多

かった結果が、これなのかなというふうに思いま

す。今後とも、これにつきましては、たくさんの

方が健康のために使っていただくというのがいい

と思いますので、次年度以降の予算措置というの

はそれなりに多くなるのかなということで、理解

はさせていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、211ページ、エキノコックス症検査

事業というのがあるのですが、これも、当初予算

に比べると多くなったというイメージがあるので

すが、例年の決算額から見てもちょっと多いのか

なと思いますけれども、この辺の理由についてお

伺いしたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 エキノコックス症検査

事業でございますけれども、平成27年度の受診者

につきましては、452名ということでございます。

その前の年が405名ということでございますので、

検査をされる方がふえたということでございま

す。また、これにつきましては、ミニドック等健

診の受付の際に、受けませんかという周知もさせ

ていただいているところでございまして、その部

分について、少しずつではありますけれども、受

診される方がふえているのかなということで認識

しております。 

○金兵智則委員 平成26年が405人だったのが、平

成27年度の決算でいけば452人と、50人ぐらいふえ

たのかなというふうに思いますけれども、平成26

年度405人のときの決算が42万3,000円ぐらいだっ

たものが、50人ふえると、これが約60万円弱とい

うことで、何か随分上げ幅が大きいのではないか

なと思うのですが、そこの理由は何でしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 検査単価が上昇という

ことでございます。 

○金兵智則委員 １件の検査単価が上がったとい

う理解でいいですね。400人を超えると、その分が

上がるとかではなくて、１件のということで、わ

かりました。たくさんの方に受けていただくほう

がこれもいいと思いますので、理解をさせていた

だきたいというふうに思います。 

 インフルエンザ予防接種事業というのが、高齢

者と子供であります。これも、たくさんの方に今

回受けていただけたのかなということで、当初予

算に比べると上回っているという状況が出ている

のですけれども、接種状況についてお伺いしたい

というふうに思います。 

○武田浩一健康管理課長 高齢者インフルエンザ

の接種状況でございますけれども、高齢者インフ

ルエンザの接種につきましては、対象者が１万578

人のところ5,219人、接種率で言いますと49.3％、

例年とほぼ同程度の50％前後ということでの接種

率ということになってございます。 

 続きまして、子供インフルエンザのほうでござ

いますけれども、これにつきましては、接種率に

つきましては67.8％ということになってございま

す。昨年度が70.4％でございましたので、少し減

りましたが、これについては、中学生の接種率が

落ちたということでございます。 

○金兵智則委員 となると、接種率が子供で言う

と、多分75％ぐらいを見越して予算組みをされて

いたように思っていたのですが、接種率が下がっ

ているのに当初予算よりも高いというのは、これ

もワクチンの値段が上がったという理解でよかっ

たですか。 
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○武田浩一健康管理課長 当初予算では、インフ

ルエンザのワクチンが３価ワクチンということで

計上させていただいておりましたが、厚生労働省

のほうから10月の段階から４価ワクチンを使用す

るということで、ワクチンの単価が上がったとい

うことで、これにつきましては補正をさせていた

だいて、対応させていただいているということで

ございます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきます。 

ただやっぱり、接種率、特に子供のほう、高齢

者もそうなのですけれども、接種率を上げていか

なければいけないと思いますし、子供のほうでい

くと、７割を超えると一定程度の効果があるので

はないかという、元厚生病院にいた先生が独自で

とったデータの中で、そういうデータがありまし

たけれども、多分、年々ちょっとずつ下がってき

ているような状況にあるのかなと思いますけれど

も、見解をお伺いしたいと思います。 

○武田浩一健康管理課長 子供インフルエンザに

つきましては、７割程度というような一つの目安

だということは、認識しております。これにつき

ましては、集団発生の防止等も含めた、あと重症

化ですとか、そういう部分もございます。 

これにつきましては、周知等々も含めまして、

接種いただくような形で周知していきたいと考え

ております。 

○金兵智則委員 周知しか方法はないとは思うの

ですけれども、あらゆる媒体で強化をしていただ

けたらということを要望して、次に移ります。 

 決算書、213ページの下のほうにあるのですけれ

ども、悪臭防止対策事業とあります。成果報告書

でいけば、45ページの中段にあるのですけれど

も、これも、当初予算に比べてちょっと上回って

いるという状況があります。原因をお伺いしま

す。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、暫時休憩

いたします。 

午後４時45分休憩 

午後４時46分再開 

○井戸達也副委員長 再開いたします。 

 金兵委員の質問に対する答弁から。 

○梅津義則生活環境課長 予算額を上回った理由

でございますが、簡易ポンプと風向風速計、これ

が壊れたために、緊急的に買ったということで、

その分が13万2,084円の増額になっております。 

○金兵智則委員 これも緊急で機械が壊れたとい

うことで、昨年度から見ると、悪臭に対する苦情

も少なくなっているのに、なぜかなと。何か特定

のすごい状況があったのかなという悪い想像をし

てしまいまして、確認をさせていただきました。 

 悪臭防止対策ということで、苦情というのは毎

年出ているとは思うのですが、状況として、何か

継続的に同じようなところからというような状況

があるのかないのか、お伺いしたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 昨年度の苦情件数は２

件ということございます。いずれにしても、水産

系のにおいがするというような苦情でございまし

たが、この２件とも、継続性のあるものではござ

いませんでした。 

○金兵智則委員 そうしたら、苦情に対しては、

都度対応していただいていて、ずっと苦情のある

ような地域はないということで理解をさせていた

だきます。 

このにおいというのが、またいろいろ微妙でし

て、人に対する不快感という部分では、結構つら

い部分もあるのかなと思います。苦情の件数が

減ったということについて、何か強化されたと

いったような部分はあるのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 件数が減ったことにつ

きましては、その年によりまして、気温ですとか

風向き、そういったものによるものが大きいと思

いますので、昨年度はたまたま２件ということで

少なかったのですけれども、それがずっと少ない

件数でいければいいのですけれども、風向きです

とか気候によって、その辺は変わる状況は今後も

あると思います。 

○金兵智則委員 ちょっと目に見えないものです

ので、難しいところはあるのかもしれないと思い

ますが、今後も継続的な対応をお願いして、質問

を終わりたいと思います。 

○井戸達也副委員長 ここで、先ほどの古都委員

の質問に対する答弁がございます。 

○梅津義則生活環境課長 先ほどの古都委員のご

み袋の在庫数というお話がございました。 

これにつきましては、今年度末の在庫数でござ

いますが、10リットル袋が９万9,000枚、20リット

ル袋が26万6,700枚、30リットル袋が24万2,700

枚、40リットル袋が14万4,000枚ということでござ

います。 

 先ほど、発注枚数のお話もございましたが、今

年度の発注枚数といたしましては、10リットル袋

が24万枚、20リットル袋が46万8,000枚、30リット



－ 110 － 

ル袋が41万1,000枚、40リットル袋が27万6,000枚

ということでございまして、10リットル袋につき

ましては、分別が変わる関係で多く使われるとい

うことを予想して、ちょっと多めの発注になって

ございますが、そのほかの袋につきましては、４

月以降、袋も変わるだろうということを予測しま

して、若干少な目の発注としております。 

○井戸達也副委員長 それでは、質疑を続行しま

す。 

○松浦敏司委員 それでは、私のほうから大分重

複しましたので、涛沸湖水鳥・湿地センターの関

係で、成果表の46ページですが、実績として数字

が出ておりますが、あらあらの目標から言えば、

この数値というのはどんなふうに評価しているの

か伺いたいと思います。 

○細川英司生活環境課参事 下段の管理運営事業

関係のほうでございますが、入館者総数２万801人

ということでございますが、例年２万人台をクリ

アいたしておりますので、数字といたしまして

は、ほぼ例年どおり適正な数値と考えておりまし

て、今後もこの数値を維持できるような方向で進

めていければというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 入館者総数については、そうい

うことなのでしょうけれども、例えば自然観察会

が12回45名と、平均すれば三、四名というような

ことなのですが、こういった子供、あるいは親子

向けの企画というのも２回やっているようですけ

れども、この辺の取り組みは、一定の目標を持っ

ていたのではないかと思うのですが、この辺につ

いてはどんなふうにお考えでしょうか。 

○細川英司生活環境課参事 自然観察会12回につ

きましては月１回、定例で行っているものでござ

いますが、こちらのほうといたしましては、１回

当たり10名程度の参加を想定いたしております。 

 それから、子供向け親子向け企画ということで

ございますが、１回当たり大体20名程度の参加を

想定いたしております。若干自然観察会のほうが

１回当たりの人数が少ないということになります

が、こちらのほうは、平成27年度のみに限らず、

平成28年度以降も実施いたしておりますので、ま

たＰＲ等周知に努めまして、一定程度、想定程度

の人数等を、お気軽に御参加いただけるような形

をとっていきたいというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

大変いい施設なものですから、ぜひ、自然観察

会というのはもっと力を入れてほしいなというふ

うに思います。 

次に、特別会計について質問をいたします。ま

ず、国民健康保険の関係です。 

国保料の収納率について、現年度では平成25年

度93.8％、平成26年度が93.5％、平成27年度が

93.41％と、わずかではあるけれども減少している

と。一方、滞納分では、平成25年度17.95％、平成

26年度22.12％、平成27年度21.61％となっており

ます。平成27年度と26年度との対比では、現年度

で言えばマイナス0.09％、滞納で言えば、マイナ

ス0.51％というふうになっておりますが、この数

値についてどのように評価しているのか、伺いま

す。 

○江口優一保険年金課長 ただいま、松浦委員か

ら質問のありました国民健康保険料の平成27年度

の収納率についてですが、委員のおっしゃったと

おり、平成27年度につきましては、現年度滞納

分、また合計につきましても、前年度から下がっ

ております。 

ただ、過去10年間で平成25年度の93.8％が現年

度では最高ということになっておりまして、その

93％台を、平成26年度、平成27年度と継続してい

るということで、収納率としては高い状態で維持

していると考えております。 

○松浦敏司委員 原課を含めて、努力の結果、こ

ういった数字を維持しているのだろうなというふ

うに思います。 

 それで、保険料の徴収の関係で、特別徴収は全

体の中でどの程度あるのか。そして、その対象と

なる世帯はどういった世帯なのか、伺います。 

○江口優一保険年金課長 国保料の特別徴収とい

うことで、これは、年金からの天引きということ

になります。こちらは、平成27年度につきまして

は19.47％、また、口座振替につきましては36.75

％、それ以外の43.78％が納付書による納付という

形になります。 

○松浦敏司委員 意外と、口座振替が多いという

のがわかりました。口座振替は、年金の天引きと

同様に確実に徴収できるというふうになるのだろ

うと思います。これは、わかりました。 

 次に、不納欠損の状況についてでありますが、

過去の状況を見ると、平成23年度は7,520万円、平

成24年度は6,930万円、平成25年度が4,794万円、

平成26年度が3,701万円、そして平成27年度が

3,522万円と年々減少しているというふうに見えま

す。 
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この間、滞納解消に努力した結果だというふう

に思うのですが、不納欠損も努力の結果、減少し

たのではないかと思うのですが、この間どんな取

り組みをしているのか、伺います。 

○江口優一保険年金課長 不納欠損につきまして

も、徴集部門のほうできめ細やかな対応という形

で、納付相談とか分納とかという形で、納付をし

ていただいております。ただ、それでもどうして

も納付できないということで不納欠損が生じてお

りますけれども、こちらにつきましても、年々減

少しておりまして、徴収の努力のたまものと考え

ております。 

○井戸達也副委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩をいたします。 

午後４時59分休憩 

午後５時08分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開を

いたします。 

 松浦委員の質疑に入る前に、先ほどの生活環境

課長からのごみ袋の在庫について、訂正がござい

ます。 

○梅津義則生活環境課長 古都委員の質問に対す

る答弁が、ちょっと間違っておりましたので、訂

正をさせていただきたいと思います。 

 ことしの３月末での在庫枚数になりますが、10

リットルが７万4,400枚、20リットルが17万1,600

枚、30リットルが16万3,200枚、40リットルが９万

7,800枚でございます。訂正させていただきます。

申しわけございませんでした。 

○井戸達也副委員長 それでは、質疑に入りま

す。 

○松浦敏司委員 次に、滞納を克服する、あるい

は不納欠損を克服していくという点で、いろいろ

な取り組みがなされていると思うのですが、その

中の一つとして、差し押さえというようなことも

やっているのではないかというふうに思うのです

が、その辺の状況について伺いたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 平成27年度の滞納処分

に係る保険料納付の差し押さえの件数ですけれど

も、預貯金の差し押さえが68件、自動車税の還付

金差し押さえが２件、国税還付金差し押さえが24

件など、計102件を差し押さえ等で対応しておりま

す。 

○松浦敏司委員 とりあえずは、わかりました。 

 これは、当然、払うべきものは払わなければな

らないという点ではあるのですが、ただ、中には

網走とは言いませんが、相当厳しい差し押さえを

するというようなことも、自治体が行うというよ

うなところもあって、それはやり過ぎでないかと

いうような話もありますが、当市においては、多

分そういうことまではしていないのだろうという

ふうには思います。 

 この差し押さえに至るまでの当事者との連絡と

話し合いといったものは、一定程度努力した結果

としてやむを得なく、こういった形をとるのでは

ないかと思うのですが、その辺を伺います。 

○江口優一保険年金課長 滞納処分及び未納の対

応につきましては、当然、それぞれの各家庭にお

いて事情があると思いますので、その事情を考慮

しながらも、何とか納めていただくという形で、

徴収部分のほうで対応していただいていると考え

ております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、特定健診について伺います。 

平成27年度は、11月に確定するというようなこ

とでありました。平成26年度は目標が45％で、実

績が22.8％、25年度は40％に対して24.1％という

ことであります。なかなかこの健診率が上がらな

いというのが実情だと思うのですが、この間、ど

のような取り組みをしてきたのか。 

そして、この平成27年度は11月に確定するとい

うことですが、予想される数字というのがもしわ

かるのであれば、おおよそでも話してくれればと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 国保の特定健診の受診

率でございますが、先ほど委員のおっしゃったと

おり、法定的には11月１日で確定ということに

なっておりますけれども、現時点での数値という

ことで25.7％、前年度から比べまして2.9％上昇し

ております。 

春に受診券を全員に配付しておりますこと、ま

た、秋には特定の方、例えば今まで未受診の方で

すとか、例えば40歳から特定健診を受けられます

ので、40歳になった方に、はがきとかをお送りし

まして、少しでも受診をしていただくということ

で原課のほうで努力しております。 

○松浦敏司委員 努力の結果があらわれているな

とは思いますが、25.7％というのは、全道、全国

から言えば、どんなふうな数字なのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 平成27年度の全国、全

道については、まだちょっと数値のほうは出てお

りません。平成26年度の全国の速報では35.4％と
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なっておりますので、全国と比べると、まだ

ちょっと低いのかなという感じになると押さえて

おります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 この特定健診を推進するというのが、非常に大

事なことだと思います。やはり早期発見、早期治

療が何よりですから、そういう意味で、これの推

進に向けて、さらなる努力を求めるものでありま

す。 

 次に、所得階層別の世帯状況ということで、未

納世帯数、未納額ともに、一番多いのが所得階層

で言えば150万円から300万円、そして、その次が

150万円から300万未満のところが204世帯、2,340

万円、その次が80万円から150万円、過去数年を見

ても、同様の状況があるというふうに思います。 

 いわゆる、この層というのは、貧困層とも言え

る状況の所得の方々だというふうに思います。こ

こに何らかの手立てをとらないと、なかなか収納

率というのが上がらないのではないかというふう

に思うのですが、この点について、どのようにお

考えでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 ただいまの国保料の所

得別における収納率ということの御質問でござい

ますが、確かに委員のおっしゃったとおり、150万

円から300万円の間の所得の方が収納率については

平成27年度が一番低い状況となっております。 

また、未納世帯数につきましても17.7％と一番高

い状況になっております。これは、所得に対して

保険料が高いという、確かにそういう実情がある

というのも認識しているところでございます。 

ただ、保険料につきましては、一律全ての方が

同じ料率で行っております。あとは、軽減という

形で、少しでも保険料が安くなっていくというこ

とになりますので、その軽減につきましては、国

のほうの医療制度改革の中で、さらなる軽減率を

高めていただくような方法で検討していただきた

いということで、国の動向を見据えていきたいと

考えております。 

○松浦敏司委員 担当課長としては、そういう答

弁をせざるを得ないのだろうというふうに思いま

すが、やはり、国保の一番大変なところというの

は、今、課長の答弁があったように、世帯の中で

所得が150万円から300万円のところというのが非

常に厳しいわけですね。生活的に。 

その中で、子供が１人いるとか何とかというふ

うになれば、もう頭数もとられますし、そういう

意味では、収入の割には保険料が結果として高く

なるということで、私どもは、この部分につい

て、やはり軽減するようなことをしないと、収納

率が上がらないと、滞納者も減らないということ

を言ってきたわけです。これは、引き続きあらゆ

る努力をすべきだというふうに思います。 

 国保の最後でありますが、短期証と資格証の発

行の状況について、決算資料の23ページには、表

として出ておりますが、残念ながら平成27年度は

６件ほどふえているということでありますが、こ

の辺の要因について伺いたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 国保の短期証、資格証

の交付状況でございますが、平成27年度につきま

しては、２月１日現在の数値ですけれども、３カ

月短期証につきましては、平成26年度と比べて16

件の増となっております。資格証につきまして

も、平成26年度の31件から37件へ６件の増という

ことで、こちらのほうも増となっているところは

認識しているところでございます。 

 ただ、短期証、資格証につきましても、納付相

談等に応じてくれないなど、誠意をもって応じな

いものにやむを得ず出しているところであります

ので、今後とも、納税相談、納入相談につきまし

ては、きめ細かくやっていきたいと考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、資格証を発行している世帯の中で、小

学生、中学生、高校生といった子供のいる世帯に

対しては発行していないということで私は考えて

いるのですが、それはその辺で間違いないでしょ

うか。 

○江口優一保険年金課長 資格証につきまして

は、18歳までの子供のいる世帯には発行はしてお

りません。 

○松浦敏司委員 わかりました。これは非常に重

要なことでありまして、その点で、発行していな

いということがわかったということで、理解いた

しました。 

 次に、後期高齢者医療についてです。 

 これは、北海道後期高齢者医療広域連合が運営

しているものでありまして、成果表で言えば29

ページにありますが、歳入で保険料は平成27年度

が３億3,544万円、平成26年度で言うと３億4,281

万円、ここを比較すると736万6,800円の減少に

なっているのですが、この主な要因は何なのか。  

また、財産収入というのが262円となっておりま
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すが、これはどういう意味なのか伺います。 

○江口優一保険年金課長 後期高齢者医療の決算

額の御質問でございますが、保険料につきまして

は、広域連合のほうで保険料率及び１人当たりの

均等割額は確定しております。これは、平成26年

度、27年度は同じ料率、同じ金額で推移しており

ますので、下がったということは所得が下がった

ということによる減少と思われます。 

 また、262円の財産収入につきましては、利子及

び配当金ということになっておりますので、その

分が出たのだと思います。 

○秋葉孝博財政課長 ただいまの財産収入につき

まして、補足説明をさせていただきます。 

 ２年ほど前に決算委員会のほうで特別会計も基

金の積み立てが必要でないかという指摘を受けま

して、現在、基金の積み立てをしているところで

ございます。 

これに対しまして、基金につきましては一括し

て日々の資金繰り、基金の繰りかえ運用というの

を行っておりますので、残高に応じまして、その

分の利子を積み立てております。その結果が262円

ということでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

次に、移ります。 

次に、諸支出金で、平成26年度が405万1,220

円、そして平成27年度が434万4,860円というふう

になっておりますが、諸収入がふえている理由に

ついて伺います。 

○江口優一保険年金課長 ただいま御質問のあり

ました諸収入につきましては、後期高齢者医療

広域連合の受託事業収入ということになります

ので、その年度によって若干違いがあるものか

と考えます。 

○松浦敏司委員 とりあえず、理解しました。 

 次に、歳出の関係で諸支出金、これが平成26年

度が50万7,700円、平成27年度が２万6,500円とい

うふうに、これもまた大きく違っているのです

が、これについても伺います。 

○江口優一保険年金課長 こちらの諸支出金の違

いについてですが、平成26年度につきましては、

後期高齢者医療の保険料還付金というのが49万

2,000円ありましたので、それが平成27年度はな

かったということで、この金額になったと考えま

す。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 次に、収納率についてです。 

平成27年度が99.24％でありました。当然、大半

が特別徴収だろうというふうに思うのですが、こ

のうち普通徴収というのは全体のどれくらいある

のか、伺います。 

○江口優一保険年金課長 平成27年度の調定件数

ということですけれども、特別徴収が69％、口座

振替が19％、納付書による方が12％になっており

ます。 

○松浦敏司委員 納付書でということは、つまり

所得というか、年金も１万5,000円以下という極め

て収入の少ない人たちが多分大半だと思うのです

が、大概こういったところで滞納がほとんど生ま

れているというふう私は思うのですが、その辺の

状況について伺いたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 平成27年度の滞納状況

でございますが、未納者は52名おりまして、その

うち29名が一般の軽減をされていない方になりま

す。２割軽減の方が５名、５割軽減が７名、8.5割

軽減が５名、９割軽減が６名ということで、半数

以上の方が、軽減がないという形での未納という

ふうになっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、意見書の57ページに、保険料の収入率が

98.3％で、前年比で0.1ポイントの増と、滞納繰越

分で15.7ポイントの減となり、総体としては0.3ポ

イントの減とあるが、15.7ポイントの要因につい

て伺います。 

○江口優一保険年金課長 平成27年度の未収金の

内訳でございますけれども、滞納分が例年よりも

毎年ふえてきております。こちらは、ちょっとさ

まざまな、それぞれの家庭の事情があって未納さ

れているのだと思いますけれども、具体的にどう

いう理由というのは、私のほうでちょっと押さえ

ておりませんので、ただ、同じ方というか、何年

も継続して滞納しているケースもありますので、

そういう方がそのまま未納のままで滞納額だけが

ふえてきているというふうにも考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで次に、後期高齢者医療で特定健診ができ

るということになったわけでありますけれども、

平成27年度の特定健診の健診率というのはどれぐ

らいになるのか。もし出ていなければ予想だけで

もいいのですが、それと全道、全国の数字がもし

わかれば、伺いたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 後期高齢者の健康診査

の受診率でございますが、平成27年度につきまし
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ては14.76％、平成26年度が12.16％ですので、2.6

％増となっております。 

こちらのほうの全道のほうですけれども、これ

は速報値ですけれども、13.41％ということで、後

期高齢が始まって、初めて全道を超えたというふ

うになっております。 

全国につきましては、平成26年度の見込みとい

う部分しかまだ出ておりませんけれども、こちら

は25.6％となっております。 

○松浦敏司委員 全道平均を上回ったというの

は、評価しなければならないと思いますが、まだ

まだ全国的レベルから言うと低いということで、

やはりこれも対象となる世帯に対して、しっかり

わかるように知らせなければならないというふう

に思うものですから、さらなる周知徹底が必要だ

というふうに思います。 

 次に、70歳以上の方で、この問題は20％負担、

これまで10％だったのだけれども、それが原則に

戻して一定の所得のある者は20％というふうに

なったわけですが、今、網走市の中での20％負担

の人はどれくらいいるのか、もしわかれば伺いま

す。 

○江口優一保険年金課長 平成28年７月１日現在

での高齢者受給者証の交付者の方ですけれども、

1,749名の方が２割で受診をしております。平成27

年度は大体260名が新しく高齢者受給者証を受けて

おります。 

○松浦敏司委員 相当数が２割負担になるという

ことで、ほとんどの方は、年金生活者が大半だと

は思うのですが、これまで１割負担だったのが倍

の負担になるわけですから、これは年金が毎年こ

こ数年減り続けている中での後期高齢者医療の負

担というのは、相当重いものだというふうに想像

するところです。 

 もともと後期高齢者医療については、高齢者だ

けを囲い込んで、そして、そこで保険をつくると

いうもので、そもそも無理があるものでありまし

て、高齢者になれば病気にかかるというのは当然

のことですが、そして、そこの中で、高齢者だけ

で保険をつければ、当然保険料がどんどん上がっ

ていくのは言うまでもないと。世界でも類のない

保険だというふうにも言われています。この保険

ができた当時、当時の桝添厚労大臣は、みずから

うば捨て山と言っていたくらいの制度で、極めて

高齢者いじめと言われる医療制度だというふうに

思いますが、とりあえず、状況についてはわかり

ました。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○栗田政男委員 １点、ちょっと気になるところ

があるので、消費生活相談事業であります。 

 この会計は、以前からあったのですけれども、

少しずつ予算づけをしていただいて、現在、435万

5,000円という予算現額になっています。 

 そこでちょっと気になるのですけれども、これ

はいろいろな相談しにくい部分、多重債務とかい

ろいろな契約トラブル、プライベートの問題も多

々ある、個人情報の関係もあるので、以前から網

走消費者協会のほうへ委託している事業でありま

す。 

その中で、この成果等の中にも出ているのです

けれども、振り込め詐欺、これは当市に限らず全

国的に非常に被害が多発していますし、まずは、

当市においてそういう事例があったかどうかとい

うことを押さえていれば、ちょっと報告していた

だきたいのですが。 

○田邊雄三市民課長 振り込め詐欺についての御

質問ですけれども、平成27年度の相談件数144件の

中には含まれておりません。相談としては受けな

かったということで、当市として、平成27年度は

警察のほうで２件、実際に被害があったというこ

とで、こちらのほうも認識をしております。 

 １件目が、80代の女性が市役所職員を名乗る男

から還付金を受けとれるとの電話で、ＡＴＭを操

作し50万円を送金しだましとられたケース。もう

１件が、他府県の逮捕捜査で、網走市内の70代の

女性が名義貸しの詐欺に遭っていたことが発覚し

まして、１,000円万円が送金されていたという２

件の事例がございます。 

○栗田政男委員 詳しいことは別にして、２件多

額のそういう被害者が当市において発生をしたと

いうことですから、私思うのは、振り込め詐欺に

ついては発生してしまってからはなかなか回収と

いうのはほとんど難しい。なかなか警察のほうで

も捕まえにくいという案件であります。 

 そういうふうに考えると、やはり予防をして、

市民、特に高齢者の方々にしっかりと啓蒙をし

て、いろいろな事例を常日ごろ啓発活動をしなけ

れば、このトラブルというのはなかなか防げない

のかなと。被害に遭ってしまってから消費者協会

のほうに行っていろいろ相談したところで、根本

的な解決にはならのではないかというふうに考え
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るのですね。 

 そういうふうに考えると、先ほど答弁の中にも

ありましたけれども、市職員を名乗ったり、税金

の還付だったり、やはりそういうふうに行政側が

使われるケースが多々あるのです。ということ

は、やはりそれだけ行政というのは信用度も高い

わけですから、信じ込みやすいという盲点なので

すね。 

 そういうふうに考えたときに、市として、こう

いうトラブル、もちろん警察も一生懸命やってい

らっしゃいますし、報道等でもやっていますけれ

ども、この庁舎にはいろいろな高齢の方がいろい

ろな形で今、来庁しています。そういう方々に

も、また、いろいろな封書等で御案内の中にも、

やはりそういう啓蒙、こういう被害が今多発して

いますよということを周知徹底することは非常に

大切な活動ではないかと考えるのですけれども、

原課としてその辺の考え方を聞かせてください。 

○田邊雄三市民課長 市が行っております啓発な

のですけれども、さまざまな機会を捉えて啓発を

していきたいと考えておりまして、市の宅配トー

ク、消費者協会が行う出前講座等を老人クラブ等

を使っていただくのとあわせまして、図書館のカ

ウンターで大体60歳以上の方だなと思ったときに

は、こちらで用意した啓発チラシの配布、また、

民生委員の方については訪問時に、それもこちら

で用意したチラシをお渡しして、訪問時に注意喚

起をしていただくということもあわせて行ってい

るところですけれども、なかなか全ての方にとい

うこともできませんので、今後、庁内でもいろい

ろ郵送物がございますので、そういう機会を捉え

て注意喚起のチラシが入れられるようでしたら、

関係課と調整して、そういう機会を捉えて啓発を

していきたいと考えております。 

○栗田政男委員 ぜひとも、庁舎内も含めていろ

いろな公的な機関がございますので、そういうと

ころでも、やはりポスター等の啓発というのは僕

は必要だと思うのですね。そういうことをしっか

りやって、網走からは絶対にそういう被害者を出

さないという、一つの市民体制というのですか、

そういうものが必要でしょうし、もちろん関係機

関の警察とも密に連絡をとりながら、また、消費

者協会もいろいろなそういう情報が入っているは

ずですから、きちっと連携しながら、やはりこの

市の中できっちりとやっていくということが、こ

の対策はすごく大事ですし、何度も言いますけれ

ども、発生してからでは手遅れなので、その前の

予防という観点からしっかりと取り組んでいただ

きたい事業を要望いたします。 

 以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○平賀貴幸委員 何点か、質問させていただきま

す。 

 決算書の181ページ、協働のまちづくり推進事業

の関係ですけれども、花いっぱいのまちづくり運

動などもろもろあるのですけれども、なかなか町

内会等での高齢化等が原因で取り組まれなくなっ

てきたというようなお話しもあると。やめるとこ

ろも出てきたというふうに伺っています。 

 そういった中で、市民活動センターの役割とい

うのはいろいろ重要だというふうに思いますが、

まちづくりの中で、なかなか地域だけでは進めら

れなかった部分をＮＰＯ等で協働の中で進めてい

くというのも一つ進めなければいけないことで、

これは一般的な市民活動はもちろんですが、介護

保険の事業が地域へと変わってくる中でもいろい

ろ必要性があるというところなのですけれども、

市としては、市民活動センターの管理運営につい

ては、どのような評価をされているのか。 

また、目標とされている市民活動の育成、私は

大分久しぶりにこれを聞くのですが、以前から一

定程度どの分野の市民活動を育成しようという目

標を持ちながら動いたほうがいいということを申

し上げたのですけれども、現状はどのようになっ

ているのでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 市民活動センターの事業に

ついてですけれども、市民活動センターでは、市

民活動に関する情報の収集、提供、講座等による

人材育成、相談、団体との連携を図る事業を展開

していくということにしております。 

 また、ホームページによる助成金、講座の提供

も行っておりますけれども、市民活動センターで

市民活動の支援をどのような方法で展開していく

かということで、市民活動センターでは、ボラン

ティア、市民活動を行う団体など、活動支援とし

て情報提供、人材育成をやっていくのですけれど

も、平成23年度にアンケートも実施いたしまし

て、その中で出た結果でもありました団体の中で

の課題解決ですとか、そういったことが今問題に

なっているということを認識しておりまして、平

成28年度には、この間実施しましたけれども、フ

ァシリテーションの講座を実施したりですとか、
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そういうこともしておりますので、今現在、団体

がどのような活動で困っているのかというところ

を主眼に置いて事業展開していきたいというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 状況は、以前よりは大分改善さ

れて、いい方向に行っているなという感も私も持

ちながら見せていただきますが、ここはやはり、

市として方向感をしっかり持ってかかわっていた

だきたいというふうに思いますので、網走市に

とって不足している市民活動はどういうところな

のか、どこがなかなか進まなくなっているのかと

いうことを調査研究しながら進めていくことも必

要だと思いますけれども、その点についてはどう

お考えでしょうか。 

○田邊雄三市民課長 平成23年度にアンケートし

ましたけれども、また５年たっておりますので、

一定程度の期間の中で、またそういういろいろ市

民活動の団体の意見も参考にしながら、支援策を

取り入れていきたいというふうに考えております

けれども、先ほど言ったように、今やっている支

援策としては、ボランティア団体向けに運営課題

や問題を自分たちで解決する方法、一つの方法と

してファシリテーション講座をここ数年は続けて

いきたいというふうに考えておりますし、財政面

の活動支援として、網走市における税優遇制度、

条例個別指定制度も平成27年度に導入をしており

ますので、その説明もしながら、団体活動の資金

についても安定的になるような取り組みを進めて

いきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 理解いたしました。ここについ

ては、また機会を改めて議論していきたいと思い

ますが、方向感を持った事業が進むことを期待す

るところです。 

 続いて、決算書、207ページです。 

 訪問看護ステーションの負担金、それから看護

師、薬剤師の確保対策支援事業の関係で伺ってい

きたいと思います。 

 たしか、訪問看護ステーションの負担金は事業

団に対する負担金だと思うのですけれども、それ

で間違いなかったでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 一般社団法人北海道総

合在宅ケア事業団への補助金となります。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 一方で、訪問看護ステーションは、ここだけで

はなくて複数あるわけです。それらも運営されて

いる状況があって、そこに看護師が必要だという

状況は理解されていると思います。 

またほかにも、たしか網走には１社しかないは

ずですけれども、訪問入浴をされているところが

あって、そこは、分野としては介護保険になるの

だと思いますけれども、そこでもやはり看護師が

必要な状況があるのだけれども、たしか斜里３町

と網走市が管轄だったと思いますが、経営状況に

ついては決して楽観視できないものがあって、な

くなったら困るサービスなのだろうと私も思って

いるところですが、なかなか採算性では難しい部

分だというふうに思っています。 

そういった訪問をする看護師の確保ということ

を考えると、この看護師、薬剤師確保対策支援事

業ではなかなかカバーし切れていないのではない

のかなと思うのですけれども、原課としてはどの

ようにお考えでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 薬剤師、看護師確保対

策事業につきましては、医療機関が修学制度を

持って、それに上乗せするという形ということで

実施している事業でございます。 

今、委員おっしゃった訪問看護ステーションの

ほうということになると、ちょっとカバーできて

いないのかなというふうに感じております。 

○平賀貴幸委員 一方で、これも障害者自立支援

法のほうになるのですが、地域で暮らしていこう

ということを考えていくと、特に精神に疾患のあ

る方々については、訪問看護ステーションの果た

す役割というのは大きいのです。 

その中で、精神保健を専門とする訪問看護ス

テーションは、たしか網走にはないのだと思って

おりました。たしか北見に１件だけではないかな

と思うのですけれども、地域全体の課題にはなっ

ているのですよね。そういった部分を含めて、訪

問看護ステーションの事業団のほうには負担金と

いう形で支援しているのですけれども、それ以外

のところに対しても何らかの支援が必要な時期に

来ていると思うのですけれども、その辺の考え方

はどのようにお持ちでしょうか。 

○武田浩一健康管理課長 ほかの訪問看護ステー

ションという形になりますと、委員おっしゃった

とおり福祉の分野ということになってしまうので

すけれども、そちらのほうとも協議しながら、今

後、必要性等々いろいろ研究しなければいけない

というふうには感じております。 

○平賀貴幸委員 どのような形が適切なのか、埋

もれていて仕事をされていない方が働きやすい環
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境をつくるというのが一番速い流れなのかなとも

思いますが、一定の話し合う機会といいますか、

意見交換する機会が多分必要ですし、それぞれ人

手不足の中でやられていますけれども、重要度は

とても高いと私は思います。 

 特に、施設から在宅へという流れがますます強

まる中で、この部分がおろそかになってくると、

なかなかその流れがうまくいかず、介護保険財政

そのものにも影響が出てくるという状況になりま

すので、担当が、そこは分かれているのですけれ

ども、ぜひ綿密に連絡をとりながらやっていただ

きたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 決算書、211ページ、一般ごみの収集運搬事業に

ついて伺います。委員会でもいろいろ種々議論あ

りましたけれども、改めて確認させていただきま

すが、この中には、それぞれ事業者に委託する委

託費があって、その中には当然人件費等もあると

思います。介護、あるいは保育の分野は以前、公

定歩合が変わって、人件費が引き上がったなんて

いうことが委員会の中にはあったりするのですけ

れども、なかなかこの分野はそういった情報がな

いものですから、現場で働いている方々の人件費

というのは、どういう動きをしているのかなとい

うのを伺いたいのですけれども、どのように原課

では押さえているのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 委託料につきまして

は、その年その年の国のほうで定めている労務単

価を参考に我々は積算しておりますので、そう

いったものが委託料に反映されまして、増減する

というようなことになっておりますが、委託料が

実際に従業員の手元にどういった形で届いている

かというところまでは、私どもでは把握できない

ところかなというふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 委託料が増減するというのは、

いろいろそういう要素があるというのはわかりま

すが、現場ではできるだけ人権費を上げるように

努力されているのだというふうに総じて伺ってい

るところです。 

委託料のほうは、毎年ふえていくような流れに

なっているのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 委託料につきましては

人件費によるところがかなり大きなウエートを占

めますので、国土交通省の労務単価が上がればや

はり上がる傾向にありますが、下がることもあり

ますので、そういった場合には委託料が下がると

いうこともあり得るというふうに考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 そこも国交省の労務単価を見て

ということですけれども、市としては、そこだけ

を見て委託料の上げ下げをしているというふうな

理解でよろしいのですか。 

○梅津義則生活環境課長 主には人件費、それと

機械の損料、それと燃料等も委託料には含まれて

おりますので、そういった要素も加味して委託料

の積算をしているところでございます。 

○平賀貴幸委員 細かい数字は要らないのですけ

れども、ここ数年は、毎年、委託料は上昇してい

るということで押さえていいということでしょう

か。 

○梅津義則生活環境課長 上昇傾向にあると思い

ます。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 さまざまな経費が上昇していくのとあわせて、

人件費もやはりここは上げていく必要があると思

います。その辺、さまざまな状況はありますけれ

ども、しっかりと見ていきながら対応していただ

きたいというふうに思います。 

 もう１点、213ページの住宅用太陽光発電普及促

進事業について伺いたいと思いますが、ここも

ずっと続けられている事業なのですけれども、平

成27度についてはどのくらいの利用があったの

か、伺いたいと思います。 

○梅津義則生活環境課長 平成27年度の実績とい

たしましては、13件の申し込みがございました。 

○平賀貴幸委員 13件については、多いというも

のなのか、計画どおりという評価なのか、どちら

なのでしょうか。 

○梅津義則生活環境課長 予算で言いますと、20

件分の予算を見ておりましたので、本来であれば

20件前後、来ていただければよかったのかなとい

うふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 確認ですが、今は住宅用の太陽

光の発電の装置以外には、この事業では助成の対

象になっていないということで間違いなかったで

しょうか。 

○梅津義則生活環境課長 今年度から、こちらの

住宅太陽光パネルの関係は、生活環境課の所管で

はなくて、建築課の所管ということになっており

まして、住環境改善資金補助制度ということで

なっております。 

○平賀貴幸委員 平成28年度からそうなったとい
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うことですね。わかりました。それについては、

また機会を改めて必要な議論をさせていただきた

いと思います。 

 以上で、終わります。 

○井戸達也副委員長 次、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、認定第１号中、市民部の所管に関する

細部質疑を終了しました。 

 本日の日程であります認定第１号中、水産港湾

部、建設部（企業会計を除く）、水道部及び市民

部の所管に関する細部質疑並びに認定第２号平成

27年度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算

についての細部質疑を終了しました。 

 再開は、あす午前10時としますから、御参集願

います。 

 本日はこれで散会とします。 

 御苦労さまでした。 

午後５時53分散会 

────────────────────────── 

 

 


